
 

 
 
 

平成１６年４月２７日 
総務省 

 

「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」報告書の公表 

 

 
 
  携帯電話の番号ポータビリティは、利用者の利便性の向上及び事業者間の競争促進
の観点からメリットが期待されますが、導入には相当の費用が必要になること等から、利
用者のニーズや導入効果を十分に検討していく必要があります。そのため、研究会を開
催し検討を進めてまいりました。 
 
  本報告書では、利用者のニーズ、想定される効果及び諸外国の導入状況等を踏まえれ
ば、携帯電話の番号ポータビリティを導入することが適当であり、平成１８年度のなるべく
早い時期を目途に実施されることが適当とされています。報告書概要については別紙１
(PDF)、本研究会の構成員については別紙２のとおりです。 
 
  総務省では、本報告書を踏まえ、携帯電話の番号ポータビリティが平成１８年度のなる
べく早い時期を目途に円滑かつ確実に実施されるよう、取り組んでまいります。 
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○「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」報告書 参考資料集 
 
 

  
 
 

報道資料

  総務省は、「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」（座長：齋藤 
忠夫 東京大学名誉教授）を平成１５年１１月より開催し検討を行ってまいりました。この
たび、同研究会において、別添(PDF)のとおり報告書が取りまとめられましたので、公表
します。 
  なお、意見募集は本年４月１日から４月２１日までの期間で実施し、計１８件の御意見
が寄せられました。提出された御意見については、それに対する研究会の考え方を付し
て報告書に記載しています。

連絡先：総合通信基盤局電気通信事業部 
電気通信技術システム課番号企画室 
担当：深堀課長補佐、上野係長

電話 ：（代表） ０３－５２５３－５１１１
（内線５８５９）

 ：（直通） ０３－５２５３－５８５９

FAX ：  ０３－５２５３－５８６３
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携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 

報告書の概要 
 

 

第１章 携帯電話の番号ポータビリティの概要と検討の背景 
「携帯電話の番号ポータビリティ」とは、携帯電話の利用者が携帯電話事業者

を変更した場合において、電話番号を変更することなく変更後の携帯電話事業者

のサービスを受けることができるようにするものである。 

携帯電話の番号ポータビリティが実現されれば、携帯電話事業者を変更しても

電話番号が変更にならないため、携帯電話の利用者は、番号が変わることを気に

せずに携帯電話事業者を選択することが可能となり、携帯電話端末やサービスを

選択する際の自由度は大きく高まることから、社会的な関心・要望も高まってい

る。 

携帯電話の番号ポータビリティを導入するには、携帯電話事業者の設備改修等

に相当の費用が必要であり、利用者ニーズや導入効果を十分に検討する必要があ

ることから、携帯電話事業者、有識者、消費者団体等による幅広い検討を行うた

め、本研究会が設置された。 

 

第２章 利用者のニーズ 
平成14年度及び平成15年度に総務省が電気通信サービスモニターを対象に実

施したアンケート、平成 15 年度に携帯電話事業者が携帯電話保有者を対象に実

施したアンケートに基づき、携帯電話の番号ポータビリティに対する利用者のニ

ーズを分析した。 

 

 第１節 携帯電話の番号ポータビリティの需要 

携帯電話利用者の３０％前後（約 2400 万加入に相当）の利用意向があると

言えるのではないかと考えられる。 

手数料を負担しても、
同じ番号を使いたい

31.9%
手数料を負担しても、
同じ番号を使いたい

31.9%
費用に左右されるため、
どちらともいえない

43.1%
費用に左右されるため、
どちらともいえない

43.1%

費用がかかるなら、
変わってもよい

25.1%

費用がかかるなら、
変わってもよい

25.1%

（平成15年度総務省調査）

Ｑ２：有料でも利用したいか。

（携帯事業者調査）

会社変更は考えない

20.8%
会社変更は考えない

20.8%
会社変更を考える

14.6%
会社変更を考える

14.6%

会社変更は考
えないと思う

22.4%

会社変更は考
えないと思う

22.4%
どちらともいえない

19.8%
どちらともいえない

19.8%

変更を考える
かもしれない

22.4%
変更を考える
かもしれない

22.4%

是非利用したい

3.6%
是非利用したい

3.6% なるべく利用したい

6.1%
なるべく利用したい

6.1%

全く利用を考えない

9.7%
全く利用を考えない

9.7%

どちらともいえない

19.1%
どちらともいえない

19.1%

あまり利用したくない

18.4%
あまり利用したくない

18.4%

利用意向者・保留者

Ｑ１：携帯電話の番号ポータビリティを利用したいか。

Ｑ２：有料でも利用
したいか。

携帯電話の番号ポータビリティに対する
ニーズは、存在する。
（Q１：条件によっては37～57%）

しかしながら、有料となる場合には、そ
の利用意向は低下し、また金額に大きく
依存する。
（Q２：10～30%（携帯事業者調査）、Q３：32～
75%（平成15年度総務省調査））

調査の結果に相違があるも のの、 携帯電話
利用者の30% 前後の利用ニーズがあるも の
と考えられる。

 
 携帯電話の番号ポータビリティの需要 

別紙１
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 第２節 電話番号変更による支障 

電話番号が変わることが、携帯電話事業者を変える際の障害の一つとなって

いると言える。 

 

 第３節 携帯電話の番号ポータビリティに係る手数料 

携帯電話の番号ポータビリティを利用したい者の多くは、有料の場合は、一

時金で支払うことを望んでおり、概ね 1,000 円から 2,000 円程度を希望する利

用者が多いと言えるのではないかと考えられる。 

 

 第４節 移転先番号案内サービス 

移転先番号案内サービスが実施されたとしても、利用者の要望を完全に満足

するものではないと考えられる。 

 

第５節 メールアドレス 

メールアドレスが変更になった時に支障を感じたという利用者は、電話番号

が変更となって支障を感じたという利用者ほど多くはないと考えられる。また、

同じメールアドレスを使い続けたいと要望する利用者は、電話番号の場合ほど

多くはなく、転送サービス等の代替措置が実施されれば良いと考える者が多い。 

 

 第６節 その他 

   携帯電話の利用者の多くは、携帯電話事業者が費用を負担すべきと考え、ま

た携帯電話の番号ポータビリティの機能はすべての携帯電話事業者が基本的

に具備すべき機能の一つであると考えている。 

 

 

第３章 諸外国における番号ポータビリティの導入状況 
 

 第１節 諸外国における番号ポータビリティの導入状況 

欧州、米国、アジア・オセアニア地域においては、携帯電話の番号ポータビ

リティの導入が進展しているところである。 

 

 第２節 諸外国における導入の効果と影響 

   通信料金の低下は、必ずしも携帯電話の番号ポータビリティのみが原因で生

じるとは限らないものの、携帯電話の番号ポータビリティの導入に前後して通

信料金が低下していることが確認できる。 

  携帯電話の番号の移転手続きにかかる所要時間と利用率についてみると、手

続きにかかる所要時間が短い国では、利用率が高くなる傾向が見られる。また、

利用率があまり高くない国においては、その原因の一つして、番号ポータビリ

ティが利用可能であることの周知が十分でないとの指摘がある。 
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第４章 携帯電話の番号ポータビリティを導入による効果と影響 
 

 第１節 携帯電話の番号ポータビリティの利用者への効果と影響 

携帯電話事業者を変更しても携帯電話の番号を引き続き利用できることに

より、より自由に携帯電話事業者を変更できるようになるほか、新番号の通知

のための手間や費用が不要となる等、番号ポータビリティの利用者の利便性向

上が期待できる。 

しかしながら一方で、長期割引契約をしている利用者は、違約金を支払わな

ければならなくなる場合等がより多く起こりうるものと考えられる。 

 

 第２節 利用者以外への効果と影響 

電話をかける側の者にとっても、通話したい相手の番号が変わらないことに

より、電話番号の書き換えの手間が不要となる等の便益がある。 

 

第３節 事業者間の競争促進 

利用者はより自由に携帯電話事業者間を変更できることから、事業者の競争

が促進され、更なる料金の引き下げや、料金以外にも長期利用が有利となるよ

うなサービスの充実、機種変更の際の費用の引き下げ等が行われると考えられ、

結果として、その効果は番号ポータビリティを利用する者のみでなく携帯電話

利用者全体に及ぶこととなる。また、サービスの高度化等により、技術革新が

進展し、我が国の産業の国際競争力の向上が期待できる。 

一方、競争の過熱により、値下げ原資等が失われるのではないかとの懸念も

示された。また、サービス開発や技術開発の遅れるのではないかとの指摘もあ

った。 

 

第４節 携帯電話の番号ポータビリティの経済的評価（費用便益分析） 

番号ポータビリティ導入の是非を検討するための一つの手段として、導入に

はどの程度の費用が必要となるのか、また導入によりどの程度の便益が見込ま

れるのか、費用対効果の観点から検証を行うことが考えられる。一定の仮定に

基づく試算の結果、導入による便益が導入に必要な費用を上回ることが示され、

携帯電話の番号ポータビリティの導入には一定の費用が必要となるものの、全

体としては費用を上回る便益が得られるものと考えられる。 
 

導 入 に 係 る 費 用
（ 約928億～1,411億円）

導 入 に よ る 便 益
（ 約2,733億～3,551億円※）

＜

１ 番号ポータ ビリティ の利用者が得られる効果（ 直接便益）
（ 約37億～855億円）

算出条件：（番号変更通知不要による）番号変更通知費用削減効果（利用率10%であってうち法人利用率0％～50％）

２ 番号ポータ ビリティ を利用しな い携帯電話利用者が得ら
れる効果（ 間接便益１） （ 約1,995億～2,850億円）

算出条件：機種変更費用低減、新規契約との価格差低減効果（端末変更頻度を2年/回～1.4年/回）

３ すべての携帯電話利用者が得られる効果（ 間接便益２）
（ 約2,696億円）

算出条件：競争促進による通信料金の低減効果（通信料金が10％低下、基本料金の変化は含めない）

番号ポータ ビリティ の導入による便益が導入費用を上回る。

※： 直接便益+間接便益２

 
 費用と便益の分析評価 
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第５章 携帯電話の番号ポータビリティの在り方 
 

第１節 我が国における携帯電話の番号ポータビリティ導入の必要性 

 利用者のニーズ、諸外国の導入状況、想定される効果等を踏まえると、我が

国においても利用者の利便性の向上、携帯電話事業者間の競争の促進が期待さ

れることから、携帯電話の番号ポータビリティを導入することが適当である。 

 

第２節 導入イメージ 

（基本的イメージ） 

利用者の利便性を大きく向上させ、携帯電話事業者の競争促進が期待され

るものであることから、すべての携帯電話事業者が共通に提供すべきサービ

スであると捉えることができ、すべての携帯電話事業者において同時かつ双

方向で実現されることが適当である。 

また、第２世代から第３世代携帯電話の全ての方式に導入することが適当

である。 

 

（携帯電話の番号ポータビリティの手続き） 

   利用を促進するため利用者にとって簡便なものであることが必要であり、

移転先の携帯電話事業者の提供するすべてのサービスが利用できるように

することが望ましい。 

 

（新たに参入する事業者） 

新規に市場参入する携帯電話事業者が現れた場合にも、利用者の利便を確

保するため、参入当初から番号ポータビリティの機能を具備することが適当

である。 

 

（メールアドレスのポータビリティ） 

メールアドレスのポータビリティについては、ドメイン名を引き継ぐ必要

があることから、携帯電話に限らないインターネットサービス全体の大きな

問題がある。また、アンケート調査の結果から、携帯電話の番号ポータビリ

ティとくらべて要望が少なく、転送サービスや移転先メールアドレス通知サ

ービスのような代替策の検討によりある程度代替可能と考えられる。これら

のことから、当面実施の必要がないものと考える。 

 

第３節 実現方式 

 導入コストができる限り低いもの、電気通信事業者のネットワークへの影響

が最小限となるもの等の観点から検討した結果、固定網からの接続は、固定系

事業者の発信元事業者において網機能開発が最小限に抑えられる点を重視し

「転送方式」、携帯電話網間の接続は、電気通信設備の効率的な使用が図られ、

設備の改修費用がＩＮ方式より抑えられる「リダイレクション方式」を基本と

することが考えられる。 
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○発信網は、CDEコードによる従来ルーティング
○移転元網は、移転先網へ移転先を示す情報により転送
○移転先網は、移転先を示す情報を基にモビリティ／サービス制御

③移転先を示
す情報を取得

④移転先網へ
ルーティング

⑤加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（ =固定系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑥着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

○発信網は、CDEコードによる従来ルーティング
○移転元網は、移転先網へ移転先を示す情報により転送
○移転先網は、移転先を示す情報を基にモビリティ／サービス制御

③移転先を示
す情報を取得

④移転先網へ
ルーティング

⑤加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（ =固定系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑥着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

③移転先を示
す情報を取得

④移転先網へ
ルーティング

⑤加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（ =固定系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑥着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

 
 

 
 

③移転先を示
す情報を取得

⑥加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（ =携帯系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑦着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

④リダイレクショ
ン（回線開放）

⑤移転先網へ
ルーティング

③移転先を示
す情報を取得

⑥加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（ =携帯系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑦着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

④リダイレクショ
ン（回線開放）

⑤移転先網へ
ルーティング

○発信網は、CDEコードによる従来ルーティング
○移転元網は、リダイレクション（移転先を示す情報）を指示
○発信網は、移転先網へ移転先を示す情報によりルーティング
○移転先網は、移転先を示す情報を基にモビリティ／サービス制御  

 

転送方式の概要 

リダイレクション方式の概要 
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第４節 費用負担方法 

 設備投資については、携帯電話事業者がそれぞれ自らの設備について費用の

負担を行った上で、適正な手段によりその回収が行われることが必要である。 

 これについては、携帯電話の番号ポータビリティを利用する者以外にも広く

すべての利用者の便益が確保されることから、直接便益を受ける利用者に主に

負担を求める他、間接便益の受益者である携帯電話の番号ポータビリティの利

用者以外に対しても間接的に負担を求めることは適当と考えられる。 

 費用負担（費用の回収）の方法としては、次の例が考えられる。 

・携帯電話網に係る設備投資、維持運用に係る費用は、番号ポータビリティ

利用者と携帯電話事業者が負担する。 

・番号ポータビリティを利用する際の変更手続手数料等の実費相当分の費用

は、番号ポータビリティ利用者が負担する。 

  携帯電話事業者は、利用者の利用を促進し、利用者が無理なく携帯電話の番

号ポータビリティを利用できるように配慮すべきである。 

 

第５節 利用に係る手続き 

携帯電話の番号ポータビリティの利用に係る手続きは、利用したい者にとっ

て簡便で利用しやすい手続きであることが望まれる。 

利用したい者とのトラブルやオンライン処理に係る接続の不具合等が生じ

ないよう、携帯電話事業者は互いに十分な調整を行い、利用したい者に対し十

分内容を周知し、円滑な導入が図られるよう努めることが望まれる。 

また、個人情報と携帯電話の番号がこれまで以上に密接に関連してくること

から、個人情報を適切に管理することが必要である。 

さらに、一の販売店（代理店を含む）において手続きが完了し、移転先の携

帯電話事業者のサービスが受けられるまでの時間を、できる限り短時間にする

ことが望ましいとの意見が出されているが、ワンストップでの手続きを実現す

るためには、料金滞納者に関する債務情報の取扱い等を慎重に整理する必要が

あることから、実現可能性も含めて、詳細な検討が必要である。 

 

第６節 導入スケジュール 

  導入には、詳細仕様の確定、費用の回収方法や精算方法、運用ルールの策定、

プログラムの開発、すべての電気通信事業者との相互接続確認等が必要であり、

相当の期間が必要となるものではあるが、できる限り早期の導入が望まれるこ

とから、平成１８年度のなるべく早い時期を目途に実施されることが適当であ

る。 
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第６章 実施に向けて 
（携帯電話事業者の対応） 

実現方式の詳細な仕様、費用の回収方法、接続料金の精算方法、運用ルー

ル等について速やかに検討を開始することが求められる。これらの検討にあ

たっては、利用者の利便が損なわれることのないよう、また、出来る限り早

期に携帯電話の番号ポータビリティの導入が実現されるよう配意されるこ

とが望ましい。 

一方、番号の移転に係る利用手続きについては、簡便で分かりやすいもの

であることが望まれることから、利用者の意見も取り入れつつ検討するとと

もに、導入までに苦情受付窓口の設置や苦情処理手順についても検討を行う

ことが必要である。 

検討事項のうち、接続するすべての電気通信事業者により検討する必要が

ある事項については、関係する事業者で検討する場を設けることが考えられ

る。 

また、必要な標準化については、透明性を確保するため国内標準化機関で

ある社団法人情報通信技術委員会において検討、策定を行うことが適当であ

る。 

なお、接続に必要な事業者間のインターフェースや運用ルール等について

は、新規参入を含め、関係する事業者に対しては、その利用を制限すること

なく開示されることが必要である。また、携帯電話の番号ポータビリティに

係る利用者料金について、事業者間で協議して決定することの無いよう留意

する必要がある。 

 

（その他電気通信事業者の対応） 

仕様の検討、システムの改修、導入に際しての接続試験等にあたっては、

携帯電話の番号ポータビリティが円滑かつ確実に実現されるよう、理解と協

力が求められる。 

 

 （国（総務省）の対応） 

携帯電話の番号ポータビリティが円滑かつ確実に実施されるよう、導入の

在り方、実現方式、費用負担方法、利用手続き、導入スケジュール、サービ

ス提供における留意事項について、ガイドラインを策定するほか、必要な制

度整備を行うことが求められる 

また、事業者における検討状況をフォローアップし、必要に応じ支援、指

導等を行うことが必要である。 

さらに、広く携帯電話の利用者に対し、番号ポータビリティのサービス内

容や利用上の注意事項について、導入前後において周知広報に努めることが

求められる。 

 

 



 

携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 

 

報 告 書 

平成１６年４月 

 



はじめに 

 

「携帯電話の番号ポータビリティ」とは、携帯電話の利用者が携帯電話事業者を変

更した場合において、電話番号を変更することなく変更後の携帯電話事業者のサービ

スを受けることができるようにするものである。 
 

 現在、携帯電話の利用者は、携帯電話事業者を変更する場合には電話番号の変更を

余儀なくされている。携帯電話の番号ポータビリティを実現することにより、携帯電

話の利用者は、電話番号が変わることを気にせずに携帯電話事業者を選択することが

可能となり、利用者が携帯電話端末やサービスを選択する際の自由度は大きく高まる

ことになる。 
 
 諸外国では、利用者の利便性向上と携帯電話事業者の競争促進を目的に、既に多く

の国で携帯電話の番号ポータビリティが導入されている。 
 
 我が国においては、平成 14年 1月の「情報通信時代のビジネスモデルと競争環境

の在り方に関する研究会」中間報告における提言を受け、関係者により携帯電話の番

号ポータビリティの具体的な実現方式の検討や費用試算、利用者のニーズ調査が行わ

れてきた。 
 
 本研究会は、このような状況や各方面からの利用者要望を受け、平成 15年 11月よ

り携帯電話の番号ポータビリティの在り方について、その導入の是非を含め検討を行

ってきたものであり、本報告書は、その結果を取りまとめたものである。 
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第１章 携帯電話の番号ポータビリティの概要と検討の背景 
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第１章 携帯電話の番号ポータビリティの概要と検討の背景 

 

１ 携帯電話の番号ポータビリティの概要と検討の背景 

 

「携帯電話の番号ポータビリティ」とは、携帯電話1の利用者が携帯電話事業

者を変更した場合において、電話番号を変更することなく変更後の携帯電話事業

者のサービスを受けることができるようにするものである。 

 

携帯電話の番号ポータビリティが実現されれば、携帯電話事業者を変更しても

電話番号が変更にならないため、携帯電話の利用者は、番号が変わることを気に

せずに携帯電話事業者を選択することが可能となり、携帯電話端末やサービスを

選択する際の自由度は大きく高まることから、社会的な関心・要望も高まってい

る。 

 

海外では、平成 10 年から欧州主要国や香港で開始されており、また平成 15

年 11月から米国でも開始される等導入が進んでいる。 

 

我が国においては、平成 14年 1月に取りまとめられた「情報通信新時代のビ

ジネスモデルと競争環境整備の在り方に関する研究会」中間報告の中で、「番号

ポータビリティの導入方法（費用負担の在り方等を含む。）等について、一体的

に、メーカ、通信事業者、行政当局等の間の意見交換を通じた検討の場を設ける

ことが適当」と提言されたところである。 

この提言を受け、総務省では電気通信事業者や端末機器製造事業者等の専門家

による「携帯電話のポータビリティに関する勉強会」を開催し、実現方式の検討

や設備改修費用の試算を行い、平成 15年 9月に結果を取りまとめている（参考

資料 1）。 

また、総務省では、平成 14年度及び平成 15年度の計 2回、電気通信サービス

モニター2を対象に携帯電話の番号ポータビリティに関する利用者意識調査（参

考資料 2及び 3）を実施した。 

 

他方、携帯電話事業者（（株）NTT ドコモ、KDDI（株）、ボーダフォン（株）

及び（株）ツーカーセルラー東京の 4社）も、平成 15年 7月から 8月において

携帯電話保有者を対象とした携帯電話の番号ポータビリティに対する携帯電話

                                            
1  平成 16 年 3 月現在において「080」及び「090」で始まる電話番号を利用している電話。 
2  各総合通信局（10カ所）及び沖縄総合通信事務所にて募集・選定された電気通信サービスに関心がある 20歳
以上の男女 1,000名のこと。 



4 

利用者の利用意向及び携帯電話の番号ポータビリティを代替するようなサービ

スに関する受容性等のアンケート調査（参考資料 4）を行ってきたところである。 

 

これらから、携帯電話の番号ポータビリティを導入するには、携帯電話事業者

の設備改修等に相当の費用が必要であり、利用者ニーズや導入効果を十分に検討

する必要があることから、携帯電話事業者、有識者、消費者団体等により幅広く

検討を行うため、本研究会が設置された。 

○諸外国での導入状況

欧州：ＥＵ指令に基づき、主要各国で
99年から2003年にかけて導入。

米国：2003年11月導入（99年にFCC
が導入を決定したが、事業者団
体が必要性を疑問として訴訟を
起こす事態となり、３度にわたり
導入が延期された。）。

ｱｼﾞｱ：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙが97年４月に、香港
が99年３月に導入。

○利用者の要望

携帯電話番号ポータビリティに関する
利用者意識（H14電気通信ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ）

３ 費用がかかるく
らいなら、番号が
変わってもよい

22.1%

１ 手数料等を負
担しても、同じ
番号を使いたい

28.8%

２ 費用の額にも左右さ
れるため、どちらとも
いえない

49.1%

○「情報通信新時代のビ
ジネスモデルと競争環
境整備の在り方に関す
る研究会」報告書（Ｈ１４．
１）
・「番号ポータビリティの導入方法
（費用負担の在り方等を含む。）等
について、一体的に、メーカ、通信
事業者、行政当局等の間の意見
交換を通じた検討の場を設けるこ
とが適当」と提言された。

○諸外国での導入状況

欧州：ＥＵ指令に基づき、主要各国で
99年から2003年にかけて導入。

米国：2003年11月導入（99年にFCC
が導入を決定したが、事業者団
体が必要性を疑問として訴訟を
起こす事態となり、３度にわたり
導入が延期された。）。

ｱｼﾞｱ：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙが97年４月に、香港
が99年３月に導入。

○諸外国での導入状況

欧州：ＥＵ指令に基づき、主要各国で
99年から2003年にかけて導入。

米国：2003年11月導入（99年にFCC
が導入を決定したが、事業者団
体が必要性を疑問として訴訟を
起こす事態となり、３度にわたり
導入が延期された。）。

ｱｼﾞｱ：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙが97年４月に、香港
が99年３月に導入。

○利用者の要望

携帯電話番号ポータビリティに関する
利用者意識（H14電気通信ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ）

３ 費用がかかるく
らいなら、番号が
変わってもよい

22.1%

１ 手数料等を負
担しても、同じ
番号を使いたい

28.8%

２ 費用の額にも左右さ
れるため、どちらとも
いえない

49.1%

○利用者の要望

携帯電話番号ポータビリティに関する
利用者意識（H14電気通信ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ）

３ 費用がかかるく
らいなら、番号が
変わってもよい

22.1%

１ 手数料等を負
担しても、同じ
番号を使いたい

28.8%

２ 費用の額にも左右さ
れるため、どちらとも
いえない

49.1%

○「情報通信新時代のビ
ジネスモデルと競争環
境整備の在り方に関す
る研究会」報告書（Ｈ１４．
１）
・「番号ポータビリティの導入方法
（費用負担の在り方等を含む。）等
について、一体的に、メーカ、通信
事業者、行政当局等の間の意見
交換を通じた検討の場を設けるこ
とが適当」と提言された。

 

図表 1-1：検討の背景 

 

なお、固定電話の番号ポータビリティ3は、平成 8年 12月に電気通信審議会（現

在の情報通信審議会）において取りまとめられた「接続の基本的ルールの在り方

について」の答申を受けて、総務省において実現方式の研究会4や費用負担に関

する研究会5により検討された後、平成 13年 3月に NTT地域会社から地域系事

業者への片方向による事業者変更のみ番号ポータビリティが実現されている。 

また、PHS については、番号ポータビリティに対するニーズが顕在化してい

ないことから今回の検討の対象には含めないこととした。 

 

 

２ 携帯電話市場の現況 

 

(1) 携帯電話の契約数 

携帯電話の契約数は、平成 16年 2月末現在で 80,541,500契約（対前年度比

7.7％増）となっている。平成 8年度から平成 12年度にかけては、年間約 1,000

万契約のペースで増加していたものの、平成 14年度は約 654万契約の増加で

                                            
3  一般加入電話・ISDNの電話番号を対象とした「一般番号ポータビリティ」及び着信課金サービス用番号（0120
または 0800で始まる番号）を対象とした「着信課金番号ポータビリティ」をいう。 

4 「番号ポータビリティの実現方式に関する研究会」（平成 9年 8月～平成 10年 5月） 
5 「番号ポータビリティの費用負担に関する研究会」（平成 10年 9月～平成 11年 3月） 
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あり、平成 13年度以降やや鈍化している。（図表 1-2） 
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図表 1-2：携帯電話の契約数と純増数 

 

また、平成 16年 2月現在の携帯電話の契約数を事業者別にみると、NTTド

コモグループが 56.5％を占め、次いで auが 20.5％、ボーダフォンが 18.5％、

ツーカーグループが 4.5％となっている。（図表 1-3） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16年2月末

14年度末

13年度末

12年度末

11年度末

NTTDoCoMo ａｕ ﾂｰｶｰｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ

（資料：社団法人電気通信事業者協会）  

図表 1-3：携帯電話事業者別契約数の推移 
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 (2) 携帯電話料金の水準 

携帯電話料金の水準は、800MHzデジタル方式の携帯電話サービスが開始さ

れた平成 5年 3月の料金と比較すると、平成 15年 4月現在、基本料金は最大

75％、加入電話発の通話料は、最大 73％と大幅に低下しており、携帯電話事

業者間の競争による一定の効果が出ているものと考えられる。（図表 1-4） 
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図表 1-4：携帯電話料金の低下 

 

(3) 携帯電話端末の買替頻度 

携帯電話の利用者が携帯電話事業者を変更する理由は、契約している携帯電

話事業者より他社の利用料金が安いことや、携帯電話端末の機能やデザインが

魅力的だから等様々な理由がある6。 

また携帯電話の利用者の多くは、特に最近 1 年間は、1.4～2 年程度に 1 回

の頻度で買い替えを行っていることが分かる。（図表 1-5） 
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図表 1-5：携帯電話端末の買替頻度 

                                            
6 携帯電話事業者が実施した受容性把握調査より 
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第２章 利用者のニーズ 
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第２章 利用者のニーズ 

 

 本章では、平成 14年度及び平成 15年度に総務省が電気通信サービスモニターを対

象に実施したアンケート（参考資料２、３。以下「平成 14 年度総務省調査」、「平成

15 年度総務省調査」という。）及び平成 15 年夏に携帯電話事業者が携帯電話保有者

を対象に実施したアンケート（参考資料４。「携帯事業者調査」という。）に基づき、

携帯電話の番号ポータビリティに対する利用者のニーズを分析した。 

 

 

第１節 携帯電話の番号ポータビリティの需要 
 
Ｑ1：携帯電話の番号ポータビリティを利用したいか 

 

携帯事業者調査において、携帯電話の番号ポータビリティのサービスが提供

されている場合に携帯電話事業者の変更を検討するかとの質問（問 18）6に対

して、「『同じ番号』が継続されるなら、携帯電話事業者の変更を考える」が

14.6％、同じく「変更を考えるかもしれない」が 22.4％であった。 

すなわち、携帯電話の番号ポータビリティを利用したい者が約 37％である

と考えられる。 

また、「どちらともいえない」と回答している者が 19.8％あり、携帯電話の

番号ポータビリティのサービス内容等によっては「変更を考える」と回答を変

える可能性があることから、条件によっては最大約 57％まで利用意向がある

と考えることもできる。 

 

Ｑ２：有料でも利用したいか 

 

平成 15年度総務省調査において、「利用している携帯電話事業者を変更する

場合でも、手数料等の費用を負担すれば、引き続き前と同じ番号を使うことが

可能であれば、あなたはどうすると思いますか」との質問（問 25）に対して、

「手数料を負担しても、同じ番号を使いたい」が 31.9％であった。 

このことから、有料であっても携帯電話の番号ポータビリティを利用したい

と考えている携帯電話利用者は、約 32％であると考えることができる。 

また、「費用に左右されるため、どちらともいえない」と回答する者の 43.1％

は、手数料等が携帯電話の利用者にとって負担とならない程度の費用である場

                                            
6 総務省または携帯電話事業者のアンケートの設問の番号。以下同じ。 



10 

合には、これらの者が利用したいと意向を変更する可能性があることから、手

数料等の額によっては最大約 75％まで有料であっても利用意向があると考え

ることもできる。 

 

他方、携帯事業者調査においても上記 Q1の携帯電話事業者の変更を考える

等、利用意向がある者及び回答を保留した者に「『手数料等の費用負担』で『番

号ポータビリティサービス』が利用できるとすれば、あなたは利用してみたい

と思いますか」と質問（問 19）したところ、「手数料等を負担してでも、是非

利用したい」が 3.6％、「手数料等を負担してでも、なるべく利用したい」が

6.1％であり、すなわち、有料であっても約 10％の携帯電話の番号ポータビリ

ティに対する利用意向があると考えられる。 

また、平成 15 年度総務省調査と同様に「手数料金額に左右されるため、ど

ちらともいえない」の 19.1％との回答は、条件により利用したい者となる可能

性があり、最大約 30％の利用意向があると考えられる。 

 

これらのことから、総務省調査と携帯電話事業者調査で結果に相違があるものの、

携帯電話利用者の 30％前後（約 2,400 万加入に相当）の利用意向があると言える

のではないかと考えられる。 

手数料を負担しても、
同じ番号を使いたい

31.9%

手数料を負担しても、
同じ番号を使いたい

31.9%
費用に左右されるため、
どちらともいえない

43.1%

費用に左右されるため、
どちらともいえない

43.1%

費用がかかるなら、
変わってもよい

25.1%

費用がかかるなら、
変わってもよい

25.1%

（平成15年度総務省調査）

Ｑ２：有料でも利用したいか。

（携帯事業者調査）

会社変更は考えない

20.8%
会社変更は考えない

20.8%
会社変更を考える

14.6%
会社変更を考える

14.6%

会社変更は考
えないと思う

22.4%

会社変更は考
えないと思う

22.4%
どちらともいえない

19.8%
どちらともいえない

19.8%

変更を考える
かもしれない

22.4%

変更を考える
かもしれない

22.4%

是非利用したい

3.6%
是非利用したい

3.6% なるべく利用したい

6.1%
なるべく利用したい

6.1%

全く利用を考えない

9.7%
全く利用を考えない

9.7%

どちらともいえない

19.1%
どちらともいえない

19.1%

あまり利用したくない

18.4%
あまり利用したくない

18.4%

利用意向者・保留者

Ｑ１：携帯電話の番号ポータビリティを利用したいか。

Ｑ２：有料でも利用
したいか。

携帯電話の番号ポータビリティに対する
ニーズは、存在する。
（Q１：条件によっては37～57%）
しかしながら、有料となる場合には、そ
の利用意向は低下し、また金額に大きく
依存する。
（Q２：10～30%（携帯事業者調査）、Q３：32～
75%（平成15年度総務省調査））

調査の結果に相違があるものの、携帯電話
利用者の30%前後の利用ニーズがあるもの
と考えられる。

 
図表 2-1：携帯電話の番号ポータビリティの需要（その 1） 
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 第２節 電話番号変更による支障 
 

Ｑ１：電話番号が変更になって支障はあったか 

 

平成 14 年度総務省調査において、契約している携帯電話事業者を変更した

ことがあると回答した者（問 11）に対して、「電話番号が変更になったことに

対してどう思いますか」と質問（問 12）したところ、46.9％の者が「番号が

変更になるのは困るが、変更するメリットが大きかった」、39.6％の者が「多

少不便ではあるが、大きな問題とは思わなかった」としている。これら 86.5％

の者は、変更のメリットが大きい或いは大きな問題とは思わなかったというこ

とではあるが、電話番号が変更になることにより何らかの不便を感じている。 

また、携帯事業者調査においても同様に携帯電話事業者を変更した経験があ

る者（問 7）に「電話番号が変わったことでなにか支障を感じましたか」と質

問（問 9）したところ、「大変支障を感じた」が 8.2％であった。また「支障を

感じたが、変更することのメリットのほうが大きかった」が 11.1％、「多少支

障を感じたが、大きな問題とは思わなかった」が 30.9％であり、42％も何ら

かの支障を感じている。 

 

Ｑ２：携帯電話事業者を変更しない理由は何か 

 

他方、平成 14 年度総務省調査において、今までに契約している携帯電話事

業者を変更した経験がなく（問 11）、かつ変更したいと思ったが実際に変更し

なかった者（問 14）を対象に「契約している携帯電話事業者を変更しなかっ

た理由は何ですか」と質問（問 15）したところ、「電話番号が変わるから」と

いう理由を挙げた者が 63.5％と最も多かった。 

また、携帯事業者調査において、今後携帯電話事業者を変えようと考えてい

ない者（問 11）を対象とする「携帯電話事業者を変更したいと思われないの

はなぜですか」との質問（問 15）に対しては、38.6％の者が「携帯電話事業

者を変えると、電話番号が変わるのが嫌だから」と回答している。 

 

Ｑ３：電話番号の継続利用に対する意向は 

 

携帯事業者調査において、今後携帯電話事業者を変更したいと考える者（問

11）に対して「変更後も『同じ電話番号』を使い続けたいと思いますか」と質

問（問 13）したところ、52.0％の者が「『同じ番号』のまま、是非使い続けた

い」、27.9％の者が「『同じ電話番号』のまま、なるべく使い続けたい」と回答
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している。 

 

これらのことから、携帯電話事業者を変更したことがある者では、携帯電話の電

話番号を変更したことにより何らかの支障があったと感じている者が多く、携帯電

話事業者を変更したことがない利用者では、電話番号が変更になることが嫌だから

携帯電話事業者を変更しない者が多いことから、電話番号が変わることが、携帯電

話事業者を変える際の障害の一つとなっていると言える。 

 

また、携帯電話の番号ポータビリティに対する潜在的な利用者ニーズについて異

なる観点から分析することもできる。 

まず、携帯事業者調査において、今後携帯電話事業者を「是非変更したい」の

2.3%、「どちらかといえば変更希望」の 9.7%と「どちらともいえない」の 17.8%

の者（問 11）のうち、同じ電話番号を「是非使い続けたい」の 52.0%と「なるべ

く使い続けたい」の 27.9%の者（問 13）を顕在化した需要（全体の 23.8%）と捉

えられる。 

次に今後携帯電話事業者を「変更しなくてもよい」の 32.4%と「全く変更したく

ない」の 37.9%の者（問 11）のうち、変更しない理由に「電話番号が変更になる

のが嫌」とする 38.6%の者（問 15）を潜在化した需要（全体の 27.1%）と見られ

る。 

したがって、携帯事業者調査では全体の約 51%の者が携帯電話の番号ポータビリ

ティを利用したい者であると考えることができる。 
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図表 2-2：携帯電話の番号ポータビリティの需要（その 2） 
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同様に平成 14年度総務省調査における「携帯電話事業者を変更したことがある」

22.5%（問 11）のうち、変更したとき「多少不便ではあるが、大きな問題とは思わ

なかった」の 39.6%と「電話番号が変更になるのは困るが、変更するメリットの方

が大きかった」の 46.9%の者（問 12）を顕在化した需要（全体の 19.5%）と捉え

られる。 

次に「携帯電話事業者を変更したことがない」77.5%（問 11）のうち、変更した

ことがない理由に「電話番号が変わるから」とした 26.4％の者を潜在化した需要（全

体の 20.5%）と見られる。 

したがって、平成 14年度総務省調査では全体の約 40%の者が携帯電話の番号ポ

ータビリティを利用したい者であると考えることができる。 
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39.6％
特に何も
思 わ な
かった

11.1％

携帯電話事業者を変更し
たことがあるか

変更したとき何を感じた
か

変更したことがない理
由は何か

その他

22.0％

その他

2.4％

（平成14年度総務省調査）

顕在化した需要層

潜在化した需要層

＋

＝

４０％

１９.５％

２０.５％

 
図表 2-3：携帯電話の番号ポータビリティの需要（その 3） 

 

これらから、潜在的には、携帯電話利用者の 40～50％程度の利用ニーズがある

とみることもできる。 
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 第３節 携帯電話の番号ポータビリティに係る手数料 
 

Ｑ１：有料の場合の支払い方法は 

 

有料でも携帯電話の番号ポータビリティを利用したいと回答した者に対し

て、費用を負担する場合の支払方法について質問したところ、平成 15 年度総

務省調査（問 17）では、「契約変更時に一時金で支払う」が 91.4％であり、ま

た、携帯事業者調査（問 20）においては、「契約変更時に一時金で支払う」が

78.6％であった。 

 

Ｑ２：どの程度の料金なら利用したいか 

 

一時金で支払う場合の許容負担金額についての質問に対しては、平成 15 年

度総務省調査（問 26）では、1,000円～2,000円未満が 40.1％で最も多く、次

いで 1,000 円未満の 22.7％、2,000 円～3,000 円未満が 16.8％であり、また、

3,000円～5,000円未満も 12.5％であった。 

携帯事業者調査（問 21）においては、1,000円～2,000円未満が 42.5％と最

も多く、次いで 1,000 円未満でないと利用したくないが 28.5％、2,000 円～

3,000円未満が 17.8％の結果であった。 

 

これらのことから、携帯電話の番号ポータビリティを利用したい者の多くは、有

料の場合は、一時金で支払うことを望んでおり、また概ね 1,000円から 2,000円程

度を希望する利用者が多いと言えるのではないかと考えられる。 

 

 

 第４節 移転先番号案内サービス 
 

Ｑ：移転先番号案内サービスを利用したいか 

 

携帯事業者調査において、「それまで利用していた番号にかかってきた相手

に、『3 ヶ月間新しい電話番号を音声で通知してくれるサービス』があれば、

利用したいか」との質問（問 23）に対し、「是非利用したい」が 27.8％、「な

るべく利用したい」が 18.8％と回答している。 

同じ電話番号を使い続けたいと考える者、電話番号が変わるから携帯電話事

業者を変更したくないと考える者の多くは、「変更した新しい電話番号の通知

が手間だから」を理由としてあげており（問 14、16）、新しい電話番号の通知

の手間を解消する移転先番号案内サービスは、利用者の一定のニーズを満たす
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ものと考えられる。 

しかしながら、平成 15年度総務省調査において、「案内を入れることが可能

であれば、どうするか」の質問（問 32）に対して、51.1％の者が「案内サー

ビスがあるのなら、変更してもよい」と回答している一方で、35.1％の者が「案

内サービスのみでは不便なため、変更したくない」と回答している。 

 

これらのことから、移転先番号案内サービスが実施されたとしても、利用者の要

望を完全に満足するものではないと考えられる。 

 

  
第５節 メールアドレス 

 
Ｑ：メールアドレスの変更時に支障を感じたか 

 

携帯事業者調査において、「E メールアドレスが変更になって支障を感じた

か」と質問（問 29）したところ、「大変支障を感じた」が 2.9％、「支障を感じ

たが、変更することのメリットの方が大きかった」が 12.4％という回答であっ

た。 

また、平成 15年度総務省調査では、「手数料等を負担すれば、前と同じ携帯

メールアドレスを使うことが可能であれば、どうすると思うか」との質問（問

29）に対して、「手数料を負担しても、同じアドレスを使いたい」と回答した

者が 26.0％、「費用に左右されるため、どちらともいえない」とした者が 47.2％

であった。 

さらに、平成 15年度総務省調査において、「元の携帯メールアドレスへのメ

ールが新しい携帯メールアドレスに転送することが可能であれば、どうする

か」との質問（問 34）に対して、55.6％の者が「転送サービスがあるなら、

変更してもよい」と回答しており、転送サービスがあるならば、メールアドレ

スを変更してもよいと考えている。 

 

これらのことから、メールアドレスが変更になった時支障を感じたという利用者

は、電話番号が変更になったときに支障を感じたという利用者ほど多くはないと考

えられる。 

また、同じメールアドレスを使い続けたいと要望する利用者は、電話番号の場合

ほど多くはなく、転送サービス等の代替措置が実施されれば良いと考える者が多い。 
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 第６節 その他 
 
  Ｑ１：費用負担はどのように考えるか。 

 

平成 15 年度総務省調査（問 28）において、「実現のためにシステム開発等

の費用が必要となるが、その費用は誰が負担すべきか」との質問に対して、

65.1％が「携帯電話事業者が負担すべき」と回答している。 

 

 

  Ｑ２：携帯電話の番号ポータビリティは基本的に具備すべき機能か。 

 

平成 15 年度総務省調査（問 27）において、「従来の番号をそのまま使える

機能は、携帯電話サービスが基本的に具備すべき機能だと考えるか」との質問

に対して、86.0％が「はい」と回答している。 

 

これらのことから、携帯電話の利用者の多くは、携帯電話事業者が費用を負担す

べきと考え、また携帯電話の番号ポータビリティの機能はすべての携帯電話事業者

が基本的に具備すべき機能の一つであると考えている。 
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第３章 諸外国における番号ポータビリティの導入状況 

  
第１節 諸外国における導入状況 

 
諸外国においても、携帯電話の番号ポータビリティの導入が進展しているところ

である。主な地域・国における状況は以下のとおりである。 

 
 
１ 欧州地域（ＥＵ） 

欧州連合（EU）では、2002年 4月に施行された「電子通信網及びサービスに

関するユニバーサルサービスと利用者の権利に関する指令」（2002/22/EC）にお

いて、利用者の選択、効果的な競争の観点から、加盟国における移動体番号ポー

タビリティの導入を義務付けている。2003年7月24日が期限とされており、2004

年 2月現在、EU加盟国 15カ国中 13カ国で導入済みである。 

 

1999年 英国、オランダ 

2000年 スイス、スペイン 

2001年 デンマーク、スウェーデン、ノルウェー 

2002年 ポルトガル、イタリア、ベルギー、ドイツ 

2003年 フランス、アイルランド、フィンランド、ルクセンブルグ 

2004年 ギリシャ（3月予定）、オーストリア（5月予定） 

図表 3-1：EUにおける導入状況7 

 

EU 各国における携帯電話の番号ポータビリティの導入時からの累計利用率は、

デンマークで 11%（導入後 3年）、英国（導入後 5年）、オランダ（導入後 5年）、

スウェーデン（導入後 3年）で各 5%であり、EU平均では 2%程度となっている。 

 

(1) 英国 

1999年 1月より、競争の促進及び利用者利便の向上のため、携帯電話の番号

ポータビリティが実施されている。2002 年の英国電気通信庁（OFTEL；現

OFCOM8）の調査によると、事業者を変更した者のうち 18％が番号ポータビリ

ティを利用しており、1999年の開始時から 2002年までの累計では加入者の 5％

（約 251万人）が利用している。 

                                            
7 出典：欧州委員会「電子通信規制・市場状況報告書」2003年 11月 
8 OFFICE OF COMMUNICATONS (http://www.ofcom.org.uk/) 
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番号の移転手続きには、移転元及び移転先の事業者への申請が必要である。

手続きにかかる期間は、導入当初は 25日とされていたがその後 7日以内に短縮

された。また利用者の負担する費用は、移転先事業者により異なるが、移転時

の一時金で 25～30ポンド（約 5,400円）となっている（導入後 1年間のデータ。

その後 OFTELの要請により引き下げられている模様）。 

 

(2) ドイツ 

2002 年 11 月より、競争の促進及び利用者の利便性向上のため、携帯電話の

番号ポータビリティが実施されており、利用率は、2002 年の導入時から 2004

年 2 月までの累計で加入者の 0.47％（約 27 万人）となっている。電気通信郵

便規制庁（RegTP）は利用率が高くない原因として、番号ポータビリティがあ

まり広く認知されていないことを指摘している。 

番号の移転手続きには、移転元及び移転先の事業者への申請が必要であり、

手続きにかかる期間は 4～6日である。また利用者の負担する費用は、移転先事

業者により異なるが、移転時の一時金で 22.5～24.95ユーロ（約 3,000～3,400

円）となっている。 

 

(3) フランス 

2003年 7月より、主に競争の促進のため、携帯電話の番号ポータビリティが

実施されており、利用率は、2003 年 12 月現在、0.1％（約 4.5 万人）である。

電気通信規制機関（ART）では、将来的には、他の欧州諸国と同様に 1～3％の

利用率となることが見込まれるが、利用率が高くない原因として、周知不足や

電話帳に携帯電話番号が記載されていないこと等を挙げている。 

番号の移転手続きには、移転元及び移転先の事業者への申請が必要であり、

手続きにかかる時間は、目標は最大 30日であるが実際には 2～3ヵ月かかって

いる。また利用者の負担する費用は、移転時の一時金で 15ユーロ（約 2,100円）

となっている。なお、移転先事業者から移転元事業者へ支払う利用者あたりの

料金は 15.2ユーロとされている。 

 

 

２ 米国 

2003年 11月より、競争の促進、利用者利便の向上、番号空間の有効活用のた

め、固定電話・携帯電話間の番号ポータビリティが実施されている9。 

1996年 6月の「番号ポータビリティに関する第 1次報告と命令」において、

初めて番号ポータビリティの実施が義務付けられ、携帯電話の番号ポータビリテ

                                            
9  米国では、固定電話と携帯電話の番号体系が同一となっている。 
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ィの導入期限は 1999 年 6 月 30 日とされていた。しかしその後、固定電話及び

携帯電話の各事業者から強い抵抗があり、3 度にわたり規制の発効が延期され、

実際には 2003年 11月 24日10からの実施となった。 

番号の移転手続きは、移転先事業者への申請のみであり、Web 上での申請も

可能である。手続きにかかる時間は、携帯電話間の場合は 2時間半以内、固定電

話からの場合は数日以内が目標とされているが、実際にはこれよりも時間がかか

っている。 

また料金については、番号ポータビリティの直接の利用者のみに負担を求めず、

事業者により異なるが、基本料金に上乗せする形で全携帯電話利用者に最大月額

1.75ドル（約 190円）を課金している。 

  

 

３ アジア・オセアニア地域 

アジア・オセアニア地域では、1997 年にシンガポールで世界にさきがけて携

帯電話の番号ポータビリティが導入されており、1999年 3月には香港、2001年

9 月にはオーストラリア、2003 年 1 月には韓国においても、携帯電話の番号ポ

ータビリティが導入されている。 

 

(1) 香港 

1999年 3月より、携帯電話の番号ポータビリティが実施されており、利用率

は、2004 年 1 月までの 1 年間で 25.8%（約 173 万人）、1999 年の導入時から

の累積では 86.3％（約 578万人）となっている。 

番号の移転手続きは、移転先事業者への申請のみであり、手続きにかかる時

間は、1～2日である。また、利用者の負担する費用は、以前は無料であったが、

現在は 40香港ドル（約 540円）となっている。 

 

(2) オーストラリア 

2001年 9月より、競争の促進のため、携帯電話の番号ポータビリティが実施

されており、利用率は、2002年 7月から 2003年 6月までの 1年間で 5.1%（約

65.4万人）、導入時からの累積では 8.6%（約 108万人）である。 

番号の移転手続きは、移転先事業者への申請のみであり、Webや電話でも可

能である。手続きにかかる時間は数時間となっている。また利用者の負担する

費用は、移転先事業者により異なるが、移転時の一時金で最大 8 オーストラリ

アドル（約 640円）となっている。 

                                            
10  2003年 11月 24日に、全米主要都市（Metropolitan Statistical Areas:MSAs）100地域で導入。その他の地
域は、2004年 5月 24日に導入予定。 
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(3) 韓国 

2004年 1月より、競争の促進のため、携帯電話の番号ポータビリティが実施

されており（導入時期は事業者により異なる11）、利用率は、2004年 2月現在、

0.91%（約 30万人）である。 

番号の移転手続きは、移転先事業者への申請のみであり、手続きにかかる時

間は 30分から 1時間程度である。また利用者の負担する費用は、移転時の一時

金で 1,100ウォン（約 100円）となっている。 

 
 導入時期 利用率

12
 手続き場所 手続き期間 利用者負担 

英国 1999.1 5%(約 251万人) 移転元及び移転先 15～25 日⇒平均 2 日間

＋1週間（大量移転以外）

最大 30 ﾎﾟﾝﾄﾞ（約 5,400円）

ｵﾗﾝﾀﾞ 1999.1 5%(約 60万人) 移転元及び移転先

（販売店は不可） 

3営業日 9.08 ﾕｰﾛ（約 1,300円） 

ｽｲｽ 2000.3 － 移転先のみ － 無料 

ｽﾍﾟｲﾝ 2000.12 1.6%(約 53万人) － 5日 無料 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ 2001.7 11%(約 33万人) 移転先のみ 約 30日 無料 

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 2001.9 5%(約 40万人) 移転先のみ 5営業日 無料 

ﾉﾙｳｪｰ 2001.11 14.8%(約 59 万

人) 

移転先のみ 6.5日 85 ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾅ（約 1,300円）

ｲﾀﾘｱ 2002.5 1.6%(約 87万人) － 30日（目標 5～10日） 無料 

ﾍﾞﾙｷﾞｰ 2002.10 2.2%(約 17万人) 移転先のみ 2日（複雑な移転以外） 最大 15 ﾕｰﾛ（約 2,100円） 

ﾄﾞｲﾂ 2002.11 0.47%(約 27 万

人) 

移転元及び移転先 平均 4日＋2日 22.5～24.95 ﾕｰﾛ(約 3,100～

3,500円) 

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 2002.11 2.2％ (約 6.6 万

人) 

移転先のみ 2～数時間 無料 

ﾌﾗﾝｽ 2003.6 0.1％ (約 4.5 万

人) 

移転元及び移転先 30日 15 ﾕｰﾛ（約 2,100円） 

EU平均 2002.4(E

U指令) 

2%(約 600万人) － 9日 14 ﾕｰﾛ（約 1,960円） 

米国 2003.11 － 移転先のみ 2時間半以内（推奨） 最大 1.75 ﾄﾞﾙ（約 190円）／

月 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1997.4 － － － 有料⇒無料（2003年 8月より）

香港 1999.3 86.3%(約 578 万

人) 

移転先のみ 1～2日 無料⇒40香港ﾄﾞﾙ（約 540円）

(2002.3より) 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 2001.9 8.6%(約 108 万

人) 

移転先のみ 数時間 １事業者のみ有料（8豪ﾄﾞﾙ（約

640円）） 

韓国 2004.1 0.9%(約 30万人) 移転先のみ 30分～1時間 1,100 ｳｫﾝ（約 100円） 

 

図表 3-2：諸外国の導入状況 

 
 
 
 
                                            
11 2004年 1月から SKテレコム（最大手の携帯電話事業者）から他社への移転が開始され、その後同年 7月から

KTFから他社、2005年 1月から LGテレコムから他社への移転が開始される予定。 
12  導入時からの累積の利用率 
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第 2節 諸外国における導入の効果と影響 
 

１ 価格水準の変動 

 

携帯電話の番号ポータビリティの導入による価格水準の変動は、料金プランの

見直しのみならず、端末価格の引き下げ、長期利用契約における割引率の増加、

定額で利用可能な通話時間の増加、法人利用等における割引率の増加等、様々な

形で現れると考えられる。 

これらの要素をすべて加味した価格水準の比較は現実には困難であるが、これ

らの要素を可能な範囲で考慮に入れた価格指標で見る限りでは、携帯電話の通信

料金が一定程度低下した国が存在する。通信料金の低下は、必ずしも携帯電話の

番号ポータビリティのみが原因で生じるとは限らないものの、携帯電話の番号ポ

ータビリティの導入に前後して通信料金が低下していることが確認できる。 

 

(1) ＥＵ 

ＥＵでは、加盟国における携帯電話の番号ポータビリティの導入に関して、

「いくつかの加盟国では特に成功を収めており、競争がいっそう激しくなった

ことにより、料金が値下がりした」と評価している。 

 

『参考』欧州委員会「欧州における電気通信の規制と市場 2003（EU電気通信規制パッケージ
の施行状況に関する第 9次レポート）」（2003年 11月 21日） 

３.９ 電話番号 
固定電話市場及び携帯電話市場における競争の増大に及ぼされるナンバーポータビリテ

ィの影響 
 携帯電話のナンバーポータビリティは、新しい規制枠組みが 2003 年 7 月 25 日に発効
するに伴ってようやく義務となった。しかし、ほとんどの加盟国は、携帯電話市場で競争

を促進するためにこれに先立ち既にナンバーポータビリティを導入している。これは、い

くつかの加盟国では特に成功を収めている。デンマークでは 11%、オランダ、スウェー
デン、英国では 5%もの携帯電話番号が引き継がれている。絶対数では、ヨーロッパでは
ほぼ 600万件の電話番号が引き継がれており、それはすべての携帯電話の約 2%に相当す
る。オーストリアはナンバーポータビリティが利用できない唯一の国である。二次的な法

律が最近採択されたが、携帯電話番号はおそらく 2004年のある時期までは引き継ぐこと
はできないであろう。 
携帯電話のナンバーポータビリティは、参加者数が限られている市場における競争を促

進する重要なツールである。現在までに、番号を変更しなければならないことが、事業者

を変更しようとする消費者にとって最大の妨げであった。この制約が取り除かれた結果、

競争がいっそう激しくなったことにより、加盟国では料金が次第に値下がりしていったの

である。 

 

 

(2) 英国 

英国では、1999 年 1 月から携帯電話の番号ポータビリティが導入されたが、
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導入前後の携帯電話の通信料金指数の変化（図表 3-3）を見ると、導入後約半年

の時点で、月払い契約の携帯電話では 3％強、プリペイドサービスを含む携帯

電話全体では 5％弱の価格低下が見られる。 

 

MNP導入(99年）

5％弱の低下MNP導入(99年1月）
 

資料）A price index for mobile telephony,NERA,Septmber1999 

http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/1999/consumer/mobil999.pdf 

 
 図表 3-3：英国における料金変動 

 

(3) 香港 

香港では、後発事業者が市場シェア獲得のため、マーケティングにおいて番

号ポータビリティを積極的に活用し、端末補助金の支給や料金競争を展開した

結果、番号ポータビリティが導入される数ヵ月前、導入された時期、導入され

た数ヵ月後の３つの時期に、それぞれ料金の引き下げが認められる（図表 3-4）。 

 

MNP導入(99年）

MNP導入(99年1月）

MNP導入
（03/99）

MNP導入
前の価格
改定

再価格改
定

(出所）Price Competition with Reduced Consumer Switching Costs: The Case of 
“Wireless Number Portability” in the Cellular Phone Industry 

Mengze Shi ∗ Jeongwen Chiang ** Byong-Duk Rhee *** First draft: May 2001 Revised: 
September 2002 ∗ Assistant Professor of Marketing, Rotman School of Management  
Univ. of Tront gsbwww.uchicago.edu/kilts/research/ 
workshop/WorkshopPapers/mshi.pdf (注）原典の誤植があり修正した
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図表 3-4：香港における料金変動 
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(4) オーストラリア 

オーストラリアでは、香港に比べると価格競争は少なかったとの見方が一般

的であるが、それでも、携帯電話の番号ポータビリティの導入前後において、

通信料金（事業者の 1分あたりの音声収入）が年平均で 10.4％低下しており、

携帯電話の価格水準が低下していると認められる（図表 3-5）。 

出所）Mobile Service Review 2003, ACCC

-14.1% -6.6% 年平均 -10.4%（00-02）

MNP導入

（01年9月）

Trend in ARPU components
FY2000 FY2001 FY2002

Data($) 0.67 2.3 4.2
Voice($) 66.79 58.31 51.7
Overall ARPU 67.47 60.62 55.9
Change in ARPU(%) -10.2 -7.8
Mins per sub/mth 94 96 98*
Voice rev/min($) 0.71 0.61 0.57
Source:Macquarte(2003)
The figures quoted are based on $/month
*expected

 

図表 3-5：オーストラリアにおける料金変動 

 

(5) デンマーク 

デンマークでは、携帯電話を 450 分間利用する場合の最安料金による価格指

数（図表 3-6）において、2001年 7月の番号ポータビリティ導入の直前に価格

低下が認められた。 

出所）Annual Report 2002 annex

http://www.itst.dk/static/publikationer-uk/annual_report_02_annexes.pdf

MNP導入（2001年7月）

 

図表 3-6：デンマークにおける料金の変動 
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２ 利用率の変動要因 

 

英国では、1999 年 1 月の導入時では携帯電話の番号の移転手続きに時間がか

かっていたが、2001年 10月にシステムの改善が図られ、所要時間が 25日から

7日に短縮された結果、利用者数が 25％増加している13。 

携帯電話の番号の移転手続きにかかる所要時間14と利用率15の関係についてみ

ると、手続きにかかる所要時間が短い国では、利用率が高くなる傾向が見られる。 

諸外国の事例においては、番号の移転手続きにかかる所要時間が短い場合に利

用率が高くなる傾向が見られることから、我が国において導入する場合には、利

用を促進するよう、手続きにかかる所要時間を考慮する必要があると考えられる。 

 

また、英国における調査では、事業者を変更する際に番号を移転しなかった理

由として、移転先事業者から移転が可能である旨の説明がなかった、元の番号を

継続して利用できることを知らなかった等が挙げられているほか、フランス、ド

イツにおいても、利用率があまり高くない原因の一つとして、番号ポータビリテ

ィが利用可能であることの周知が十分でないとの指摘がある。利用率を高めるた

めには、番号ポータビリティについての周知広報も重要と考えられる。 

 

                                            
13 英国では、携帯電話の番号ポータビリティの導入から 1年間は手数料が 25～30ポンドであり、これが携帯電
話の番号ポータビリティの利用率を高めることを妨げているとして、英国電気通信庁（OFTEL；現 OFCOM）
が携帯電話事業者に対して、手数料を 5ポンド以下にするよう求め、その後利用率が改善されたとの報告もあ
る。 

14 利用者が番号の移転手続きを開始してから、移転先事業者でサービスが利用できるようになるまでの時間 
15 携帯電話契約数に対する番号ポータビリティの利用者数の比率、年換算。 
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第４章 携帯電話の番号ポータビリティの導入による効果と影響
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第４章 携帯電話の番号ポータビリティの導入による効果と影響 

 

本章では、携帯電話の番号ポータビリティを導入した場合に、利用者が享受する利

益や影響を具体的に示すとともに、導入により得られる便益について、日本の携帯電

話市場の状況に基づく仮定を置いて、経済的効果について試算を行った。 

 

 

第１節 携帯電話の番号ポータビリティの利用者への効果と影響 
 

携帯電話の番号ポータビリティの利用者の利便としては、これまで使っている

電話番号を変更することなく、より自由に携帯電話事業者を変更できるようにな

るほか、従来、番号が変わることにより生じていた手間や費用が不要となり、通

話の機会を失わずに済むこと等が挙げられる。 

携帯電話利用者が事業者を変更する主たる要因は、他事業者のより安い通話料

や、魅力的なサービスの利用を望むためと考えられるが、番号ポータビリティの

導入によって、利用者は番号を変えずに事業者を変更できるようになることから、

より容易に、他の事業者の安価な通話料金や魅力的なサービスを享受できるよう

になる。 

従来、番号が変わることにより発生していた、知人や仕事相手への新番号の通

知や携帯電話番号が印刷されている名刺の刷り直し等の手間や費用が不要とな

り、法人の場合は、封筒等の事務用品や宣伝物等の変更にかかる負担が不要とな

る等、番号ポータビリティの利用により負担が軽減される。特に中小企業、個人

事業主、仕事上絶えず移動する必要がある者等、携帯電話への依存度の高い者に

とっては大幅な負担の軽減となるものと考えられる。 

また、番号ポータビリティの利用により、電話番号が変わらないため通知漏れ

等がなくなり、利用者あての通知（用件）を取り逃がすこともなくなる。個人に

とっては友人からの通話が受けられなくなる、企業にとっては顧客からの連絡が

つかずビジネスの機会を失う等の損失が回避できるものと考えられる。 

このように、携帯電話事業者を変更しても携帯電話の番号を引き続き利用でき

ることにより、番号ポータビリティの利用者の利便性向上が期待できる。 

しかしながら一方で、長期割引契約をしている利用者については、途中で解約

することとなり、違約金を支払わなければならなくなる場合等がより多く起こり

うるものと考えられる。 
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第２節 利用者以外への効果と影響 
 

電話をかける側の者にとっても、通話したい相手の番号が変わらないことによ

る便益があると考えられる。 

通話相手の電話番号が変更された場合、アドレス帳等の電話番号の書き換えが

必要となるが、電話番号が変わらないことにより、アドレス帳、固定電話・携帯

電話端末やパソコン内に記憶されている電話番号帳の書き換えの手間が不要と

なる。特に、法人では顧客情報管理の事務手続きや経費の軽減が期待できる。 

また、発信者が、通話したい相手方の電話番号が変更されたことを知らなかっ

た場合、相手方の変更後の電話番号を調べて再度ダイヤルする等の手間がかかる

が、番号ポータビリティが利用されることによりこれが不要となることから、発

信者の利便性の向上につながる。また通話したい相手の移転先の番号がわからな

い場合、具体的には、相手が個人の場合は友人と通話できない、相手が法人の場

合は希望していたサービスを受けられない等の損失が発生すると考えられるが、

番号ポータビリティの利用によりこれらの損失を回避することができる。 

このように、携帯電話の番号が引き続き利用可能となることにより、番号ポー

タビリティの利用者以外の利便性の向上も期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 事業者の競争促進 
 

携帯電話利用者が事業者を変更する際の障害の一つとなっていた電話番号の

変更を行わなくて済むようになり、利用者はより自由に携帯電話事業者を変更で

きることから、携帯電話の番号ポータビリティは、携帯電話事業者間の競争をよ

り促進する効果があると考えられる。 

・・・・・・

・・・・・
・

○×さんの携帯電話の
番号を変更しなくっちゃ。

・・・・・・

・・・・・
・

・・・・・・

・・・・・
・

○×さんの携帯電話の
番号を変更しなくっちゃ。

あれっ、？
彼女の携帯電話の番号って
何番だっけ。

あれっ、？
彼女の携帯電話の番号って
何番だっけ。

携帯電話の番号が変更に

なりました。
携帯電話の番号が変更に

なりました。
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具体的には、番号ポータビリティが導入されると、他事業者のサービスや料金

の動向次第では、番号ポータビリティを利用して他事業者に容易に移動する可能

性が高くなり、事業者は加入者の他事業者への流出を防ぐため、加入者に自社の

継続的な利用を促す方策をとることが想定される。例えば、現在でも継続的に利

用する加入者に対しては基本料金の割引等が行われているが、番号ポータビリテ

ィの導入後は、更なる料金の引き下げや、料金以外にも長期利用が有利となるよ

うなサービスの充実、機種変更の際の費用の引き下げ等が行われると考えられる。

このため、携帯電話をより便利に、また安価に利用できる可能性が高まるが、こ

れは事業者間の競争によるものであることから、結果として、その効果は番号ポ

ータビリティを利用する者のみでなく携帯電話利用者全体に及ぶこととなる。 

このほか、サービス競争の進展に伴い、サービスの一層の高度化が促進される

と考えられ、技術革新の進展により、携帯電話市場全体の活性化や、ひいては我

が国の産業の国際競争力の向上も期待できると考えられる。 

 

一方、携帯電話の番号ポータビリティの導入に伴い、競争の過熱により販売奨

励金や広告宣伝費が増大し、携帯電話事業者の財務状況に影響を与え、値下げ原

資や業界の健全な成長に必要な利益が失われるのではないかとの懸念も示され

た。また、販売奨励金制度により加入者に端末を安価に提供する業界のビジネス

慣行が崩れる場合には、例えば新規の端末価格が機種変更時と同水準となる等、

端末価格が全体的に上昇し、買い換え頻度が減少するため新機能を搭載した端末

の普及が遅くなり、結果としてサービス開発や技術開発が遅れるのではないかと

の指摘もあった。 

 

 

第４節 携帯電話の番号ポータビリティの経済的評価（費用便益分析） 
 

番号ポータビリティの導入の是非を検討するための一つの手段として、導入に

はどの程度の費用が必要となるのか、また導入によりどの程度の便益が見込まれ

るのか、費用対効果の観点から検証を行うことが考えられる。第 1～3 節で挙げ

た導入により期待できる便益については、数量化が可能なものとそうでないもの

があるが、ここでは、可能な部分について一定の仮定をおいて数量化を行った上

で、費用との比較を行うこととする。 

 

携帯電話の番号ポータビリティの導入による効果については、世界各国で試算

が行われているが、代表的なものとして英国の例が挙げられる（「英国の携帯電

話市場における番号ポータビリティの経済的評価（Economic Evaluation of 

Number Portability in the UK Mobile Telephony Market, July 1997
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13、以下 OFTEL報告書）」）（参考資料６）。 

この OFTEL報告書は、英国電気通信庁（OFTEL；現 OFCOM14）が携帯電話

の番号ポータビリティの導入に際し、通信関連の調査会社である Ovum社に費用

分析の調査を委託して実施し、1997 年 7 月に発表したものである。携帯電話の

番号ポータビリティの導入により、1998 年から 2007 年までの 10 年間（1998

年に設備改修費用が発生し、移動電話の番号ポータビリティの実施が 1999年よ

り開始するとの想定）で、英国経済に約 9,800万ポンド（約 176億円15）の純便

益がもたらされると算出している。 

 

本節では、我が国で携帯電話の番号ポータビリティを導入した場合にもたらさ

れる経済的効果について、OFTEL 報告書の考え方を参考に、日本市場の状況を

反映した前提条件を設定して便益を試算し、導入に必要な費用との比較を行う。 

 

まず導入に必要な費用については、「携帯電話の番号ポータビリティに関する

勉強会報告書」において、番号ポータビリティの利用者が 10％の場合は、実現

方式により異なり 928億円～1,411 億円、50％の場合は 1,534～1,843 億円との

試算が示されている16（内訳は、利用率が 10％の場合は開発・設備費 915～1,404

億円・ランニングコスト 7～13億円、利用率が 50％の場合は開発・設備費 1,488

～1,823億円・ランニングコスト 18～47億円）。 

 

一方、導入によりもたらされる便益について、本試算では次の 3つの便益に分

けて考える（図表 4-1参照）。 

 

1 直接便益：番号ポータビリティを利用して事業者を変更する者の便益 

2 間接便益 1：番号ポータビリティを利用しない者の便益 

3 間接便益 2：全携帯電話利用者に共通して発生する便益 

 

 

                                            
13 http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/1995_98/numbering/ovtitle.htm 
14 OFFICE OF COMMUNICATONS (http://www.ofcom.org.uk/) 
15 日本銀行ホームページ 統計・データ（時系列データ）外国為替相場
（http://www2.boj.or.jp/dlong/stat/stat2.htm#03）で発表されている円/ポンドレートの 2001年度の単純平均
をとった。1ポンド=約 180円で換算。 

16 本試算は、第 2世代及び第 3世代のすべての携帯電話を対象としており、営業経費・電気代・保守費用・設備
増設に伴う局舎建設費用等は含まれていない。また、実際には携帯電話の番号ポータビリティ導入後に各事業

者でポートイン（他の事業者からの移転）・ポートアウト（他の事業者への移転）の割合が異なることが予想さ

れるので、本試算は現時点での参考値である。設備および開発投資の原価償却については、一括で処理するケ

ースと、通常の償却期間に基づき処理するケースの 2つの場合を想定した。なお、通常償却については、開発
費が 5年、設備費が 6年で償却が完了するものとした。 
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MNP利用者
（事業者変更）

MNP非利用者
（事業者変更せず）

直接便益
•（事業者変更による）
より良いサービス・

低い料金の享受
•（番号変更通知不要による）
番号変更通知費用削減

間接便益１
•継続インセンティブの充実
継続利用割引

•機種変更費用低減
新規契約との価格差低減

間接便益２（帰着ベース)
競争促進による通信料金の低減化

 

図表 4-1：利用者便益 

 

１ 直接便益：携帯電話の番号ポータビリティを利用して事業者を変更する者の

便益 

携帯電話の番号ポータビリティの利用者が、番号ポータビリティを利用する

ことにより直接享受する便益であり、次の 2つを考える。 

 

ア） 携帯電話事業者の変更による、より良いサービスやより安価な料金の

享受による便益 

第 1節で示したとおり、携帯電話利用者は、番号ポータビリティを利用

することにより、番号を変更することなく事業者を変更可能となり、より

容易に他の事業者の安価な料金や魅力的なサービスを享受できる便益が

ある。 

また、第 3節で示したとおり、携帯電話の番号ポータビリティが導入さ

れると、自社の加入者の他事業者への移動を防ぐため、事業者間の競争が

促進される。競争の促進は、料金が安価な事業者に加入者が移り他事業者

も料金を引き下げる、あるいは魅力的なサービス（端末を含む）を提供す

る事業者に対して他事業者は料金の引き下げにより対抗する等のサービ

スの間接的な貨幣価値への換算を含め、最終的には料金の低下に帰着する

可能性があると考えられるが、これは後に説明する間接便益 2に吸収され

る可能性があるため、ここでは定量化は行わない。 

 

イ） 番号ポータビリティがない場合に必要となる番号変更通知費用の削減

効果 

第 1節で示したとおり、番号ポータビリティを利用して事業者を変更す
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る場合、電話番号が変わらないため、番号を変更した場合に発生する知人

や仕事相手への通知や名刺の印刷等に係る費用を節約できる。これは番号

ポータビリティの導入により回避される費用であり、機会費用として便益

に算入する必要がある。 

ここでは、OFTEL が携帯電話の番号ポータビリティの導入の評価を行

う際に調査の上算定した番号変更通知費用を用いて便益を試算する。

OFTEL 報告書では、個人利用者と法人利用者とでは節約できる費用も異

なると想定している。 

 

ウ） 試算の具体的方法 

ここでは、番号ポータビリティの利用者の直接便益として、番号変更通

知費用の削減のみを取り上げる。 

平成 13年度の全携帯電話加入者のうち 10％が携帯電話の番号ポータビ

リティを利用すると仮定した。番号変更通知費用の削減の具体的な項目と

金額は OFTEL報告書と同一とした。番号ポータビリティの利用者の中に

は、法人の利用者も含まれており、10％の利用者のうち 0～50％が法人利

用者であると想定した。 

 

OFTEL 報告書では、新番号の通知が不要となること、封筒等の事務用

品や名刺の刷り直しが不要となること等による便益について、電話による

聞き取り調査に基づいて算定を行っており、個人利用者については 3ポン

ド（約 600円）、中小企業については 135ポンド（約 26,000円）、大企業

については 15,514ポンド（約 298万円）の便益があるとしている。 

 

 

２ 間接便益１：番号ポータビリティを利用せず、同一の事業者を継続して利用

する者が享受する便益 

間接便益 1は、番号ポータビリティが導入されても番号ポータビリティを利

用しない者の便益である。この便益については 2つの観点に着目した。 

 

ア） 携帯電話事業者による継続インセンティブの充実 

第 3節で示したとおり、番号ポータビリティの導入後は、事業者は、加

入者の流出を防ぐため、加入者に継続的な利用を促す方策をとると考えら

れ、更なる割引の提示や、継続加入に有利なサービスの提供等、継続イン

センティブの充実が図られると考えられる。この結果、番号ポータビリテ

ィを利用しない者にとっても導入による便益が発生する。 
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イ） 機種変更費用の低減 

現在、我が国では、携帯電話事業者が新規加入者獲得のために小売業者

（代理店）に提供している販売奨励金があるため、新規加入時の端末価格

は機種変更時の端末価格よりも安価になっている。番号ポータビリティの

導入後は、顧客が他事業者に流出しやすくなるが、これを防ぐため、事業

者は新規と継続の端末価格を一致させることが考えられる。これにより番

号ポータビリティを利用しない者も機種変更の際に新規と同一の価格で

新しい端末を入手可能となると想定されるため、現状での両者の価格差を

便益に算入することができる。 

 

ここで、端末価格に差があっても継続インセンティブがそれを上回れば

顧客から容認され、あるいは逆に機種変更価格を引き下げて継続インセン

ティブとすることも想定されるため、継続インセンティブの充実と機種変

更費用の低減という 2つの便益は互いに代替可能と考えられる。このため、

ここでは機種変更時の費用負担軽減のみに着目して便益の計算を行う。 

 

ウ） 試算の具体的方法 

間接便益 1については、機種変更時の端末価格が下落して新規契約時の

端末価格と同一金額になるという仮定をおき、機種変更費用の削減を便益

として試算した。 

 

間接便益 1は、新規と機種変更の端末価格差と定義し、機種変更を行う

人数（年間）に端末の価格差を乗じた額を便益として計上した。 

年間便益の試算には、端末の機種変更を行う加入者の割合（年間）が必

要であるが、端末の平均利用年数として 1.4年、2.0年17の２つを想定する

とそれぞれ 71％、50％の加入者が機種変更を行う計算となる。また新規

の端末価格と機種変更時の端末価格の差額は、平成 16年 1月の平均市場

価格18に基づき 5,000 円、加入者数は平成 15 年 12 月末の加入者数

（79,787,200人19）とした。 

 

 

 

                                            
17 加入者が端末の機種変更を行う間隔は、端末出荷実績数から新規端末購入者数（加入者の純増と解約者数との

合計）を減じた残数を既存加入者数で割ったもの（端末の年間平均消費台数）の逆数（平均利用年数）として

いる。 
18 端末価格は平成 16年 1月中旬の、ドコモショップ新宿南口店、auショップ新宿三丁目店、ボーダフォン新宿
南口店、ツーカーショップ新宿東口店、での販売価格を参照した。 

19 社団法人 電気通信事業者協会（http://www.tca.or.jp/）での発表を参照した。 
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３ 間接便益２：全携帯電話加入者に共通して発生する便益 

番号ポータビリティの導入により、料金やサービス面で事業者間の競争が促

進されることから、番号ポータビリティの直接利用者のみならず、携帯電話利

用者全員に便益がもたらされると考えられる。 

そこで間接便益 2として、番号ポータビリティの導入により事業者間の競争

が促進され、通話料金が低下することを想定し、経済学における消費者余剰の

概念を用いて、その変化の試算により全利用者の得る便益を算定した。また、

通話料金の低下により通話需要の増加が見込まれるため、通話需要の料金弾力

性の概念を用いて、事業者の通話料金収入への影響も考慮した。 

 

ア） 消費者余剰 

A

p0

p1

B

C
D

o q0 q1

需要曲線

料金

通話トラフィック  

図表 4-2：通話料金と通話需要量の関係 

 

図表 4-2は、携帯電話の通話料金と通話需要量の関係を示している。縦

軸は通話料金（基本料金を除く）、横軸は携帯電話の通話需要量（具体的

には通話トラフィック（通話時間）により計測される）を示している。料

金 p0における消費者余剰（便益）は面積 ABp0、生産者余剰（事業者の通

話料金収入）は面積 p0Bq0Οである。番号ポータビリティの導入により、通

話料金が p0から p1に低下すると消費者余剰は面積 ACp1に増加する。便益

の増分は矩形 p0BDp1と三角形BCDの面積の和であり、これが番号ポータ
ビリティの導入により携帯電話利用者が享受する便益となる。 

 

イ） 料金低下による所得の転移 

便益の増分のうち矩形 p0BDp1は、以前の価格で携帯電話事業者に収入と

して帰属していた便益の一部が、価格低下に伴い消費者に移転されたもの

である。 
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ウ） 料金低下によって新たに発生する便益 

三角形BCDは通話料金の低下に伴って生じた純粋な便益の増加分であ
り、面積は料金弾力性の値により変化する。料金弾力性とは「通話料金が

1％変化したときの需要量の変化（％）」を示しており、需要曲線の傾きに

依存する。矩形 p0BDp1の面積は料金の増減のみに依存し、料金弾力性には

依存しない一方、純粋な便益の増分である三角形BCDの面積は料金弾力性
の値に依存する。そのため、料金の低下率が同一であっても、三角形BCD

の面積は弾力性値によって変化し、弾力的な場合の方が純粋な便益の増分

が大きくなる。 

また、携帯電話事業者の収入は、料金が p0から p1に低下すると、面積
p0Bq0Οから面積 p1Cq1Οになる。すなわち、料金低下によって生じる収入の

減少 p0BDp1を、通話需要の増加によって新たに生じる収入の増加分DCq1q0

によって相殺することになる。この収入の増加分は弾力性に依存し、弾力

的な場合にはより大きくなる。 

 

エ） 試算の具体的な方法 

間接便益 2の算定を行うにあたり、まず通話量は平成 13年度の携帯電

話間通話分数、携帯固定電話間通話分数の合計値を採用した。 

また携帯電話から発信される平均通話料金は、平成 13年度の（株）NTT

ドコモのプラン A の携帯－携帯間と携帯－固定間の昼間の通話料金の単

純平均、約 28円/分を採用した。 

通話需要の料金弾力性については、これまでにいくつかの数値が提案さ

れているが、その中で一番小さい 1.1720を採用した。 

競争促進によりもたらされる料金の低下は 10％と仮定した。料金の低

下の度合いは競争の進展により変化するため予想は困難であるが、ここで

は過去に行われてきた携帯通話料金の値下げ幅の平均値である約 10％を

採用した。 

需要曲線の形状については、単純化のため、料金下落前後の 2点間の変

化は線形と仮定した。間接便益 2は価格低下による便益（消費者余剰）の

増分であるので、2つの料金線に挟まれた台形の面積（図表 4-2における

矩形 p0BDp1+三角形BCDの面積）となる。また競争の促進に伴う基本料金
の低下も考えられるが、本試算においては基本料金部分の変化は対象とは

しなかった。料金を含む諸条件が変化に伴い新たに増加する加入者の数は

明確でないため、番号ポータビリティの導入による総加入者数への影響は

                                            
20 河村真、実積寿也 「通話需要関数の推定」 1998年 郵政研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ 

No.1998-18。本書における料金弾力性より採用。 
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ないと仮定した。 

 

 

４ 便益の試算結果 

試算された便益は、図表 4-3のとおりである。 

 

MNP利用者
（事業者変更）

MNP非利用者
（事業者変更せず）

直接便益(2001年ベース）
・（事業者変更による）より良い
サービス・低い料金の享受： N/A
・（番号変更通知不要による）番号
変更通知費用削減（利用率10%）：

37(法人利用率0%)
～855（同50％）億円

間接便益１ (2003年ベース）
・継続インセンティブの充実： N/A
・機種変更費用低減
新規契約との価格差低減：

1,995(2年に1回) 
～2,850(1.4年に1回）億円

間接便益２ (2001年ベース）
競争促進による通信料金の低減化： 2,696億円

（うち純粋な余剰の増加： 150億円）
加入者１人当り便益： 3,900円
事業者の料金収入： ほぼ不変  

図表 4-3：利用者便益の試算結果 

 

直接便益については、加入者数21に基づき、番号ポータビリティの利用者が

10％と仮定して試算した結果、最大で年間約 855億円（番号ポータビリティの

法人利用率 50％）、最小で年間約 37 億円（番号ポータビリティの法人利用率

0％）の便益が生じると試算された。図表 4-3 に示されているとおり、法人で

は個人に比べ費用削減効果が大きいことから、番号ポータビリティの利用者に

おける法人利用率が増大すると便益も増大する。また、当然のことながら、加

入者に占める番号ポータビリティの利用者の割合が 10％よりも高い場合は、

直接便益は本試算で示した値よりも大きくなる。 

間接便益 1については、加入者数22、市場調査による新規と機種変更の価格

差である 5,000円に基づき、試算した結果、1.4年に 1回機種変更をするケー

スでは約 2,850億円、2.0年に 1回機種変更をするケースでは約 1,995億円と

なった。 

間接便益 2は、平成 13年の携帯電話から発信された通話量に基づき、番号

ポータビリティの導入による競争促進の結果、通話料金が 10％低下すること、

                                            
21 平成 13年度末 
22 平成 15年 12月末 
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また料金弾力性は 1.17 という仮定に基づき試算した。その結果、年間で約

2,696億円の便益（消費者余剰）が生じると試算された。そのうち、純粋な社

会的な余剰の合計（図表 4-2 の三角形BCD）は、約 150 億円になる。また、

平成 13年度の加入者数を用いて加入者 1人当りの便益を計算すると、約 3,900

円になった。 

通話料金の低下による携帯電話事業者の収入への影響を考察すると、事業者

の通話料金収入は、料金弾力性が 1.17と弾力的なので、料金が 10％低下した

場合でも、 

 

総通話料金収入＝[通話料金×(1-0.1)]×[通話量×(1+0.1×1.17)] 

＝1.0053×通話料金×通話量 

 

となり、料金低下前の通話料収入に比べ微増となる。 

 

 

５ 試算結果の評価 

番号ポータビリティの導入によって、消費者側には試算された便益がもたら

される一方、携帯電話事業者はシステム開発と新規設備の増設費用及び番号ポ

ータビリティの運用に必要な費用を負担することになる。この便益と費用を比

較することにより、番号ポータビリティを導入した場合の費用対効果を評価す

ることができる。 

費用の総額は、番号ポータビリティの利用者が 10％の場合、928億円～1,411

億円である。一方、便益については、前提条件等によっては間接便益 1と間接

便益 2は常に完全に独立に存在するわけではなく、全部又は一部が重複する可

能性もあるものの、仮に間接便益 2との重複等により間接便益１が実現されな

い場合であっても、番号ポータビリティの利用率が 10％と仮定した場合、番

号ポータビリティの利用者全体で年間総額約 2,733～3,551 億円になる（直接

便益と間接便益 2 の合計）。このうち、番号ポータビリティを利用しない者の

便益は、仮に間接便益 1が実現されない場合であっても、すべての携帯電話利

用者の便益である間接便益 2（2,696億円）のうち 9割となる。 

以上より、全体の費用と便益を比較した結果、便益が費用を上回ることが示

された。したがって、携帯電話の番号ポータビリティの導入には一定の費用は

必要となるものの、全体としては費用を上回る便益が得られるものと考えられ

る。 
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導 入 に 係 る 費 用
（約928億～1,411億円）

導 入 に よ る 便 益
（約2,733億～3,551億円※）＜

１ 番号ポータビリティの利用者が得られる効果（直接便益）
（約37億～855億円）
算出条件：（番号変更通知不要による）番号変更通知費用削減効果（利用率10%であってうち法人利用率0％～50％）

２ 番号ポータビリティを利用しない携帯電話利用者が得ら
れる効果（間接便益１） （約1,995億～2,850億円）
算出条件：機種変更費用低減、新規契約との価格差低減効果（端末変更頻度を2年/回～1.4年/回）

３ すべての携帯電話利用者が得られる効果（間接便益２）
（約2,696億円）
算出条件：競争促進による通信料金の低減効果（通信料金が10％低下、基本料金の変化は含めない）

番号ポータビリティの導入による便益が導入費用を上回る。

※：直接便益+間接便益２

 

図表 4-4：費用と便益の分析評価 
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第５章 携帯電話の番号ポータビリティの在り方 
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第５章 携帯電話の番号ポータビリティの在り方 

 
第１節 我が国における携帯電話の番号ポータビリティ導入の必要性 

 

第 2章においては、総務省及び携帯事業者による利用者ニーズの調査結果から、

携帯電話の番号ポータビリティに対し携帯電話利用者の 30%前後（約 2,400万加

入）の利用意向があることが示され、携帯電話の利用者が番号ポータビリティの

実現を望んでいることが明らかとなった。 

 

第 3章においては、欧州、米国、アジア・オセアニア地域の多くの国で、携帯

電話の番号ポータビリティの導入が進んでおり、競争の促進により携帯電話の通

話料金が引き下げられる等の効果が生じていることも認められた。 

 

第 4章においては、携帯電話の番号ポータビリティの利用者は、電話番号を通

知する手間や費用が軽減され、通知漏れも無くなる等、利便性が向上し、好みに

あったサービスや携帯電話端末の選択の自由の拡大が図られることが示された。 

一方、電話をかける側の者もアドレス帳の書換えの手間や通話相手の変更後の

電話番号を調べる手間が不要となる等、利便性の向上が図られることが示された。 

また、携帯電話事業者間の競争も促進され、料金の低廉化やサービスの充実に

より、広く利用者にとってメリットがある可能性が高いことが確認された。 

以上の効果・メリットを番号ポータビリティの導入の経済的効果として試算し

た結果、導入による便益が導入コストを上回ることが示された。 

 

これら利用者のニーズ、諸外国の導入状況、想定される効果等を踏まえると、

我が国においても利用者の利便性の向上、携帯電話事業者間の競争の促進が期待

されることから、携帯電話の番号ポータビリティを導入することが適当である。 

 

なお、移転先番号案内サービスについては、利用者の要望を完全に満足するも

のではないことから、番号ポータビリティを導入せずに移転先番号案内サービス

のみを導入することでは不十分と考えられる。しかしながら、利用者自らが移転

先の電話番号を通知する手間が軽減できる等一定の利便性の向上が図られるも

のであり、利用者の選択肢が広がるものであること、本章第 6節で示すように番

号ポータビリティの導入には相当の期間が必要であることから、携帯電話事業者

によっては、番号ポータビリティに先行して提供することも考えられる。 
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第２節 導入イメージ 
 

携帯電話の番号ポータビリティの導入イメージについては、次のように考えら

れる。 

 

（基本的イメージ） 

携帯電話の番号ポータビリティは、大多数の携帯電話利用者が希望するもので

はないが、利用者の利便性を大きく向上させ、携帯電話事業者の競争促進が期待

されるものであることから、すべての携帯電話事業者が共通に提供すべきサービ

スであると捉えることができる。 

 

携帯電話の番号ポータビリティの導入方法については、携帯電話事業者毎に異

なる場合、つまり、ある携帯電話事業者から他の事業者への電話番号の移転のみ

が可能であり逆方向の移転ができない状態であることは、利用者の混乱を招き、

利用者の利便性の向上を大きく損なうものであり、また競争の促進をも妨げるも

のと考えられることから、すべての携帯電話事業者において同時かつ双方向で番

号ポータビリティが実現されることが適当である。 

 

また、今後の第 2世代から第 3世代携帯電話への移行を考慮すれば、第 3世代

に限定して導入するとの考え方もあるが、利用者の利便性の向上、携帯電話事業

者間の競争促進の観点、第 2世代を対象外にしても設備改修コスト上のメリット

があまりないと考えられること等から、すべての方式に導入することが適当であ

る。 

 

（携帯電話の番号ポータビリティの手続き） 

携帯電話の番号ポータビリティの利用手続きは、利用を促進するため利用者に

とって簡便なものであることが必要であり、携帯電話の番号ポータビリティを利

用して携帯電話事業者を変更した者であっても、移転先の携帯電話事業者の提供

するすべてのサービスが利用できるようにすることが望ましい。 

 

（新たに参入する事業者） 

新規に市場参入する携帯電話事業者が現れた場合にも、利用者の利便を確保す

るため、参入当初から番号ポータビリティの機能を具備することが適当である。 

なお、一般にシステムの開発時において番号ポータビリティの機能を組み込む

ほうが、事業の開始後、稼働中の設備に改修を加える場合より費用負担が少なく

なると考えられる。 
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（メールアドレスのポータビリティ） 

メールアドレスのポータビリティについては、まずドメイン名を引き継ぐ必要

があることから、携帯電話に限らないインターネットサービス全体の大きな問題

がある。 

また、アンケート調査の結果から携帯電話の番号ポータビリティとくらべて要

望が少ない。 

さらに音声通話の場合と違って転送サービスを利用すれば、移転元のメールア

ドレスに送付されたメールを自動的に移転先のメールアドレスに転送すること

ができ、移転先メールアドレス通知サービスを利用すれば、複数の相手に対し一

度に新しい移転先メールアドレスを通知することができるため、このような代替

策の検討によりある程度代替可能と考えられる。 

これらのことから、メールアドレスのポータビリティについては、当面実施の

必要がないものと考える。 

 

 

第３節 実現方式 
 

携帯電話の番号ポータビリティの実現方式については、「携帯電話の番号ポー

タビリティに関する勉強会」（参考資料 1）においてルーティング方式、移転先

を示す情報（移転先の通話相手を特定するために使用する番号）、移転先の管理

方法（データベースの設置形態）について検討が行われている。 

付与する番号は（固定電話の番号ポータビリティと同様）
移転先事業者が指定を受けている番号より選定する他、
二重番号の使用による電話番号不足が予測されるため、
新たな番号空間の利用も考えられる。

大規模な網の改修が不要である。二重番号
（移転先の端末（伝送路設備）に接続するため、移
転先の端末に新たに付与される移動体の番号。

移転先
を示す
情報

新たなルーティング番号を用いるため、網改修が必要と
なる。

電話番号の効率的な利用が図られる。ルーティング番号
（移転先に接続するための、既存の番号体系とは
異なる特殊な番号）

事業者個別の信号方式（プロトコル）でアクセスすること
が考えられるが、ＩＮ方式については発信事業者が複数
の移転元事業者のデータベースにアクセスする必要があ
ることから、信号方式（プロトコル）を事業者間で統一する
ことが必要である。

すべてのルーティング方式において利用可能。各携帯電
話事業者における利用実績があり、維持管理主体が明
確となる。共通データベース方式と比較すると、実現可能
性が高い。

個別データベース方式
（移転元事業者が個別に管理するデータベースに
移転先番号を保存。）

移転先
の管理
方法

ＩＮ方式において利用可能。データベースの構築・維持管
理の方法（費用負担、維持管理体制、信号方式の共通化
等）等について検討することが必要である。

個別データベース方式と比べ、改修費用が抑えられる。共通データベース方式
（事業者共通のデータベースに移転先番号を保
存。）

発信・移転元・移転先のすべての事業者において網の改
修が必要となる。

ＩＮ方式ほど大規模な改修を必要としない。リダイレクション方式
（発信元事業者から移転元事業者へルーティング
し、移転元事業者が携帯電話ユーザの移転先を
示す情報をデータベースに照会し、その結果を発
信元事業者に通知することにより、発信元事業者
から移転先事業者に直接ルーティングを行う。）

ルー
ティン
グ方式

発信・移転元・移転先のすべての事業者において、他の
方式よりも大規模な網の改修が必要となり、相当の費用
が必要となる。

転送方式に比べて効率的な回線設定が可能である。ＩＮ（データベース）方式
（発信元事業者において携帯電話ユーザの移転
先を示す情報をデータベースに照会し、その結果
を基に発信元事業者から移転先事業者に直接ル
ーティングを行う。）

余分な通話パスの設定が必要であり、他の方式に比べ
て回線増設等の設備費用が大きいことが想定される。

発信事業者網の改修は、基本的に不要である。転送方式
（発信元事業者から移転元事業者へルーティング
し、移転元事業者がユーザの移転先を示す情報を
基に移転先事業者に転送する）

短 所長 所

付与する番号は（固定電話の番号ポータビリティと同様）
移転先事業者が指定を受けている番号より選定する他、
二重番号の使用による電話番号不足が予測されるため、
新たな番号空間の利用も考えられる。

大規模な網の改修が不要である。二重番号
（移転先の端末（伝送路設備）に接続するため、移
転先の端末に新たに付与される移動体の番号。

移転先
を示す
情報

新たなルーティング番号を用いるため、網改修が必要と
なる。

電話番号の効率的な利用が図られる。ルーティング番号
（移転先に接続するための、既存の番号体系とは
異なる特殊な番号）

事業者個別の信号方式（プロトコル）でアクセスすること
が考えられるが、ＩＮ方式については発信事業者が複数
の移転元事業者のデータベースにアクセスする必要があ
ることから、信号方式（プロトコル）を事業者間で統一する
ことが必要である。

すべてのルーティング方式において利用可能。各携帯電
話事業者における利用実績があり、維持管理主体が明
確となる。共通データベース方式と比較すると、実現可能
性が高い。

個別データベース方式
（移転元事業者が個別に管理するデータベースに
移転先番号を保存。）

移転先
の管理
方法

ＩＮ方式において利用可能。データベースの構築・維持管
理の方法（費用負担、維持管理体制、信号方式の共通化
等）等について検討することが必要である。

個別データベース方式と比べ、改修費用が抑えられる。共通データベース方式
（事業者共通のデータベースに移転先番号を保
存。）

発信・移転元・移転先のすべての事業者において網の改
修が必要となる。

ＩＮ方式ほど大規模な改修を必要としない。リダイレクション方式
（発信元事業者から移転元事業者へルーティング
し、移転元事業者が携帯電話ユーザの移転先を
示す情報をデータベースに照会し、その結果を発
信元事業者に通知することにより、発信元事業者
から移転先事業者に直接ルーティングを行う。）

ルー
ティン
グ方式

発信・移転元・移転先のすべての事業者において、他の
方式よりも大規模な網の改修が必要となり、相当の費用
が必要となる。

転送方式に比べて効率的な回線設定が可能である。ＩＮ（データベース）方式
（発信元事業者において携帯電話ユーザの移転
先を示す情報をデータベースに照会し、その結果
を基に発信元事業者から移転先事業者に直接ル
ーティングを行う。）

余分な通話パスの設定が必要であり、他の方式に比べ
て回線増設等の設備費用が大きいことが想定される。

発信事業者網の改修は、基本的に不要である。転送方式
（発信元事業者から移転元事業者へルーティング
し、移転元事業者がユーザの移転先を示す情報を
基に移転先事業者に転送する）

短 所長 所

 
図表 5-1：実現方式の比較 
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ここでは、勉強会での検討結果を基に、①導入コストができる限り低いもの、②

電気通信事業者のネットワークへの影響が最小限となるもの、③携帯電話の番号ポ

ータビリティを導入するため新たな共同運用設備等の設置が必要ないもの、④電気

通信番号を無駄使いしないものとの観点から検討した結果、実現方式としては、以

下の方式を基本とすることが考えられる。 

 
１ 固定系電気通信網から携帯系電気通信網への接続 
 
携帯電話事業者以外の固定系事業者等の電気通信網から携帯電話事業者の

電気通信網に対する接続は、電気通信設備の効率的運用の観点からは「リダイ

レクション方式」が望ましいが、固定系事業者等の発信元事業者において網機

能開発が最小限に抑えられる点を重視し、「転送方式」とすることが適当と考

えられる。 

なお、転送方式は、携帯電話の番号ポータビリティを導入する前と同様に利

用者がダイヤルした携帯電話の番号の CDE（080または 090に続く 3桁の番

号であって、携帯電話事業者を識別するもの）にしたがってルーティングする。 

○発信網は、CDEコードによる従来ルーティング
○移転元網は、移転先網へ移転先を示す情報により転送
○移転先網は、移転先を示す情報を基にモビリティ／サービス制御

③移転先を示
す情報を取得

④移転先網へ
ルーティング

⑤加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（=固定系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑥着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

○発信網は、CDEコードによる従来ルーティング
○移転元網は、移転先網へ移転先を示す情報により転送
○移転先網は、移転先を示す情報を基にモビリティ／サービス制御

③移転先を示
す情報を取得

④移転先網へ
ルーティング

⑤加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（=固定系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑥着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

③移転先を示
す情報を取得

④移転先網へ
ルーティング

⑤加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（=固定系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑥着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

 

図表 5-2：転送方式の概要 
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２ 携帯系電気通信網から携帯系電気通信網への接続 
 
発信元の携帯電話事業者の電気通信網から移転先の携帯電話事業者の電気

通信網に対する接続は、電気通信設備の効率的な使用が図られ、設備の改修費

用が IN 方式より抑えられる「リダイレクション方式」とすることが適当と考

えられる。 

移転先を示す情報については、電気通信番号の効率的利用の観点から、携帯

電話の番号と同じ体系による二重番号ではなく、既存の番号体系とは異なる

（または付加する）「ルーティング番号」を使用することが適当と考えられる。 

また、携帯電話の番号ポータビリティの移転先の管理方法については、各携

帯電話事業者における利用実績があり、維持管理主体が明確化される「個別デ

ータベース方式」が適当と考えられる。 

③移転先を示
す情報を取得

⑥加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（=携帯系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑦着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

④リダイレクショ
ン（回線開放）

⑤移転先網へ
ルーティング

③移転先を示
す情報を取得

⑥加入者認証、
在圏検索

①CDEコードに
よるルーティン
グ（従来）

②DB照会

発信網（=携帯系網） 移転元網

ポータビリティ制御ポータビリティ制御

⑦着信接続

モビリティモビリティ//サービス制御サービス制御

移転先網

④リダイレクショ
ン（回線開放）

⑤移転先網へ
ルーティング

○発信網は、CDEコードによる従来ルーティング
○移転元網は、リダイレクション（移転先を示す情報）を指示
○発信網は、移転先網へ移転先を示す情報によりルーティング
○移転先網は、移転先を示す情報を基にモビリティ／サービス制御  

図表 5-3：リダイレクション方式の概要 
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３ 実現方式の見直し 
 

本研究会においては、携帯電話の番号ポータビリティについて、現時点にお

いて適当と考えられる実現方式を示している。これについては、今後の利用状

況や技術の進展、携帯電話市場の変化等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うこ

とが適当である。 

 

 

第４節 費用負担方法 
 

携帯電話の番号ポータビリティを実現するためには、携帯電話事業者の設備の

改修等が必要であり、これらの設備投資については、携帯電話事業者がそれぞれ

自らの設備について費用の負担を行った上で、適正な手段によりその回収が行わ

れることが必要である。 

これについては、携帯電話の番号ポータビリティは、番号ポータビリティを利

用する者以外にも広くすべての利用者の便益が確保されることから、直接便益を

受ける利用者に主に負担を求める他、間接便益の受益者である携帯電話の番号ポ

ータビリティの利用者以外に対しても間接的に負担を求めることは適当と考え

られる。 

費用負担（費用の回収）の方法としては、次の例が考えられる。 

• 携帯電話の番号ポータビリティを利用するために必要な携帯電話網に係る
設備投資、維持・運用の費用は、携帯電話の番号ポータビリティを利用す

る者と携帯電話事業者とが負担する。 

• 携帯電話の番号ポータビリティを利用する際の変更手続手数料等の実費相
当分の費用は、携帯電話の番号ポータビリティを利用する者が負担する。 

携帯電話の番号ポータビリティの利用者が負担する額の設定は携帯電話事業

者が行うものであり、携帯電話事業者の経営戦略にもよるが、携帯電話事業者は、

利用者の利用を促進し、利用者が無理なく携帯電話の番号ポータビリティを利用

できるように配慮すべきである。 

なお、携帯電話事業者が顧客獲得のために代理店に支払っているインセンティ

ブについては、端末を頻繁に買い替える一部の利用者に有利なものとなっており、

インセンティブの低減等も含めすべての利用者にとって利益がある市場構造、費

用負担となるよう見直すことが望まれる。 
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第５節 利用に係る手続 
 

携帯電話の番号ポータビリティの利用に係る手続きは、利用したい者にとって

簡便で利用しやすい手続きであることが望まれる。 

 

導入直後の諸外国の状況を鑑みると、携帯電話の番号ポータビリティを利用し

たい者とのトラブルや携帯電話事業者間のオンライン処理に係る接続の不具合、

データの入力ミス等が生じていることから、そのようなことが発生しないよう携

帯電話事業者は互いに十分な調整を行い、利用したい者に対し十分内容を周知し、

円滑な導入が図られるよう努めることが望まれる。 

 

また、携帯電話の番号ポータビリティの導入により、個人情報と携帯電話の電

話番号がこれまで以上に密接に関連してくる可能性があることから、携帯電話事

業者においては、平成１７年４月に施行される「個人情報の保護に関する法律（平

成１５年５月３０日法律第５７号）」及び「電気通信事業における個人情報保護

に関するガイドライン（平成１０年１２月２日郵政省告示第５７０号）」を遵守

し、個人情報を適切に管理することが必要である。なお、当然のことながら本人

の同意のないまま携帯電話事業者間で個人情報のやりとりが行われること等が

あってはならない。 

 

さらに、諸外国においては、ワンストップでの手続きを実現している国が多く、

また変更に要する時間が短いほど利用率が高い傾向にある。 

このことから、携帯電話事業者は一の販売店（代理店を含む）において携帯電

話の番号ポータビリティの利用の申請から手続きが完了し、移転先の携帯電話事

業者のサービスが受けられるまでの時間を、できる限り短時間、例えば現在実施

されている新規又は機種変更の手続き程度の時間にすることが望ましいとの意

見が出されている。 

しかしながら、ワンストップサービスの手続きを実現するためには、料金滞納

者に関する債務情報の取扱いや、契約解除時に行うべき説明責任を確保できるか

どうか、携帯電話の番号ポータビリティの利用手続費用の精算の方法等を慎重に

整理する必要があることから、実現可能性も含めて、詳細な検討が必要である。 
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第６節 導入スケジュール 
 

携帯電話事業者によれば、今後実現方式の詳細仕様の確定、費用の回収方法や

精算方法、運用ルールの策定等に約 6ヵ月、その後、各携帯電話事業者における

プログラムの開発や、既存のサービスに支障がないよう慎重に動作試験を行うた

めに 15～24ヵ月の期間が必要とされる。 

さらに携帯電話事業者以外の事業者、例えば、選択中継事業者、国際中継事業

者、IP電話事業者等携帯電話事業者の設備と接続するすべての電気通信事業者と

の相互接続確認等も必要であり、その期間は約 6～9ヵ月とされる。 

携

帯

電

話

の

番

号

ポ

ー

タ

ビ

リ

テ

ィ

の

実

施

研究会の
検討

実現に向け
た詳細仕様
の検討

事業者毎に
システムの
開発

相互接続試
験等システ
ムの試験

６ヵ月 １５～２４ヵ月 ６～９ヵ月

○実現方式の詳細な仕様
○費用の回収方法
○事業者間の精算方法
○運用ルール

○システム基本検討
○仕様設計
○プログラムの作成
○単体試験
○総合試験

○事業者間対向試験
○商用網の工事（ファ
イルの更新）
○事業者間の相互接
続試験

 
図表 5-4：導入スケジュール 

 

これら必要な期間を合計すると、導入までに 27～39ヵ月を要することとなる。

固定電話のポータビリティの場合、実現方式が決まってからサービスの開始まで

に約 3年、また優先接続サービス（マイラインサービス）では約 2年半の期間を

要したことを考慮すれば、相当の期間が必要となるものではある。しかしながら

一方で導入が遅れる場合には、本来その期間に得られる便益も失われることとな

ること等も踏まえると、できる限り早期の導入が望まれることから、携帯電話の

番号ポータビリティについては平成 18 年度のなるべく早い時期を目途に実施さ

れることが適当である。 
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第６章 実施に向けて 
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第６章 実施に向けて 

 
携帯電話の番号ポータビリティは、利用者の利便性を向上するとともに、携帯電

話事業者間の競争を促進する効果が期待されるものである。今後、携帯電話の番号

ポータビリティの円滑かつ確実な実施に向け、関係者が連携を図り、協力して取り

組んでいくことが必要である。 

 

（携帯電話事業者の対応） 

携帯電話事業者は、携帯電話の番号ポータビリティの実施に向け、実現方式の

詳細な仕様、費用の回収方法、接続料金の精算方法、運用ルール等について速や

かに検討を開始することが求められる。これらの検討にあたっては、固定系事業

者が料金設定権を持つ接続が開始されたことにも配慮することが必要である。さ

らに、利用者の利便が損なわれることのないよう、また、出来る限り早期に携帯

電話の番号ポータビリティの導入が実現されるよう配意されることが望ましい。 

 

諸外国においては携帯電話の番号ポータビリティの導入直後に電話番号の移

転の手続きに遅れが発生する等の例が見られるが、この原因は、技術的側面より

はむしろ携帯電話事業者間の手続き上の問題であったと考えられることから、運

用面の手続きの検討にあたっては、携帯電話の番号ポータビリティの円滑かつ迅

速な運用を確保することを念頭に検討を行うことが求められる。特に個人情報の

取扱いについては、十分留意する必要がある。 

 

一方、番号の移転に係る利用手続きについては、簡便で分かりやすいものであ

ることが望まれることから、利用者の意見も取り入れつつ検討するとともに、導

入後においても必要に応じ見直していくことが求められる。さらに番号ポータビ

リティの導入までに苦情受付窓口の設置や苦情処理手順についても検討を行う

ことが必要である。 

 

上記に述べた検討事項のうち、接続料金の精算方法等、携帯電話事業者のみで

はなく、接続するすべての電気通信事業者により検討する必要がある事項につい

ては、それら関係する事業者で精算方法等を検討する場を設けることが考えられ

る。 

また、接続に必要な事業者間のインターフェース等、必要な標準化については、

透明性を確保するため情報通信分野における国内標準化機関である社団法人情

報通信技術委員会において検討、策定を行うことが適当である。 
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なお、接続に必要な事業者間のインターフェースや運用ルール等については、

新規参入を含め、関係する事業者に対しては、その利用を制限することなく開示

されることが必要である。また、携帯電話の番号ポータビリティに係る利用者料

金について、事業者間で協議して決定することの無いよう留意する必要がある。 

 

 

（その他電気通信事業者の対応） 

携帯電話事業者と接続する電気通信事業者においては、事業者間での精算方法

によっては、事業者間精算システムの改修等が必要となることが考えられ、仕様

の検討、システムの改修、導入に際しての接続試験等にあたっては、携帯電話の

番号ポータビリティが円滑かつ確実に導入されるよう、理解と協力が求められる。 

 

 

（国（総務省）の対応） 

国（総務省）は、利用者の利便性の向上、携帯電話事業者間の競争をいっそう

促進させるため、携帯電話の番号ポータビリティが円滑かつ確実に実施されるよ

う対応が求められる。 

具体的には、導入の在り方、実現方式、費用負担方法、利用手続き、導入スケ

ジュール、さらには、利用者の利益が損なわれることのないよう個人情報の保護

等のサービス提供における留意事項について、研究会報告を踏まえ、ガイドライ

ンを策定するほか、必要な制度整備を行うことが求められる。 

 また、今後の事業者における検討状況をフォローアップし、必要に応じ支援、

指導等を行うことが必要である。 

 さらに、広く携帯電話の利用者に対し、番号ポータビリティのサービス内容や

利用上の注意事項について、導入前後において周知広報に努めることが求められ

る。 
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話
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ー
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テ
ィ
に
関
す
る
勉
強
会
」
に
つ
い
て
 

  １
．
目
的
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携
帯
電
話
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
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テ
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（
以
下
「
Ｍ
Ｎ
Ｐ
」
と
い
う
。
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に
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て
、
具
体
的
な
実
現
方
式
及
び
導
入
に
係
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費
用
試
算
に
つ
い
て
検
討
を
行
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と
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(2
) 
Ｍ
Ｎ
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と
併
せ
て
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末
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テ
ィ
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め
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決
方
策
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検
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し
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
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現
す
る
場
合
に
想
定
さ
れ
る
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
試
案
に
つ
い

て
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討
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行
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と
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．
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）
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寛
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Ｔ
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モ
（
第
２
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か
ら
）
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野
 
公
秀
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ら
）
 

【
ベ
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ダ
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大
谷
木
 
國
興
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ー
プ
(株
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串
崎
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ニ
ー
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リ
ク
ソ
ン
・
モ
バ
イ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
(株
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鈴
木
 
晴
夫
 
 
 
松
下
通
信
工
業
(株
)（
第
２
回
ま
で
）
 

冠
 
久
敏
 
 
 
 
松
下
通
信
工
業
(株
)（
第
３
回
か
ら
）
 

中
野
 
知
也
 
 
 
日
本
電
気
(株
) 

川
崎
 
秀
次
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洋
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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（
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回
ま
で
）
 

矢
野
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彦
 
 
 
三
洋
テ
レ
コ
ミ
ュ
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ケ
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シ
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ズ
㈱
（
第
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回
か
ら
）
 

若
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清
久
 
 
 
ノ
キ
ア
・
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ャ
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ン
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宮
崎
 
良
人
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ト
ロ
ー
ラ
(株
)（
第
２
回
ま
で
）
 

山
崎
 
潤
 
 
 
 
モ
ト
ロ
ー
ラ
(株
)（
第
３
回
か
ら
）
 

 ３
．
そ
の
他
 

事
務
局
は
、
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
及
び
番
号
企
画
室
が
行
う
。
 

   

 １
 

 

Ⅰ
 
移
動
体
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
M
o
b
ile
 N
u
m
b
e
r 
P
o
rt
a
b
ili
ty
）
に
関
す
る
検
討
 

移
動
体
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
し
て
も
番
号
が
変
わ
ら
な
い
仕
組
み

の
こ
と
。
M
o
b
ile
 N
u
m
b
e
r 
P
o
rt
a
b
ili
ty
、
以
下
「
Ｍ
Ｎ
Ｐ
」
）
を
実
現
す
る
た
め
の
方
式
に
は
、

①
転
送
方
式
、
②
Ｉ
Ｎ
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
方
式
及
び
③
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
が
考
え
ら
れ
る

が
、
対
象
と
す
る
網
の
種
類
や
条
件
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
る
と
膨
大
な
パ
タ
ー
ン
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
パ
タ
ー
ン
全
て
に
つ
い
て
費
用
試
算
を
行
う
に
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
の
Ｍ
Ｎ

Ｐ
の
方
式
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
の
高
い
方
式
及
び
前
提
条
件
を
仮
設
定
し
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
導
入
に
係
る
費
用
試
算
を
行
っ
た
。
 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
導
入
に
関
す
る
課
題
を
抽
出
し
、
今
後
の
検
討
に
向
け
た
方
向
性
を
と
り
ま
と

め
た
。
 

１
．
M
N
P
の
導
入
に
関
す
る
国
際
的
な
動
向
 

１
９
９
７
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
Ｍ
Ｎ
Ｐ
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
、
英
国
、
香
港
、
オ
ラ
ン

ダ
な
ど
、
多
く
の
国
で
導
入
が
行
わ
れ
て
い
る
（
別
添
参
照
）
。
ま
た
、
現
時
点
で
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
導
入

し
て
い
な
い
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ラ
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ス
や
米
国
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も
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
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導
入
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予
定
し
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い
る
な
ど
、
国
際
的

に
は
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
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実
に
進
ん
で
い
る
状
況
に
あ
る
。
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
に
際
し
て
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
､
香
港
、
オ
ラ
ン
ダ
等
の
よ
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に
、
規
制
当
局
が
Ｍ

Ｎ
Ｐ
導
入
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義
務
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す
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こ
と
に
よ
っ
て
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入
さ
れ
て
い
る
例
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多
い
ほ
か
、
そ
の
他
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場
合
に
つ

い
て
も
規
制
当
局
が
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
導
入
を
決
定
す
る
な
ど
、
規
制
当
局
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
現
方
式
に
つ
い
て
は
、
各
国
で
そ
の
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
方
式
が

異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
導
入
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
も
、
香
港
の
１
０
０
億
円
程
度
と
す
る
試
算

か
ら
米
国
の
約
１
８
０
０
億
円
ま
で
、
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
実
現
方
式
や
費
用
試
算
は

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
携
帯
電
話
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
利
用
す
る
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
か
ら
の
費
用
の
回
収
方
法
も
多
様
で
あ
り
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
に
よ

る
移
転
先
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
移
転
元
事
業
者
か
ら
も
課
金
さ
れ
る
場
合
や
、
定
額
の
Ｍ
Ｎ
Ｐ
負

担
料
金
を
定
め
て
い
る
例
も
あ
る
ほ
か
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
に
料
金
負
担
を
求
め
な
い
場
合
が
あ
る
。
 

ま
た
、
移
転
処
理
手
続
き
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
後
、
実
際
に

Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
利
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
数
は
、
携
帯
電
話
加
入
者
の
１
％
程
度
と
な
っ
て
い
る

国
が
多
く
、
現
状
で
は
必
ず
し
も
Ｍ
Ｎ
Ｐ
が
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
に
広
く
一
般
に
利
用
さ
れ
て
い
る
状

況
で
は
な
い
。
 

 ２
．
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
現
方
式
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
現
方
式
と
し
て
、
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
、
移
転
先
番
号
の
管
理
方
法
、
移
転
先
を
示

す
情
報
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
現
時
点
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
の
検
討
を
行
い
、
費
用
試

算
の
対
象
と
す
る
方
式
の
検
討
を
行
っ
た
。
 

(1
) 
方
式
ご
と
の
定
性
的
評
価
 

 
①
 
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
 

 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
と
し
て
は
、
次
の
３
方
式
が
想
定
さ
れ
る
が
、
移
動
網
発
信

と
固
定
網
発
信
と
に
場
合
分
け
し
て
検
討
を
行
っ
た
。
 

 
ア
) 
転
送
方
式
 

２
 

－３－



 

 
発
信
元
事
業
者
か
ら
移
転
元
事
業
者
へ
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
し
、
移
転
元
事
業
者
が
ユ
ー
ザ

の
移
転
先
を
示
す
情
報
※
を
基
に
移
転
先
事
業
者
に
転
送
。
 

 
 
 
（
※
 
２
．
(1
) 
③
を
参
照
）
 

     

 

     

           

○
発
信
網
は
Ｃ
Ｄ
Ｅ
コ
ー
ド
に
よ
る
従
来
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

○
移
転
元
網
は
移
転
先
網
へ
移
転
先
を
示
す
情
報
に
よ
り
転
送
 

○
移
転
先
網
は
移
転
先
を
示
す
情
報
を
も
と
に
モ
ビ
リ
テ
ィ
／
サ
ー
ビ
ス
制
御
 

 

        発
信
網
（＝
移
動
網
o
r固
定
網
） 

移
転
元
網

移
転
先
網

①
Ｃ
Ｄ
Ｅ
コ
ー
ド
に
よ
る

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
（
従
来
）
 

②
Ｄ
Ｂ
照
会
 

③
移
転
先
を
示
す

情
報
を
取
得
 

④
移
転
先
網
へ

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

ポポ
ーー
タタ
ビビ
リリ
テテ
ィィ
制制
御御

モモ
ビビ
リリ
テテ
ィィ
／／
ササ
ーー
ビビ
スス
制制
御御

⑤
加
入
者
認

証
、
在
圏
検
索
 

⑥
着
信
接
続
 ３

 
 

  
イ
) 
Ｉ
Ｎ
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
方
式
 

 
発
信
元
事
業
者
に
お
い
て
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
移
転
先
を
示
す
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
（
個
別
ま
た
は
共
通
）
に
照
会
し
、
そ
の
結
果
を
基
に
発
信
元
事
業
者
か
ら
移
転
先
事

業
者
に
直
接
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
。
 

 
 
※
上
記
は
個
別
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
方
式
（
後
述
）
に
よ
る
接
続
イ
メ
ー
ジ
 

     

                   

○
発
信
網
は
信
号
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
移
転
先
を
示
す
情
報
を
取
得
 

○
発
信
網
は
移
転
先
網
へ
移
転
先
を
示
す
情
報
に
よ
り
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

○
移
転
先
網
は
移
転
先
を
示
す
情
報
を
も
と
に
モ
ビ
リ
テ
ィ
／
サ
ー
ビ
ス
制
御
 

発
信
網
（
＝
移
動
網
o
r固
定
網
）

移
転
元
網

移
転
先
網

①
Ｄ
Ｂ
照
会

②
移
転
先
を
示
す

情
報
を
取
得
 

③
移
転
先
網
へ

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

モモ
ビビ
リリ
テテ
ィィ
／／
ササ
ーー
ビビ
スス
制制
御御
  

④
加
入
者
認

証
、
在
圏
検
索
 

ポポ
ーー
タタ
ビビ
リリ
テテ
ィィ
制制
御御

⑤
着
信
接
続
 

４
 

－４－



 

  
ウ
) 
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
 

 
発
信
元
事
業
者
か
ら
移
転
元
事
業
者
へ
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
し
、
移
転
元
事
業
者
が
携
帯
電

話
ユ
ー
ザ
の
移
転
先
を
示
す
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
照
会
し
、
そ
の
結
果
を
発
信
元
事

業
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
発
信
元
事
業
者
か
ら
移
転
先
事
業
者
に
直
接
ル
ー
テ
ィ

ン
グ
を
行
う
。
 

 

     

                  ○
発
信
網
は
Ｃ
Ｄ
Ｅ
コ
ー
ド
に
よ
る
従
来
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

○
移
転
元
網
は
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
移
転
先
を
示
す
情
報
）
を
指
示
 

○
発
信
網
は
移
転
先
網
へ
移
転
先
を
示
す
情
報
に
よ
り
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

○
移
転
先
網
は
移
転
先
を
示
す
情
報
を
も
と
に
モ
ビ
リ
テ
ィ
／
サ
ー
ビ
ス
制
御
 

 

発
信
網
（
＝
移
動
網
o
r固
定
網
）
 

移
転
元
網

移
転
先
網

①
Ｃ
Ｄ
Ｅ
コ
ー
ド
に
よ
る

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
（
従
来
）
 
②
Ｄ
Ｂ
照
会

③
移
転
先
を
示
す

情
報
を
取
得
 

⑤
移
転
先
網
へ

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 ポポ
ーー
タタ
ビビ
リリ
テテ
ィィ
制制
御御

モモ
ビビ
リリ
テテ
ィィ
／／
ササ
ーー
ビビ
スス
制制
御御

⑥
加
入
者
認

証
、
在
圏
検
索
 

④
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン

（回
線
開
放
） 

⑦
着
信
接
続
 

５
 

 

転
送
方
式
の
場
合
、
余
分
な
通
話
パ
ス
の
設
定
が
必
要
で
あ
り
、
他
の
方
式
に
比
べ
て
回
線
増

設
等
の
設
備
費
用
が
大
き
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
一
方
、
発
信
事
業
者
網
の
改
修
は
基
本
的
に

不
要
で
あ
る
。
 

 
Ｉ
Ｎ
方
式
の
場
合
、
転
送
方
式
に
比
べ
効
率
的
な
回
線
設
定
が
可
能
で
あ
る
が
、
発
信
・
移
転

元
・
移
転
先
の
す
べ
て
の
事
業
者
に
お
い
て
、
他
の
方
式
よ
り
も
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
改
修

が
必
要
と
な
り
、
相
当
の
費
用
が
見
込
ま
れ
る
。
 

 
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
に
つ
い
て
は
、
発
信
・
移
転
元
・
移
転
先
の
す
べ
て
の
事
業
者
に
お

い
て
改
修
が
必
要
と
な
る
が
、
Ｉ
Ｎ
方
式
ほ
ど
大
規
模
な
改
修
を
必
要
と
し
な
い
。
 

 【
移
動
体
発
信
の
場
合
】
 

回
線
設
備
の
効
率
的
利
用
の
観
点
、
及
び
開
発
・
網
改
修
費
用
の
観
点
か
ら
、
リ
ダ
イ
レ

ク
シ
ョ
ン
方
式
を
中
心
に
検
討
を
行
う
。
た
だ
し
、
固
定
網
が
Ｉ
Ｎ
方
式
を
採
用
す
る
場
合

に
は
、
移
動
網
に
お
い
て
も
Ｉ
Ｎ
方
式
を
採
用
し
た
ほ
う
が
ト
ー
タ
ル
の
費
用
と
し
て
有
利

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

 【
固
定
網
発
信
の
場
合
】
 

固
定
網
に
開
発
及
び
網
改
修
費
用
が
発
生
し
な
い
点
を
重
視
し
、
転
送
方
式
を
中
心
に
検

討
を
行
う
。
た
だ
し
、
回
線
設
備
の
効
率
的
利
用
を
重
視
す
る
場
合
は
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン

方
式
が
有
利
で
あ
り
、
ま
た
上
記
と
同
様
に
移
動
網
と
Ｉ
Ｎ
方
式
を
共
用
す
る
場
合
は
ト
ー

タ
ル
の
費
用
が
他
の
方
式
よ
り
有
利
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

 

 
②
 
移
転
先
番
号
の
管
理
方
法
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
設
置
形
態
）
 

 
ア
) 
個
別
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
方
式
 

 
事
業
者
（
移
転
元
事
業
者
）
が
個
別
に
管
理
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
移
転
先
番
号
を
保

存
。
事
業
者
個
別
の
信
号
方
式
（
プ
ロ
ト
コ
ル
）
で
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、

Ｉ
Ｎ
方
式
に
つ
い
て
は
発
信
事
業
者
が
複
数
の
移
転
元
事
業
者
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク

セ
ス
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
号
方
式
（
プ
ロ
ト
コ
ル
）
を
事
業
者
間
で
統
一
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
す
べ
て
の
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
に
お
い
て
利
用
可
能
）
 

 
イ
) 
共
通
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
方
式
 

 
事
業
者
共
通
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
移
転
先
番
号
を
保
存
。
信
号
方
式
（
プ
ロ
ト
コ
ル
）

を
事
業
者
間
で
統
一
す
る
こ
と
が
必
要
。（
IN
方
式
に
お
い
て
利
用
可
能
）
 

 

 
共
通
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
方
式
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
維
持
管
理
の
方
法
（
費

用
負
担
、
維
持
管
理
体
制
、
信
号
方
式
の
共
通
化
等
）
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
我
が
国
に
お
け
る
携
帯
電
話
事
業
者
の
番
号
管
理
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
現
実
的
な

方
式
で
は
な
く
、
具
体
的
な
方
法
が
定
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
現
に
は
相
当
の
費
用
、

期
間
が
必
要
と
な
る
。
 

 
一
方
、
個
別
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
方
式
の
場
合
、
各
事
業
者
に
お
け
る
利
用
実
績
が
あ
り
、
維
持

管
理
主
体
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
共
通
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
方
式
と
比
較
す
る
と
、

６
 

－５－



 

フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 

 
③
 
移
転
先
を
示
す
情
報
（
移
転
先
の
通
話
相
手
先
を
特
定
す
る
た
め
に
使
用
す
る
、
ユ
ー
ザ

の
ダ
イ
ヤ
ル
番
号
と
は
異
な
る
番
号
）
 

 
ア
) 
二
重
番
号
 

 
 
 
 
 
 
移
転
先
の
端
末
（
伝
送
路
設
備
）
に
接
続
す
る
た
め
、
移
転
先
の
端
末
に
新
た
に
付
与

さ
れ
る
移
動
体
の
番
号
。
付
与
す
る
番
号
は
（
固
定
電
話
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
同

様
）
移
転
先
事
業
者
が
指
定
を
受
け
て
い
る
番
号
よ
り
選
定
す
る
ほ
か
、
二
重
番
号
の
使

用
に
よ
る
電
話
番
号
不
足
が
予
測
さ
れ
る
た
め
、
新
た
な
番
号
空
間
の
利
用
も
考
え
ら
れ

る
。
 

 
 
 
 
 
０
Ａ
０
－
Ｃ
Ｄ
Ｅ
－
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ａ
＝
８
，
９
ま
た
は
新
た
な
番
号
空
間
）
 

 
イ
) 
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
 

 
 
 
移
転
先
に
接
続
す
る
た
め
の
、
既
存
の
番
号
体
系
と
は
異
な
る
特
殊
な
番
号
。
 

 

 
二
重
番
号
を
用
い
る
場
合
、
番
号
の
効
率
的
利
用
の
観
点
で
問
題
が
あ
る
。
一
方
、
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
番
号
を
用
い
る
場
合
、
新
た
な
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
方
法
と
な
る
た
め
、
網
改
修
が
必
要
と

な
る
。
本
検
討
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
需
要
が
多
く
、
番
号
の
効
率
的
利
用
が
必
須
で
あ
る

と
仮
定
し
、
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
の
使
用
を
前
提
と
す
る
。
 

 

 
 
(2
) 
費
用
試
算
の
対
象
と
す
る
方
式
 

 
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
現
方
式
に
つ
い
て
は
、
次
の
３
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て

費
用
試
算
を
行
っ
た
。
 

 
費
用
試
算
に
お
い
て
は
、
網
改
修
の
コ
ス
ト
が
最
小
と
想
定
さ
れ
る
組
合
せ
で
あ
る
パ
タ
ー

ン
１
（
移
動
網
発
の
み
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
す
る
場
合
）
と
、
網
改
修
の
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
３
（
移
動
網
及
び
Ｎ
Ｔ
Ｔ
地
域
網
発
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｎ
と
す
る
場
合
）

及
び
こ
れ
ら
の
中
間
で
あ
る
パ
タ
ー
ン
２
を
選
ん
で
い
る
。
 

 
ま
た
、
移
動
網
以
外
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
対
象
を
最
小
限
に
抑
え
る
観
点
か
ら
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ

地
域
網
の
み
と
し
、
そ
の
他
の
網
は
原
則
と
し
て
網
改
修
を
行
わ
ず
、
移
動
網
に
お
い
て
転
送
方

式
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
移
動
網
に
着
信
す
る
た
め
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
地
域
網
を
経
由
す
る

発
信
網
（
以
下
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
経
由
網
と
す
る
）
に
つ
い
て
は
、
移
動
網
に
お
け
る
転
送
の
ほ
か
に
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
地
域
網
に
お
い
て
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
Ｉ
Ｎ
方
式
等
を
実
施
す
る
案
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
仮
定
は
純
粋
に
技
術
的
検
討
の
た
め
の
費
用
試
算
に
係
る
前
提
条
件
の
設
定
で
あ

る
。
 

     

７
 

 

網
改
修
の
有
無
 
○
：
要
改
修
 

 
発
信
網
 

方
式
名
 

発
信
網

経
由
網

（
N
T
T
）

移
転
元

網
 

移
転
先

網
 

移
動
網
 

リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
 

○
 

 
○
 

○
 

N
T
T
地
域
網

転
送
 

－
 

 
○
 

○
 

N
T
T
経
由
網

転
送
 

－
 

－
 

○
 

○
 

パ タ ー ン １ 

直
接
接
続
網

転
送
 

－
 

 
○
 

○
 

移
動
網
 

リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
 

○
 

 
○
 

○
 

N
T
T
地
域
網

リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
 

○
 

 
○
 

○
 

N
T
T
経
由
網

リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
 

ま
た
は
転
送
 

－
 

○
/
－
 

○
 

○
 

パ タ ー ン ２ 

直
接
接
続
網

転
送
 

－
 

 
○
 

○
 

移
動
網
 

ＩＮ
 

○
 

 
○
 

○
 

N
T
T
地
域
網

ＩＮ
 

○
 

 
○
 

○
 

N
T
T
経
由
網

ＩＮ
 

ま
た
は
転
送
 

－
 

○
/
－
 

○
 

○
 

パ タ ー ン ３ 

直
接
接
続
網

転
送
 

－
 

 
○
 

○
 

（
凡
例
） 
Ｎ
Ｔ
Ｔ
経
由
網
 
：
地
域
網
、
P
H
S
網
、
C
A
T
V
網
、
国
際
網
 

 
直
接
接
続
網
 
：
国
際
網
、
地
域
網
 

  
各
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
方
式
の
仕
様
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
 

信
号
プ
ロ
ト
コ
ル

IS
U
P
（
R
E
L
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
を
指
示
）
 

Ｄ
Ｂ
 

個
別
D
B
方
式
（
移
転
元
網
に
て
構
築
）
 

移
転
先
事
業
者
へ
の
IS
U
P
信
号
に
次
の
と
お
り
設
定
 

番
号
種
別
表
示
 
0
00
0
1
1
0
 

（
国
内
番
号
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
（
国
内
用
）
）
 

着
番
号
パ

ラ
メ
ー
タ
 

ア
ド
レ
ス
情
報
 

事
業
者
固
有
の
コ
ー
ド
 

（
例
：
1
X
Y
、
0
0
X
Y
、
0
9
0
-
C
D
E
 
等
）
 

番
号
種
別
表
示
 
0
00
0
0
1
1
 

（
国
内
番
号
（国
内
用
）
）
 

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

番
号
 

（
参
考
）
着

デ
ィ
レ
ク
ト

リ
番
号
パ

ラ
メ
ー
タ
 

ア
ド
レ
ス
情
報
 

ダ
イ
ヤ
ル
番
号
（
0
A
0
-
C
D
E
-
F
G
H
J
K
）
 

       

８
 

－６－



 

②
 
Ｉ
Ｎ
方
式
 

信
号
プ
ロ
ト
コ
ル

IN
A
P
 
（
※
S
-
P
O
Iを
新
た
に
設
置
。
）
 

Ｄ
Ｂ
 

個
別
D
B
方
式
（
移
転
元
網
に
て
構
築
）
 

IN
A
P
信
号
で
は
標
準
外
で
あ
る
が
、
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
と
同
様
に
ル

ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
（
事
業
者
固
有
コ
ー
ド
）
を
使
用
す
る
。
 

番
号
種
別
表
示
 
0
00
0
1
1
0
 

（
国
内
番
号
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
（
国
内
用
）
）
 

着
番
号
パ

ラ
メ
ー
タ
 

ア
ド
レ
ス
情
報
 

事
業
者
固
有
の
コ
ー
ド
 

（
例
：
1
X
Y
、
0
0
X
Y
、
0
9
0
-
C
D
E
 
等
）
 

番
号
種
別
表
示
 
0
00
0
0
1
1
 

（
国
内
番
号
（国
内
用
）
）
 

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

番
号
 

（
参
考
）
着

デ
ィ
レ
ク
ト

リ
番
号
パ

ラ
メ
ー
タ
 

ア
ド
レ
ス
情
報
 

ダ
イ
ヤ
ル
番
号
（
0
A
0
-
C
D
E
-
F
G
H
J
K
）

 

③
 
転
送
方
式
 

信
号
プ
ロ
ト
コ
ル

IS
U
P
 

Ｄ
Ｂ
 

個
別
D
B
方
式
（
移
転
元
網
に
て
構
築
）
 

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
 

番
号
 

発
信
網
で
は
既
存
ど
お
り
ダ
イ
ヤ
ル
番
号
を
使
用
す
る
。
 

移
転
元
事
業
者
か
ら
移
転
先
事
業
者
へ
の
転
送
に
は
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン

方
式
と
同
様
に
、
移
転
先
事
業
者
へ
の
IS
U
P
信
号
に
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号

（
事
業
者
固
有
の
コ
ー
ド
）
を
使
用
す
る
。
 

 ３
．
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
費
用
試
算
に
お
け
る
条
件
 

(1
) 
そ
の
他
の
網
機
能
 

①
 
移
転
先
網
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
 

移
転
先
事
業
者
の
端
末
を
利
用
す
る
ポ
ー
ト
イ
ン
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
の
当

該
事
業
者
の
ユ
ー
ザ
と
の
公
平
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
各
網
で
機
能
を
具
備
す
る
。
 

注
 
実
際
に
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
行
う
場
合
に
、
義
務
的
条
件
と
す
る
か
は
別
途
検
討
が
必
要
。
 

（
例
）
全
て
の
Ｎ
Ｗ
付
加
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
可
能
と
す
る
こ
と
 

－
留
守
番
電
話
、
転
送
電
話
、
発
信
者
番
号
通
知
、
等
 

（
例
）
ポ
ー
ト
イ
ン
中
の
３
Ｇ
端
末
へ
の
非
制
限
デ
ジ
タ
ル
呼
着
信
機
能
の
具
備
 

 
－
全
事
業
者
で
エ
コ
ー
キ
ャ
ン
セ
ラ
を
迂
回
す
る
機
能
が
必
要
 

②
 
事
業
者
／
料
金
通
知
機
能
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
導
入
に
よ
り
通
話
料
金
や
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
契
約
条
件
が
変
化
す
る
。

今
回
の
検
討
に
お
い
て
は
、
発
信
側
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
、
契
約
条
件
の
変
化
を
理
解
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
、
着
側
移
動
体
事
業
者
に
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
挿
入
す
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
。
な
お
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
挿
入
の
対
象
は
Ｍ
Ｎ
Ｐ
呼
の
み
と
す
る
。
 

（
例
）
「
こ
ち
ら
は
（
事
業
者
名
）
で
す
。
お
か
け
に
な
っ
た
電
話
は
、
Ｘ
秒
1
0
円

の
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。」
 

③
 
料
金
シ
ス
テ
ム
、
事
業
者
間
精
算
シ
ス
テ
ム
 

９
 

 

課
金
・
精
算
系
シ
ス
テ
ム
の
改
修
費
用
も
試
算
に
盛
り
込
む
。
ユ
ー
ザ
課
金
に
つ
い
て
は

一
時
金
、
定
額
料
金
、
従
量
料
金
な
ど
の
課
金
を
可
能
と
す
る
機
能
を
具
備
す
る
前
提
で
検

討
す
る
。
ま
た
事
業
者
間
精
算
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
通
話
に
関
す
る
中
継
事
業
者
・
移
転

元
事
業
者
が
把
握
で
き
る
よ
う
デ
ー
タ
を
取
り
出
す
機
能
を
具
備
す
る
と
い
う
前
提
で
検

討
す
る
。
 

 

(2
) 
 
サ
ー
ビ
ス
オ
ー
ダ
ー
シ
ス
テ
ム
実
現
方
式
 

①
 
サ
ー
ビ
ス
オ
ー
ダ
ー
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
化
 

ａ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
利
用
オ
ー
ダ
ー
、
移
転
先
情
報
の
管
理
等
（
番
号
割
当
事
業
者
）
 

ｂ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
に
よ
る
新
規
受
付
、
加
入
者
情
報
の
管
理
等
（
移
転
先
事
業
者
）
 

②
 
事
業
者
間
の
シ
ス
テ
ム
連
動
項
目
（
自
動
化
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
）
 

事
業
者
間
の
シ
ス
テ
ム
連
動
項
目
は
以
下
の
と
お
り
 

＜
Ｍ
Ｎ
Ｐ
が
初
回
の
場
合
＞
 

ａ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
開
始
オ
ー
ダ
ー
（
移
転
先
事
業
者
→
移
転
元
（
番
号
割
当
）
事
業
者
）
 

ｂ
 
ａ
の
完
了
通
知
（
移
転
先
事
業
者
←
移
転
元
（
番
号
割
当
）
事
業
者
）
 

＜
Ｍ
Ｎ
Ｐ
が
二
回
目
以
降
の
場
合
＞
 

ｃ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
変
更
の
予
約
（
移
転
元
事
業
者
→
番
号
割
当
事
業
者
）
 

ｄ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
変
更
オ
ー
ダ
ー
（
移
転
先
事
業
者
→
番
号
割
当
事
業
者
）
 

ｅ
 
ｄ
の
完
了
通
知
（
移
転
先
事
業
者
←
番
号
割
当
事
業
者
）
 

ｆ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
停
止
オ
ー
ダ
ー
（
移
転
先
事
業
者
→
移
転
元
事
業
者
）
 

ｇ
 
ｆ
の
完
了
通
知
（
移
転
先
事
業
者
←
移
転
元
事
業
者
）
 

＜
Ｍ
Ｎ
Ｐ
解
除
、
電
番
変
更
、
強
制
解
約
の
場
合
＞
 

ｈ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
解
除
の
通
知
（
契
約
事
業
者
→
番
号
割
当
事
業
者
）
 

ｉ
 
ｈ
の
完
了
通
知
（
契
約
事
業
者
←
番
号
割
当
事
業
者
）
 

 

※
 
解
約
受
付
は
、
移
転
元
事
業
者
で
行
う
。
 

※
用
語
の
定
義
 

・
番
号
割
当
事
業
者
：
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
た
事
業
者
 

・
移
転
元
事
業
者
：
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
が
契
約
中
の
事
業
者
 

・
移
転
先
事
業
者
：
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
が
新
た
に
契
約
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
業
者
 

・
契
約
事
業
者
：
現
在
契
約
を
結
ん
で
い
る
事
業
者
 

 

(３
) 
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
需
要
数
 

①
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
呼
を
接
続
す
る
設
備
コ
ス
ト
算
出
に
は
、
全
契
約
者
の
5
0
％
ま
た
は
１
０
％
が

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
利
用
し
、
ポ
ー
ト
イ
ン
・
ア
ウ
ト
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
比
率
で
あ
る
も

の
と
仮
定
し
て
検
討
す
る
。
 

②
 
サ
ー
ビ
ス
オ
ー
ダ
ー
コ
ス
ト
の
算
出
に
は
、
全
契
約
者
の
２
％
ま
た
は
0
.2
％
が
毎
月
番

号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
で
契
約
事
業
者
を
変
更
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
し
て
検
討
す
る
。
 

 ４
．
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
現
方
式
の
検
討
 

(1
) 
費
用
試
算
結
果
 

２
及
び
３
の
条
件
に
従
っ
て
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
に
伴
う
費
用
試
算
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
０

 

－７－



 

な
お
、
こ
の
費
用
試
算
に
お
い
て
は
、
２
Ｇ
、
３
Ｇ
の
携
帯
電
話
全
て
を
対
象
と
し
て
試
算
を
行

っ
て
い
る
。
 

 
①
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
ユ
ー
ザ
数
が
加
入
者
の
５
０
％
と
し
た
と
き
 

 
 
[設
備
投
資
・
開
発
費
] 

 
【
パ
タ
ー
ン
１
】
 

移
動
体
の
み
リ
ダ
イ
レ
ク
シ

ョ
ン
方
式
(他
は
転
送
方
式
）
 

【
パ
タ
ー
ン
２
】
 

移
動
体
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
地
域
発
は
 

リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
(他

は
転
送
方
式
) 

【
パ
タ
ー
ン
３
】
 

移
動
体
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
地
域
発
は
 

ＩＮ
方
式
(他
は
転
送
方
式
)

開
発
費
 

４
４
８
 
億
円
 
 

４
９
８
 
億
円
 

６
４
１
 
億
円
 

設
備
費
 

１
，
０
４
０
 
億
円
 
 

１
，
０
１
２
 
億
円
 

１
，
１
８
２
 
億
円
 

合
計
 

１
，
４
８
７
 
億
円
 
 

１
，
５
１
０
 
億
円
 

１
，
８
２
５
 
億
円
 

  
 
[ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
] 

専
用
線
費
用
 

（
業
務
委
託
回
線
）
 

４
７
 
億
円
 

１
８
 
億
円

１
８
 
億
円

  
②
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
ユ
ー
ザ
数
が
加
入
者
の
１
０
％
と
し
た
と
き
 

 
 
[設
備
投
資
・
開
発
費
] 

 
【
パ
タ
ー
ン
１
】
 

移
動
体
の
み
リ
ダ
イ
レ
ク
シ

ョ
ン
方
式
(他
は
転
送
方
式
) 

【
パ
タ
ー
ン
２
】
 

移
動
体
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
地
域
発
は
 

リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
(他

は
転
送
方
式
) 

【
パ
タ
ー
ン
３
】
 

移
動
体
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
地
域
発
は

ＩＮ
方
式
(他
は
転
送
方
式
)

開
発
費
 

４
４
８
 
億
円
 
 

４
９
８
 
億
円
 

６
４
１
 
億
円
 

設
備
費
 

４
６
７
 
億
円
 
 

５
３
３
 
億
円
 

７
６
３
 
億
円
 

合
計
 

９
１
５
 
億
円
 
 

１
，
０
３
１
 
億
円
 

１
，
４
０
４
 
億
円

  
 
[ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
] 

専
用
線
費
用
 

（
業
務
委
託
回
線
）
 

１
３
 
億
円

７
 
億
円

７
 
億
円

 注
 
各
社
で
ポ
ー
ト
イ
ン
（
他
の
事
業
者
か
ら
移
転
）・
ポ
ー
ト
ア
ウ
ト
（
他
の
事
業
者
に
移
転
）
の
割

合
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
、
試
算
結
果
は
今
後
の
検
討
に
お
け
る
現
時
点
で
の
参
考
値
。

ま
た
、
費
用
試
算
に
は
、
次
の
費
用
を
含
ん
で
い
な
い
。
 

・
営
業
費
用
、
電
気
代
、
保
守
費
用
、
設
備
増
設
に
よ
る
局
舎
（
二
重
床
の
機
械
室
、
電
力
設
備
、

空
調
設
備
、
局
内
ケ
ー
ブ
ル
等
を
含
む
）
等
 

 

 

こ
の
費
用
の
試
算
結
果
を
見
る
と
、
Ｉ
Ｎ
方
式
を
導
入
す
る
場
合
に
は
開
発
費
は
高
く
な
っ
て

お
り
、
ま
た
転
送
方
式
は
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
ユ
ー
ザ
数
の
増
加
に
対
す
る
設
備
費
の
増
分
が
大
き
い
と
い

え
る
。
 

 

１
１

 
 

 
さ
ら
に
、
国
際
的
な
動
向
か
ら
も
、
携
帯
電
話
の
ユ
ー
ザ
の
５
０
％
が
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
利
用
す
る
状

況
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
利
用
率
が
極
め
て
高
い
状
況
と
い
え
る
が
、
そ
の
場
合
、
移
動
体
の
み
リ
ダ
イ

レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
を
用
い
る
場
合
は
、
他
の
方
式
を
選
択
し
た
場
合
と
比
べ
、
最
大
で
２
０
０
億

円
程
度
の
差
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
利
用
率
が
著
し
く
大
き
く
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
現
時
点
に

お
い
て
、
費
用
負
担
の
み
で
判
断
し
た
場
合
に
は
、
移
動
体
の
み
を
リ
ダ
イ
レ
ク
シ
ョ
ン
方
式
と

し
て
、
他
は
転
送
方
式
を
採
用
す
る
方
法
が
経
済
的
で
あ
る
。

 
 

 

 
た
だ
し
、
Ｉ
Ｐ
化
の
進
展
に
よ
り
、
電
話
交
換
機
に
対
す
る
開
発
（
機
能
追
加
）
等
が
困
難
と

な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
。
 

  
(2
) 
移
転
先
を
示
す
情
報
 

 
 

 
今
回
の
費
用
試
算
の
前
提
と
し
て
い
る
方
式
で
は
、
移
転
先
を
示
す
情
報
と
し
て
、
二
重
番

号
で
な
く
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
を
使
用
し
て
い
る
。
 

 
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
の
例
示
と
し
て
、
移
動
先
事
業
者
を
識
別
す
る
目
的
で
１
Ｘ
Ｙ
、
０
０

Ｘ
Ｙ
、
０
９
０
－
Ｃ
Ｄ
Ｅ
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
に
ユ
ニ
ー
ク
に
割
当
て
ら
れ

て
い
る
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
に
つ
い
て
は
、
あ

く
ま
で
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
移
転
先
へ
の
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
の
た
め
の
み
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
番
号
の
本
来
の
使
用
に
は
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
ま
た
、
０
Ａ
０
の
番
号
空
間
等
の
新
た
な
番
号
資
源
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
番
号
資

源
の
有
効
活
用
の
観
点
か
ら
も
、
費
用
試
算
の
前
提
と
し
て
い
る
方
式
は
、
い
ず
れ
も
問
題
な

い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
た
だ
し
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
導
入
す
る
際
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
番
号
と
し
て
、
事

業
者
を
識
別
す
る
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
、
ま
た
、
具
体
的
な
番
号
と
し
て
何
を
使
用
す
る
か

を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

５
．
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
に
関
す
る
課
題
 

 
今
回
の
検
討
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
現
方
式
、
導
入
費
用
の
試
算
等
、
技
術
的
な
検
討
を

行
っ
て
き
た
が
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
導
入
に
つ
い
て
、
目
的
、
必
要
性
、
費
用
負
担
の
あ
り
方
、
事
業
者

間
の
運
用
ル
ー
ル
等
、
以
下
の
課
題
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

  
(1
) 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
の
目
的
 

導
入
目
的
は
、
大
き
く
分
け
る
と
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
受
益
者
で
あ
る
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
の
向

上
と
、
競
争
環
境
整
備
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
の
向
上
を
主

た
る
目
的
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
意
向
、
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
導
入
す
る
場
合
に
は
、
導
入
す
る
全
て
の
事
業
者
に
共
通
す
る
方
式
、
方
法

に
よ
ら
な
い
と
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
が
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
利
用
で
き
る
場
合
が
限
定
さ
れ
る
た
め
、
Ｍ
Ｎ

Ｐ
の
導
入
の
是
非
、
具
体
的
方
式
及
び
方
法
は
、
事
業
者
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
決
定
さ
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れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

 

(2
) 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
の
必
要
性
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
最
終
的
に
は
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
に
費
用
負
担
が
転
嫁
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
導
入
の
必
要
性
や
是
非
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
ニ

ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
今
回
の
導
入
費
用
試
算
を
踏
ま
え
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
に
伴
う
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
負

担
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
 

  
(3
) 
費
用
に
つ
い
て
の
回
収
方
法
 

費
用
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
料
金
に
反
映
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
費
用
の
回
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
て
定
め
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
は
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
に
費
用
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
選
択
肢
を
示
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
専
門
的
な
立
場
で
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
ユ
ー
ザ
負
担
と
事
業
者
負
担
の
比
率
に
つ
い
て
は
費
用
負
担
方
法
に
よ
っ
て
定

ま
る
も
の
で
あ
る
。
Ｍ
Ｎ
Ｐ
ユ
ー
ザ
の
負
担
を
軽
減
し
て
、
事
業
者
の
負
担
と
し
た
場
合
は
、
結

果
と
し
て
他
の
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
を
含
め
て
料
金
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
費
用
負
担
方
法
に

つ
い
て
ユ
ー
ザ
の
意
向
を
調
査
す
る
場
合
に
は
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
に
幅
広
く
意
向
を
調
査
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
専
門
的
な
立
場
で
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

 
(4
) 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
導
入
対
象
 

導
入
す
る
世
代
に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
の
観
点
か
ら
可
能
な
限
り
全
て
の

世
代
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
が
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
時
期
と
の
関
係
で
、
３
Ｇ
導
入
事
業
者
の
３
Ｇ
移

行
が
進
展
し
２
Ｇ
加
入
者
が
減
少
し
て
い
る
段
階
に
お
い
て
２
Ｇ
に
も
Ｍ
Ｎ
Ｐ
を
導
入
す
る
場

合
な
ど
、
２
Ｇ
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
改
修
等
に
要
す
る
コ
ス
ト
が
大
き
く

異
な
る
場
合
に
は
、
改
め
て
、
導
入
費
用
等
と
の
関
係
で
２
Ｇ
を
対
象
と
す
べ
き
か
否
か
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 (5
) 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
導
入
後
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
考
え
方
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
主
体
は
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
と
の
関
係
か
ら
は
移
転
先
事
業
者
と
し
て
考
え
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
機
能
提
供
、
費
用
負
担
等
に
つ
い
て
は
、
移
転
元
事
業

者
と
移
転
先
事
業
者
等
関
係
事
業
者
間
で
の
ル
ー
ル
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
 

ま
た
、
移
転
元
事
業
者
と
移
転
先
事
業
者
の
連
携
に
お
い
て
、
 
カ
ス
タ
マ
ー
サ
ー
ビ
ス
体
制

を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
等
に
つ
い
て
も
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
事
業
者
間
で
の
運

用
ル
ー
ル
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
の
体
制
が
必
要
で
あ
る
。
 

固
定
網
発
移
動
体
着
等
の
場
合
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
が
利
用
さ
れ
た
通
話
に
つ
い
て
従
来
と
異
な
る
料
金

が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
契
約
条
件
が
変
わ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
れ
ら
を
発
信
側
ユ
ー
ザ
に
伝
え
る
目
的
で
、
今
回
の
試
算
の
前
提
と
し
て
は
ガ
イ
ダ
ン
ス

１
３

 
 

を
流
す
こ
と
と
し
た
が
、
こ
う
し
た
対
処
の
必
要
性
・
方
式
等
に
つ
い
て
は
、
検
討
が
必
要
で
あ

る
。
 

ま
た
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
等
に
よ
る
通
知
の
必
要
性
や
通
知
す
べ
き
個
人
情
報
の
取
扱
い
等
に
つ
い

て
も
、
調
査
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 
 
以
上
の
検
討
・
調
査
の
基
礎
情
報
と
し
て
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
意
向
を
調
査
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
、
整
理
す
べ
き
制
度
面
の
課
題
が
あ
れ
ば
、
法
的
検
証
や
法
制
度
に
関
す
る
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
 

 

(6
) 
緊
急
機
関
か
ら
の
要
請
等
に
対
す
る
対
応
 

緊
急
機
関
か
ら
の
要
請
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
必
要
な
場
合

に
は
、
警
察
・
消
防
等
の
機
関
と
も
調
整
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
等
の
観

点
か
ら
、
整
理
す
べ
き
制
度
面
の
課
題
が
あ
れ
ば
、
法
的
検
証
や
法
整
備
等
に
関
す
る
検
討
を
行

い
、
関
係
者
間
で
の
役
割
分
担
、
業
務
フ
ロ
ー
等
運
用
面
の
課
題
が
あ
れ
ば
、
新
た
な
対
応
ル
ー

ル
等
の
構
築
が
必
要
と
考
え
る
。
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Ⅱ
 
Ｍ
Ｎ
Ｐ
以
外
の
検
討
課
題
 

携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
端
末
を
替
え
る
こ

と
な
く
使
用
で
き
る
こ
と
（
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
だ
け
で
な

く
、
事
業
者
を
変
更
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
一
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
継
続
し
て
使
用
で
き
る

こ
と
（
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
、
同
一
の
移
動
機
で
新
規
契
約
先
の
携
帯
電
話
事
業

者
が
提
供
し
て
い
る
各
種
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
で
き
る
こ
と
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
問
題
点
及
び
解
決
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
検

討
を
行
っ
た
。
 

 １
．
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
国
際
的
な
動
向
 

端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
モ
バ
イ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信

の
プ
ロ
ト
コ
ル
や
コ
ン
テ
ン
ツ
記
述
言
語
に
つ
い
て
統
一
さ
れ
て
い
な
い
等
に
よ
っ
て
、
Ｇ
Ｓ
Ｍ
方

式
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
携
帯
電
話
端
末
を
替
え
な
け

れ
ば
音
声
電
話
と
い
っ
た
基
本
サ
ー
ビ
ス
で
し
か
利
用
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
、
Ｗ
Ａ
Ｐ
（
W
ir
e
le
s
s
 A
p
p
lic
a
ti
o
n
 P
ro
to
c
o
l）
２
．
０
が
標
準
化
さ
れ
、
こ
れ

を
各
事
業
者
が
採
用
す
る
方
向
に
あ
る
な
ど
、
一
定
の
前
進
は
見
ら
れ
る
が
、
各
事
業
者
間
で
共
通

の
仕
様
に
よ
る
モ
バ
イ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
状
況
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
 

他
方
、
Ｇ
Ｓ
Ｍ
方
式
の
携
帯
電
話
で
は
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
が
利
用
さ
れ
て
い
た
経
緯
が
あ
り
、
例
え

ば
、
英
国
に
お
い
て
、
端
末
販
売
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
回
収
期
間
を
標
準
的
に
１
２
ヶ
月
と
判
断
し
、

個
別
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
回
収
後
は
Ｕ
Ｉ
Ｍ

ロ
ッ
ク
の
解
除
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 

２
．
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
が
携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
変

更
す
る
こ
と
な
く
、
メ
ー
ル
の
送
受
信
を
行
う
た
め
に
は
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を

実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
変
更
前
の
携
帯
電
話
事
業
者
か
ら
与
え
ら
れ

て
い
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
代
替
案
と
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
メ

ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
課
題
が
あ
る
。
 

(1
) 
携
帯
電
話
事
業
者
に
よ
る
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

①
 
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
と
各
事
業
者
等
と
の
不
一
致
 

ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
を
含
む
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
た
場
合
、
一
般
に
ド
メ

イ
ン
ネ
ー
ム
は
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
や
携
帯
電
話
事
業
者
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
が
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
）
か
ら

認
識
す
る
事
業
者
や
サ
ー
ビ
ス
が
実
際
と
異
な
る
こ
と
と
な
る
。
 

②
 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
 

 
 
 
 
各
事
業
者
独
自
の
仕
様
を
採
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
に
従
い
、
相
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手
先
に
応
じ
た
処
理
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ

ィ
の
実
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

(2
) 
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
 

①
 
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
と
の
接
続
 

 
 
 
 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
実
現
の
代
替
と
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
の
接
続
の
オ
ー
プ

ン
化
に
よ
り
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
可
能
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ

と
携
帯
電
話
事
業
者
と
の
接
続
の
確
保
が
必
要
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
既
存
端
末
の
メ
ー
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
が
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
メ
ー
ル
サ
ー
バ
に
接
続
し

た
場
合
に
対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
 

 メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
し
た
場
合
、
他
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
を
変
更
し
た

場
合
と
同
様
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
更
に
な
る
こ
と
は
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
一
定
の
理
解
も
得

ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

一
方
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
を
図
る
観
点
か
ら
は
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ

の
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
の
接
続
の
オ
ー
プ
ン
化
に
よ
っ
て
、
携
帯
電
話
等
の
複
数
の

端
末
で
同
じ
ア
ド
レ
ス
で
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
 

こ
の
た
め
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
事
業
者
の
メ
ー
ル
サ
ー

ビ
ス
で
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
導
入
す
る
よ
り
も
、
そ
の
同
等
の
役
割
を
果
た
す

代
替
策
と
し
て
、
携
帯
電
話
事
業
者
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
の
接
続
を
図
る
こ
と
に
よ
る
解
決
が
現
実
的
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
他
の
端
末
で
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
取
扱
い
と
も
整
合
が
図
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
の
接
続
に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
事
業
者
に
対
し
て
全
て
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
と
の
接
続

を
義
務
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
、
携
帯
電
話
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
展
開
の
中

で
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。
 

な
お
、
携
帯
電
話
事
業
者
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
更
さ
れ
た
場
合
の
対
応
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
携
帯
電
話
事
業
者
の
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
の
中
で
、
メ
ー
ル
転
送
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
も
、

携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
利
便
を
確
保
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
が
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
と

移
転
元
携
帯
電
話
事
業
者
と
の
間
で
契
約
関
係
が
残
る
こ
と
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
利
用
し
た
サ
ー

ビ
ス
へ
の
影
響
等
の
課
題
が
あ
る
。
 

 ３
．
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
し
た
場
合
に
も
、
引
続
き
同
じ
端
末
を
利
用
で
き
る
こ
と
と
す
る
端
末

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
次
の
課
題
が
あ
る
。
 

(1
) 
無
線
方
式
及
び
周
波
数
帯
の
違
い
 

 
携
帯
電
話
事
業
者
に
よ
っ
て
、
無
線
方
式
や
使
用
周
波
数
帯
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
端
末

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
方
式
に
対
応
し
た
端
末
の
開
発
が
必
要
。
 

(2
) 
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
仕
様
の
相
違
 

 
端
末
で
提
供
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ウ
ザ
機
能
等
の
技
術
的
仕
様
は
、
各
携
帯
電
話
事
業
者
で
異

な
っ
て
い
る
た
め
、
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
実
現
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
一
般
の
通
話

１
６

 

－１０－



 

以
外
の
オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
 

(３
) 
サ
ー
ビ
ス
開
発
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
 

 
端
末
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
携
帯
電
話
事
業
者
が
他
社
と
サ
ー
ビ

ス
面
で
の
差
別
化
を
図
る
必
要
性
が
、
実
質
的
に
各
事
業
者
に
お
け
る
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
開

発
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
実
現
の
前
提
と
な
る
サ

ー
ビ
ス
の
標
準
化
や
仕
様
の
共
通
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
開
発
の
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
。
 

 
 
 
 
他
方
、
ベ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
、
各
社
共
通
に
使
用
で
き
る
新
た
な
端
末
の
開
発
等
の
誘
因
と

な
る
可
能
性
も
あ
る
。
 

 端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
実
現
す
る
た
め
の
今
後
の
対
応
と
し
て
は
、
 
端
末
の
多
様
な
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
標
準
化
に
向
け
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
携
帯
電
話
事
業
者
・
ベ
ン
ダ
ー
含

め
た
体
制
の
下
で
、
一
定
の
共
通
基
盤
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
、
標
準
化
に
向
け
た
検
討
が
進
め
ら

れ
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。
 

無
線
方
式
/周
波
数
帯
の
違
い
に
つ
い
て
も
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
無
線
の
よ
う
に
、
将
来
的
に
は
１

台
の
端
末
が
多
様
な
方
式
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
現
状
で
は
技
術
的
な
課
題
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
将
来
的
に
は
標
準
化
や
技
術

革
新
の
進
展
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
可
能
性
を
踏
ま
え
、
携
帯
電
話
事
業
者
だ
け
で
な
く
端
末
ベ
ン

ダ
ー
も
含
め
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
を
促
す
と
と
も
に
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
が
図
ら
れ

る
よ
う
、
標
準
化
と
技
術
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。
 

 ４
．
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
 

Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
は
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
認
証
に
関
す
る
情
報
等
が
書
き
こ
ま
れ
て
お
り
、
携

帯
電
話
端
末
に
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
端
末
を
利
用
で
き
る
こ
と
と

な
る
。
３
Ｇ
の
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
こ
の
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
が
必
須
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し

て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
活
用
し
て
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
が
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド

を
差
し
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
の
端
末
を
利
用
で
き
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
は
、
各
事
業
者
が
加
入
者
に
提
供
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
一
事
業
者

の
端
末
に
の
み
差
し
替
え
て
利
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
提
供
し
て
い

る
事
業
者
が
、
端
末
を
提
供
す
る
事
業
者
と
異
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
使
用
で

き
な
い
よ
う
端
末
に
ロ
ッ
ク
（
Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
）
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
端
末
と
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
ア
ン
バ
ン
ド
ル
化
を
図
る
た
め
に
は
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク

を
解
除
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
を
解
除
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
業
者
に
よ

っ
て
技
術
仕
様
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
３
で
検
討
し
て
い
る
端
末
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
が
実
現
さ
れ
な
い
限
り
、
実
際
に
は
、
事
業
者
の
変
更
に
際
し
て
端
末
の
変
更
が
必

要
と
な
る
。
 

Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
、
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の

関
係
は
次
の
と
お
り
。
 

 

１
７

 
 

【
参
考
】
Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
の
有
無
と
各
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

 
Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
場

合
 

Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
を
解
除
し
た
場

合
 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ

○
：
端
末
を
買
い
換
え
れ
ば
可

能
 

×
：
同
じ
端
末
を
継
続
し
て
使

用
す
る
場
合
は
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
に

記
録
さ
れ
て
い
る
携
帯
電
話

ユ
ー
ザ
の
情
報
を
端
末
に
呼

び
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
不
可
。
 

（
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
問

題
に
収
斂
）
 

○
：
端
末
を
買
い
換
え
れ
ば
可

能
 

△
：
音
声
通
話
の
み
の
用
途
で

あ
れ
ば
、
同
じ
端
末
を
継
続

し
て
使
用
す
る
こ
と
は
可
能

（
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の

実
現
が
前
提
）
。
 

（
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
問

題
に
収
斂
）
 

端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ

×
：
Ｕ
Ｉ
Ｍ
に
記
録
さ
れ
て
い

る
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
情
報

を
端
末
に
呼
び
込
む
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
不
可
。
 

△
：
音
声
通
話
の
み
可
（
各
事

業
者
の
端
末
の
技
術
仕
様
が

異
な
っ
て
い
る
た
め
、
メ
ー

ル
等
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
利
用
が
で
き
な
い
。）
 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ
ィ
 

（
直
接
の
関
連
性
な
し
）
 

（
直
接
の
関
連
性
な
し
）
 

 携
帯
電
話
事
業
者
を
変
更
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
端
末
を
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
な
い
状
況
で

は
、
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
実
現
の
観
点
か
ら
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
ロ
ッ
ク
の
解
除
の
必
要
性
は
低
い
。
 

Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
用
い
た
個
人
認
証
等
新
た
な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
場
合
に
は
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
が
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
利
用
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
高
度
利
用
と
、
携
帯
電
話
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ

テ
ィ
と
は
直
接
関
係
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

今
後
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
用
い
た
新
た
な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発
が
進
め
ら
れ
る
過
程
に

お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
具
体
的
な
用
途
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
利
用
方
法
の
標
準
化
等
Ｕ

Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
利
用
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
携
帯
電
話
事
業
者
及
び
他
の
関
係
者

で
検
討
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
 

  

      

１
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Ⅲ
 
ま
と
め
 

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
「
情
報
通
信
新
時
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
競
争

環
境
整
備
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
に
あ
る
と
お
り
、
「
ユ
ー
ザ
利
便
の
向
上
の
観
点

か
ら
は
関
係
事
業
者
等
に
お
い
て
積
極
的
な
取
組
が
期
待
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。
 

な
お
、
今
後
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
向
上
や
費
用
対
効
果
等
の
観

点
か
ら
、
次
の
取
組
み
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
勉
強
会
以
降
も
関
係
者
で
検
討
を
行
う

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
 

 １
．
Ｍ
Ｎ
Ｐ
 

 
本
勉
強
会
に
お
い
て
は
、
技
術
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
導
入
の
是
非

に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
を
明
確
に
し
た
う
え
で
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
必
要
性

を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
受
益
者
と
考
え
ら
れ
る
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
ニ
ー
ズ

を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
ま
た
、
最
終
的
に
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
費
用
負
担
が
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

今
回
の
費
用
試
算
を
踏
ま
え
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
受
益
者
を
含
め
た
携
帯
電
話
事
業
者
の
ユ
ー
ザ
に
対
し
、

具
体
的
な
費
用
負
担
の
在
り
方
の
選
択
肢
を
示
し
た
上
で
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
の
ユ
ー
ザ
ニ
ー
ズ
を
調
査
す
る

こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
確
保
の
た
め
に
Ｍ
Ｎ
Ｐ

の
導
入
が
望
ま
し
い
と
の
結
論
が
得
ら
れ
る
場
合
に
は
、
機
能
提
供
・
費
用
負
担
の
在
り
方
、
カ
ス

タ
マ
ー
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
構
築
手
法
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
移
転
元
事
業
者
、
移
転
先

事
業
者
並
び
に
関
係
事
業
者
間
で
の
運
用
ル
ー
ル
を
確
立
し
、
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
の
体
制
の

構
築
が
必
要
と
な
る
。
 

 ２
．
Ｍ
Ｎ
Ｐ
以
外
の
課
題
 

 
携
帯
電
話
の
サ
ー
ビ
ス
や
仕
様
の
共
通
化
に
よ
り
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
開
発
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
一
方
で
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
高
度
利
用
等
は
、
携
帯
電
話
端
末
に

よ
る
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
喚
起
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
。
 

 
ま
た
、
最
近
で
は
多
様
な
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
も
登
場
し
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ク

セ
ス
等
の
分
野
に
お
い
て
、
携
帯
電
話
端
末
が
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
と
競
合
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
今
後
の
市
場
動
向
や
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
ニ
ー
ズ
を
注
視
し
つ
つ
、
携
帯
電
話
端
末

を
利
用
す
る
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
に
、
携
帯
電
話
事
業
者
等
の
関
係
者
に
お
い
て
、

一
定
の
サ
ー
ビ
ス
の
標
準
化
や
仕
様
の
共
通
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当

と
考
え
る
。
 

  
端
末
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
実
現
の
た
め
に
は
解
決
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
現
状
に
お
い

て
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
以
外
の
課
題
を
Ｍ
Ｎ
Ｐ
と
あ
わ
せ
て
、
包
括
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
を
向
上
す
る
た
め
に
、
携
帯
電
話
ユ
ー
ザ
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
端
末

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
標
準
化
、
Ｕ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
高
度
利
用
、
端
末
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
実
現
の

際
に
必
要
と
な
る
共
通
ル
ー
ル
の
策
定
に
向
け
た
検
討
等
に
つ
い
て
、
積
極
的
か
つ
継
続
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
 

 

１
９

 
 

３
．
今
後
の
取
り
組
み

 

利
用
者
ニ
ー
ズ
の
調
査
は
、
携
帯
電
話
事
業
者
が
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
幅
広
く
行
う
こ
と
が
適
当
で

あ
り
、
ま
た
、
当
勉
強
会
で
の
費
用
試
算
等
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
携
帯
電
話
事
業
者
及
び
そ
の
他
関
係
者
に
お
い
て
、
調
査
内
容
、
実
施
時

期
、
実
施
方
法
等
の
詳
細
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
１
５
年
秋
（
平
成
１
５
年
１
０
月
末
）
を

目
途
に
調
査
結
果
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
当
該
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
導
入

の
是
非
等
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

 

２
０
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電気通信サービスモニターに対する 
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第
１
章
 
調
査
概
要

 
 
１
．
調
査
の
目
的

 
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
関
す
る
利
用
者
の
意
見
・
要
望
等
を
把
握
・
分
析
し
、
消
費
者

行
政
の
一
層
の
充
実
と
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
電
気
通
信
行
政
の
推
進
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

 
  
２
．
調
査
の
方
法

 
以
下
の
内
容
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

 
 
（
１
）
調
査
対
象

 
ア
 
地
 
域
：
全
国

 
イ
 
単
 
位
：
個
人
（
２
０
歳
以
上
の
男
女
）

 
 
（
２
）
調
査
方
法

 
ア
 
選
 
定
：
各
総
合
通
信
局
及
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
（
１
１
ヵ
所
：
北
海
道
、
東
北
、
関

東
、
信
越
、
北
陸
、
東
海
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
、
沖
縄
）
に
て
、
電
気

通
信
サ
ー
ビ
ス
に
関
心
の
あ
る
２
０
歳
以
上
の
男
女
を
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
募
集
し

選
定
。

 
イ
 
客
体
数
：
１
，
０
０
０
名
 

ウ
 
配
布
・
回
収
：
郵
送
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
方
式

 
エ
 
記
 
入
：
自
計

 
オ
 
把
握
時
期
：
平
成
１
５
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況

 
 カ
 
調
査
系
統
：
総
務
省
 
 
 
 
報
告
者

 
 
（
３
）
実
施
時
期

 
平
成
１
５
年
１
月
１
７
日
（
金
）
～
平
成
１
５
年
１
月
３
１
日
（
木
）

 
 
（
４
）
調
査
内
容

 
ア
 
携
帯
電
話
の
利
用
に
つ
い
て

 
 
携
帯
電
話
の
所
持
状
況
、
通
話
料
金
関
係
及
び
固
定
電
話
と
携
帯
電
話
の
利
用
状
況
等
 

 

イ
 
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
利
用
者
意
識

 
 
携
帯
電
話
会
社
の
変
更
有
無
、
理
由
及
び
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
負
担
額
、
支
払
い
方
法
等

 
 
ウ
 
迷
惑
メ
ー
ル
に
つ
い
て

 
Ⅰ
．
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
 

 

携
帯
電
子
メ
ー
ル
機
能
の
利
用
有
無
及
び
特
定
電
子
メ
ー
ル
法
に
つ
い
て
の
認
知
度
等
 

Ⅱ
．
特
定
電
子
メ
ー
ル
法
に
基
づ
く
「
迷
惑
メ
ー
ル
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
 

迷
惑
メ
ー
ル
相
談
セ
ン
タ
ー
の
認
知
度
及
び
相
談
、
情
報
提
供
の
有
無
等
 
 

    

エ
 
国
際
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
（
国
際
不
正
接
続
）
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て

 
ト
ラ
ブ
ル
問
題
の
認
知
度
、
自
宅
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
有
無
及
び
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

策
、
具
体
的
な
対
応
策
等
 

 
オ
 
電
気
通
信
分
野
の
規
制
緩
和
に
対
す
る
消
費
者
意
識
に
つ
い
て

 
規
制
緩
和
が
利
用
者
に
も
た
ら
し
た
良
い
面
・
悪
い
面
、
行
政
及
び
電
気
通
信
事
業
者
に
求

め
る
要
望
、
利
用
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
等
 

 
カ
 
大
災
害
発
生
時
の
連
絡
手
段
に
つ
い
て

 
安
否
情
報
等
の
連
絡
手
段
、
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
の
認
知
度
等

 
 

キ
 
あ
な
た
自
身
に
つ
い
て

 
モ
ニ
タ
ー
自
身
の
属
性
、
居
住
地
域
及
び
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等

 
 （
５
）
回
収
状
況

 
ア
 
発
送
数
：
１
,０
０
０
人
 

 イ
 
回
収
数
：
９
５
２
人
 
 
 
回
収
率
：
９
５
.２
％
 

 ウ
 
地
域
別
回
収
状
況
 

地
 
 
域

 
客
体
数

 
 

男
性

 
 
女
性

 
回
収
計

 
 
男
性

 
 

女
性

 
回
収
率

 

北
海
道
地
域

 
６
０

 
２
４

 
３
６

 
 
５
７

 
 
２
３

 
 
３
４

 
9
5
.0
％
 

東
北
地
域

 
１
２
０

 
４
７

 
７
３

 
１
１
４

 
 
４
３

 
 
７
１

 
9
5
.0
％
 

関
東
地
域

 
１
７
０

 
７
５

 
９
５

 
１
６
５

 
 
７
２

 
 
９
３

 
9
7
.1
％
 

信
越
地
域

 
４
０

 
１
４

 
２
６

 
 
３
７

 
 
１
２

 
 
２
５

 
9
2
.5
％
 

北
陸
地
域

 
６
０

 
２
８

 
３
２

 
 
５
９

 
 
２
７

 
 
３
２

 
9
8
.3
％
 

東
海
地
域

 
９
０

 
３
０

 
６
０

 
 
８
６

 
 
２
８

 
 
５
８

 
9
5
.6
％
 

近
畿
地
域

 
１
３
０

 
６
５

 
６
５

 
１
２
５

 
 
６
４

 
 
６
１

 
9
6
.2
％
 

中
国
地
域

 
９
０

 
３
９

 
５
１

 
 
８
４

 
 
３
６

 
 
４
８

 
9
3
.3
％
 

四
国
地
域

 
８
０

 
２
７

 
５
３

 
 
７
７

 
 
２
５

 
 
５
２

 
9
6
.3
％
 

九
州
地
域

 
１
４
０

 
４
９

 
９
１

 
１
３
０

 
 
４
４

 
 
８
６

 
9
2
.9
％
 

沖
縄
地
域

 
２
０

 
７

 
１
３

 
 
１
８

 
 
 
７

 
 
１
１

 
9
0
.0
％
 

合
 
 
計

 
１

,０
０
０

 
４
０
５

 
５
９
５

 
９
５
２

 
３
８
５

 
５
６
７

 
9
5
.2
％
 

 
 
※
無
効
回
答
（
提
出
期
限
遅
れ
）
３
件
を
含
む
 

 （
６
）
そ
の
他

 
本
調
査
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
日
本
デ
ー
タ
通
信
協
会
へ
の
事
務
委
託
に
て
実
施
し
た
。
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第
２
章
 
調
査
結
果

 
 ２
 
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
利
用
者
意
識

 
   

 
参
考
：
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
、
従
来
の
電
話
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
え
る
機
能
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
 

 
  （
１
）
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
の
変
更
経
験
の
有
無

 
 

◆
 
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
「
な
い
」
が
約
８
割
。
 

 
 

         
 

図
表
2
-
1：
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
の
変
更
経
験
の
有
無
 

１
．
は
い

 
2
2
.
5

２
．
い
い
え

 
 
7
7
.
5

 
 

＜
全
員
の
方
へ
＞
 

問
１
１
 
あ
な
た
は
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
 

  
 
 
 
 
１
．
 
は
い
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
 
い
い
え
 

●
 
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
22
.5
％
、
な
い
人
が
77
.5
％
と
な
っ
て
い

る
。
 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
9
27
 

（
２
）
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
感
想
 

 

◆
 
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
感
想
は
、「
番
号
が
変
更
に
な
る
の
は
困
る
が
、
変

更
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
か
っ
た
」
が
約
５
割
。
 

             
  

図
表
2
-
2：
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
感
想
 

2
.4

1
1
.1

3
9
.6

4
6
.9

0
.0

1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

5
0
.0

 
 
「
そ
の
他
」
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
 

 
 
・
通
話
料
金
の
違
い
を
感
じ
た
 

 
 
・
２
台
所
持
し
て
い
る
の
で
不
便
を
感
じ
な
か
っ
た
 

 
 
・
機
器
の
取
り
扱
い
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
不
便
を
感
じ
な
か
っ
た
 

 
 
・
大
変
不
便
だ
っ
た
 

 
 
等
 

 

＜
問
１
１
で
「
は
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
＞
 

問
１
２
 
電
話
番
号
が
変
更
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。
 

  
 
 
 
 
１
．
 
特
に
何
も
思
わ
な
か
っ
た
 
 

２
．
 
多
少
不
便
で
は
あ
る
が
、
大
き
な
問
題
と
は
思
わ
な
か
っ
た
 

３
．
 
番
号
が
変
更
に
な
る
の
は
困
る
が
、
変
更
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
か
っ
た
 

４
．
 
そ
の
他
（
 
 
）
 

●
 
問
11
で
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
人
の
感
想
で
は
、
「
番

号
が
変
更
に
な
る
の
は
困
る
が
、
変
更
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
か
っ
た
」
が
46
.9
％
と
最
も
高

く
、
次
い
で
「
多
少
不
便
で
は
あ
る
が
、
大
き
な
問
題
と
は
思
わ
な
な
か
っ
た
」
が
39
.6
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
2
07
 

＜
順
位
＞
 

  
１
 
番
号
が
変
更
に
な
る
の
は
困

る
が
、
変
更
す
る
メ
リ
ッ
ト
の

方
が
大
き
か
っ
た
 

 
 ２
 
多
少
不
便
で
は
あ
る
が
、
大
き

 
 
 
な
問
題
と
は
思
わ
な
か
っ
た

   
３
 
特
に
何
も
思
わ
な
か
っ
た
 

    
 
 
そ
の
他
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（
３
）
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
理
由
 

 

◆
 
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
理
由
と
し
て
は
、「
特
に
必
要
性
が
な
か
っ
た
か
ら
」
が

約
６
割
。
 

            
  

図
表
2-
3：
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
理
由
 

（
複
数
回
答
）
 

22
.0

26
.4

58
.7

0.
0

10
.0

2
0.
0

30
.0

40
.0

5
0.
0

60
.0

 
 
「
そ
の
他
」
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
 

 
 
・
変
更
す
る
と
色
々
不
便
だ
か
ら
 

 
 
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
る
か
ら
 

 
 
・
割
引
制
度
が
変
更
さ
れ
る
か
ら
 

 
 
・
変
更
等
の
手
続
が
面
倒
だ
か
ら
 

 
 
・
信
頼
性
を
重
視
し
た
か
ら
 

 
 
等
 

＜
問
１
１
で
「
い
い
え
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
＞
 

問
１
３
 
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
理
由
は
何
で
す
か
。
 
（
複
数
回
答
）
 

 

１
．
 
電
話
番
号
が
変
わ
る
か
ら

 
２
．
 
特
に
必
要
性
が
な
か
っ
た
か
ら
 

３
．
 
そ
の
他
（
 
 
 
）
 

●
 
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
理
由
は
、
「
特
に
必
要
性
が
な
か
っ
た
か
ら
」
が

58
.7
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
電
話
番
号
が
変
わ
る
か
ら
」
が
2
6.
4％
と
な
っ
て
い
る
。
（
複
数
回
答
）

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
7
17
 

＜
順
位
＞
 

 
 

１
 
特
に
必
要
性
が
な
か
っ
た

か
ら
 

  
２
 
電
話
番
号
が
変
わ
る
か
ら
 

    
 
 
そ
の
他
 

（
４
）
今
ま
で
に
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
人
が
、
変
更
し
た
い
と
思
っ
た
か
の
有
無
 

 

◆
 
今
ま
で
に
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
２
割
強
。
 

            
図
表
2-
4：
今
ま
で
に
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
人
が
、
変
更
し
た
い
と
思
っ
た
か
の
有
無
 

１
．
あ
る

2
7
.
3
%

２
．
な
い

7
2
.
7
%

 
  

＜
問
１
１
で
「
い
い
え
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
＞
 

問
１
４
 
今
ま
で
に
、
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
 

  
 
 
 
 
１
．
 
あ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
 
な
い
 

●
  
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
「
な
い
」
と
回
答
し
た
人
に
対
し
て
、
今
ま
で
に
変
 

 
更
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
2
7
.
3
%
、
な
い
人
は
7
2.
7
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
6
93
 

－１７－



（
５
）
今
ま
で
に
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
か
、
変
更
し
た
い
と
思
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
な
か
っ
た
具
体
的
な
理
由
 

 

◆
 
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
な
か
っ
た
具
体
的
な
理
由
と
し
て
は
、
「
電
話
番
号
が

変
わ
る
か
ら
」
が
６
割
強
。
 

            
   

図
表
2
-5
：
今
ま
で
に
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
か
、
変
更
し
た
い
と
 

 
 
 
 
 
 
 
思
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
な
か
っ
た
具
体
的
な
理
由
 

（
複
数
回
答
）
 
 
 
 
 
 
 

2
7
.0

5
.36
.3

2
3
.8

6
3
.5

0.
0

10
.0

2
0.
0

30
.0

4
0.
0

50
.0

60
.0

70
.0

 
 
「
そ
の
他
」
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
 

 
 
・
通
話
料
の
割
引
関
係
（
制
度
が
変
わ
る
か
ら
等
他
1
2
件
）
 

・
手
続
関
係
（
面
倒
だ
か
ら
等
６
件
）
 

 
 
・
端
末
機
能
又
は
通
話
エ
リ
ア
関
係
（
他
７
件
）
 

 
 
・
安
全
・
信
頼
性
関
係
（
他
３
件
）
 

 
 
等
 

  

＜
問
１
４
で
「
あ
る
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
＞
 

問
１
５
 
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
。（
複
数
回
答
可
）
 

 

１
．
 
電
話
番
号
が
変
わ
る
か
ら
 

２
．
 
気
に
入
っ
た
料
金
プ
ラ
ン
が
な
か
っ
た
か
ら
 

３
．
 
気
に
入
っ
た
端
末
が
な
か
っ
た
か
ら
 

４
．
 
使
い
た
い
サ
ー
ビ
ス
が
な
か
っ
た
か
ら
 

５
．
 
そ
の
他
（
 
 
）
 

●
 
今
ま
で
に
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
こ
と
が
な
い
か
、
変
更
し
た
い
と
思
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
携
帯
電

話
会
社
を
変
更
し
な
か
っ
た
具
体
的
な
理
由
は
、
「
電
話
番
号
が
変
わ
る
か
ら
」
が
6
3
.5
％
と
最
も
高
く
、

次
い
で
「
気
に
入
っ
た
料
金
プ
ラ
ン
が
な
か
っ
た
か
ら
」
が
2
3.
8％
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
（
複
数
回
答
）

 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
1
8
9

＜
順
位
＞
 

  
１
 
電
話
番
号
が
変
わ
る
か
ら
 

   
２
 
気
に
入
っ
た
料
金
プ
ラ
ン
が
な

か
っ
た
か
ら
 

  
 

３
 
使
い
た
い
サ
ー
ビ
ス
が
な
か
っ

た
か
ら
 

  
 

４
 
気
に
入
っ
た
端
末
が
な
か
っ
た

か
ら
 

  
 

 
そ
の
他
 

 

（
６
）
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
利
用
者
意
識
 

 

◆
 
「
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
前
と
同
じ
番
号
を
使
う
か
番
号
が
変
わ
っ
て
も
よ
い
か
は
、

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
約
５
割
。
 

                 
      

図
表
2
-
6-
1：
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
利
用
者
意
識
 

３
．
費
用
が
か
か
る
く
ら
い
な
ら
、
番
号

が
変
わ
っ
て
も
よ
い

22
.1
%

１
．
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番

号
を
使
い
た
い

28
.8
%

２
．
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

49
.1
%

 
          

＜
全
員
の
方
へ
＞
 

問
１
６
 
契
約
し
た
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
場
合
で
も
、
手
数
料
等
の
費
用
を
負
担
す
れ
ば
、
前
と
同
じ
番
号
を
引
き
続
き
使
う
 

こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
は
ど
う
す
る
と
思
い
ま
す
か
。
 

  
 
 
 
 
１
．
 
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
 

 
 
 
 
 
２
．
 
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

 
 
 
 
 
３
．
 
費
用
が
か
か
る
く
ら
い
な
ら
、
番
号
が
変
わ
っ
て
も
よ
い
 

●
 
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
利
用
者
意
識
で
は
、「
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど

ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
49
.1
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い

た
い
」
と
「
費
用
が
か
か
る
く
ら
い
な
ら
、
番
号
が
変
わ
っ
て
も
よ
い
」
が
、
28
.8
％
と
22
.1
％
と
な
っ
て

い
る
。
 

●
  
性
別
で
は
、
女
性
の
ほ
う
が
「
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
の
比
率
が

高
く
、
「
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
」
の
２
倍
強
と
な
っ
て
い
る
。
 

●
 
年
代
別
の
若
い
層
（
20
歳
か
ら
40
歳
代
）
で
は
「
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い
」
の
比
率
が
高
く
、
一
方
、
高
齢
者
で
は
「
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
」
の
比

率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
9
38
 

－１８－



 

図
表
2
-6
-
2：
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
利
用
者
意
識
（
年
齢
別
）
 

 
 

35
.6

46
.6

33
.835
.739
.1

33
.3

34
.5

52
.5

45
.9

50
.0

31
.1

19
.013
.8

18
.4

10
.9

0%
10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

６
０
歳
代
n=
90

５
０
歳
代
n-
58

４
０
歳
代
n-
80

３
０
歳
代
n=
98

２
０
歳
代
n=
46

１
．
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い

２
．
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

３
．
費
用
が
か
か
る
ぐ
ら
変
わ
っ
て
も
よ
い

 
   

22
.2

32
.9

20
.7

20
.525
.3

48
.931
.6

55
.259
.155
.7

28
.9

35
.5

24
.120
.5

19
.0

0%
10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

６
０
歳
代
  
n
=
4
5

５
０
歳
代
  
n
=
7
6

４
０
歳
代
n=
1
4
5

３
０
歳
代
n=
2
1
5

２
０
歳
代
  
n
=
7
9

１
．
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い

２
．
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

３
．
費
用
が
か
か
る
ぐ
ら
変
わ
っ
て
も
よ
い

 
      

＜
男
性
＞
 

＜
女
性
＞
 

（
７
）
仮
に
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
費
用
を
負
担
す
る
場
合
の
支
払
方
法
 

 

◆
 
仮
に
費
用
を
負
担
す
る
場
合
の
支
払
方
法
と
し
て
は
、「
契
約
変
更
時
に
一
時
金
で
支
払
う
」
が
９

割
強
。
 

           
 

  
  

図
表
2-
7
-1
：
仮
に
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
費
用
を
負
担
す
る
場
合
の
支
払
方
法
 
 

２
．
小
額
な
付
加
料
金
と
し
て
毎

月
支
払
う

7.
1%

１
．
契
約
変
更
時
に
一
時
金
で
支

払
う

9
1.
4
%

３
．
そ
の
他

1
.4
%

 
 
「
そ
の
他
」
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
 

・
な
る
べ
く
小
額
で
一
時
金
で
払
い
た
い
 

 
 
・
費
用
の
額
に
も
よ
る
の
で
、
そ
の
状
況
で
検
討
す
る
 

 
 
等
 

 

図
表
2-
7
-2
：
仮
に
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
費
用
を
負
担
す
る
場
合
の
支
払
方
法
（
性
別
、
年
齢
別
）
 

 
 

8
7
.5

9
5
.8

9
1
.39
3
.6

8
9
.2

9
.4

4
.2

8
.75
.1

5
.4

3
.1

5.
4

1
.3

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

６
０
歳
代
n
=
9
0

５
０
歳
代
n
-
5
8

４
０
歳
代
n
-
8
0

３
０
歳
代
n
=
9
8

２
０
歳
代
n
=
4
6

１
．
契
約
変
更
時
に
一
時
金
で
支
払
う

２
．
小
額
な
付
加
料
金
と
し
て
毎
月
支
払
う

３
．
そ
の
他

 
 
 ＜
問
１
６
で
「
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
」
も
し
く
は
「
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
＞
 

問
１
７
 
仮
に
費
用
を
負
担
す
る
と
し
た
場
合
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
望
み
ま
す
か
。
 

  
 
 
 
１
．
 
契
約
変
更
時
に
一
時
金
で
支
払
う
 

 
 
 
 
２
．
 
小
額
な
付
加
料
金
と
し
て
毎
月
支
払
う
 

 
 
 
 
３
．
 
そ
の
他
（
 
 
）
 

●
 
問
16
で
「
手
数
料
等
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
」
ま
た
は
「
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る

た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
と
回
答
し
た
人
に
対
し
て
、
仮
に
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
費

用
を
負
担
す
る
場
合
の
方
法
と
し
て
は
、
「
契
約
変
更
時
に
一
時
金
で
支
払
う
」
が
91
.4
％
と
最
も
高
く
、

次
い
で
「
小
額
な
付
加
料
金
と
し
て
毎
月
支
払
う
」
が
7.
1％
と
な
っ
て
い
る
。
 

●
 
性
別
、
年
代
別
で
も
特
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
7
0
1
 

＜
男
性
＞
 

－１９－



  

75
.9

91
.5

92
.5

93
.9

89
.2

17
.2

6.
46.
56.
1

9.
2

6.
9

1.
5

0.
9

2.
1

0%
20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

６
０
歳
代
  
n=
29

５
０
歳
代
  
n=
47

４
０
歳
代
n=
10
7

３
０
歳
代
n=
16
5

２
０
歳
代
  
n=
65

１
．
契
約
変
更
時
に
一
時
金
で
支
払
う

２
．
小
額
な
付
加
料
金
と
し
て
毎
月
支
払
う

３
．
そ
の
他

 
                          

＜
女
性
＞
 

（
８
）
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
具
体
的
な
負
担
方
法
及
び
負
担
額
 

 

◆
 
一
時
金
と
し
て
の
負
担
額
で
は
「
5
01
～
1,
00
0
円
以
下
」
が
３
割
強
。「
3,
00
0
円
以
下
」
で
は
全

体
の
約
９
割
。
 

◆
 
毎
月
の
付
加
料
金
で
は
「
51
～
10
0
円
以
下
」
が
３
割
強
。「
5
0
0
円
以
下
」
で
は
全
体
の
約
95
％
。
 

            
  

図
表
2-
8
-1
：
携
帯
電
話
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
具
体
的
な
負
担
方
法
及
び
負
担
額
（
一
時
金
）

  

2
0
.6

3
3
.2

2
0
.3

1
6
.2

7
.5

2
.2

0
%

10
%

2
0%

30
%

4
0%

5
0%

60
%

7
0%

80
%

9
0%

10
0%

 5
0
0
円
以
下

5
0
1
～
 1
,0
0
0
円
以
下

 1
,0
0
1
～
2
,0
0
0
円
以
下

 2
,0
0
1
～
3
,0
0
0
円
以
下

3
,0
0
1
～
 5
,0
0
0
円
以
下

 5
,0
0
1
円
以
上

 
  

図
表
2
-8
-
2：
携
帯
電
話
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
具
体
的
な
負
担
方
法
及
び
負
担
額
（
付
加
料
金
）
 

32
.0

36
.1

20
.9

5.
7

5.
3

0%
10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

 ５
０
円
以
下

 5
1～
10
0円
以
下

 1
01
～
30
0円
以
下

 3
01
～
50
0円
以
下

 5
01
円
以
上

 
  ＜
問
１
７
に
回
答
さ
れ
た
方
の
み
＞
 

問
１
８
 
ど
の
程
度
の
負
担
額
で
あ
れ
ば
、
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
仕
組
み
を
利
用
 

し
た
い
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  
 
 
 
 
◆
 
一
時
金
 
 
：
 
 
 
（
 
 
 
 
 
 
）
円
程
度
 

 
 
 
 
 
◆
 
付
加
料
金
 
：
月
額
 
（
 
 
 
 
 
 
）
円
程
度
 

●
 
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
負
担
額
の
一
時
金
で
は
「
50
1～
1,
00
0
円
以
下
」
が
33
.2
％

と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
50
0
円
以
下
」
と
「
2,
00
1～
3
,0
0
0
円
以
下
」
が
2
0.
6
％
、
2
0.
3％
の
順
と
な
っ

て
い
る
。
一
方
、
毎
月
の
付
加
料
金
で
は
「
51
～
10
0
円
以
下
」
が
36
.1
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
50
円

以
下
」
が
32
.0
％
、
「
10
1～
30
0
円
以
下
」
が
20
.9
％
と
な
っ
て
い
る
。

 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
6
9
0
 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
4
3
5
 

－２０－



（
９
）
０
９
０
も
し
く
は
０
８
０
に
続
く
３
桁
の
番
号
に
よ
っ
て
携
帯
電
話
会
社
が
識
別
で
き
る
こ
と
に

つ
い
て
の
認
知
度
 

 

◆
 
０
９
０
も
し
く
は
０
８
０
に
続
く
３
桁
の
番
号
に
よ
っ
て
携
帯
電
話
会
社
が
判
別
で
き
る
こ
と
に

つ
い
て
、「
知
ら
な
い
」
が
７
割
強
。
 

         
  

図
表
2
-9
-
1：
０
９
０
も
し
く
は
０
８
０
に
続
く
３
桁
の
番
号
に
よ
っ
て
携
帯
電
話
会
社
が
識
別
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
知
度
 

 

１
．
知
っ
て
い
る

26
.9
%

２
．
知
ら
な
い

73
.1
%

 
   

＜
全
員
の
方
へ
＞
 

問
１
９
 
０
９
０
も
し
く
は
０
８
０
に
続
く
３
桁
の
番
号
に
よ
っ
て
携
帯
電
話
会
社
が
判
別
で
き
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。
 

  
 
 
 
 
１
．
 
知
っ
て
い
る
 
 
 
 
 
 
２
．
 
知
ら
な
い
 

●
 
携
帯
電
話
番
号
０
９
０
も
し
く
は
０
８
０
に
続
く
３
桁
の
番
号
に
よ
る
携
帯
電
話
会
社
が
判
別
で
き
る
こ

と
に
つ
い
て
「
知
ら
な
い
」
が
73
.1
％
、
「
知
っ
て
い
る
」
が
26
.9
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

 

単
位
：
％
 

回
答
数
=
9
4
3

（
10
）
携
帯
に
電
話
す
る
際
の
相
手
先
携
帯
電
話
会
社
に
対
す
る
意
識
の
度
合
い
 

 

◆
 
相
手
先
が
利
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
に
対
す
る
意
識
は
「
特
に
意
識
し
な
い
」
が
６
割
強
。
 

           
  

図
表
2
-
10
-
1：
携
帯
に
電
話
す
る
際
の
相
手
先
携
帯
電
話
会
社
に
対
す
る
意
識
の
度
合
い
  

5.
16
.7

22
.4

65
.7

0
.0

1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

5
0
.0

6
0
.0

7
0
.0

 
    

＜
問
１
９
で
「
知
っ
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
＞
 

問
２
０
 
０
９
０
も
し
く
は
０
８
０
か
ら
始
ま
る
携
帯
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
る
と
き
、
相
手
先
が
利
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を

意
識
し
ま
す
か
。
 

  
 
 
 
 
１
．
 
か
な
り
意
識
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
 
多
少
は
意
識
す
る
 

 
 
 
 
 
３
．
 
特
に
意
識
し
な
い
 
 
 
 
 
 
 
 
４
．
 
ど
ち
ら
で
も
な
い
 

●
 
携
帯
電
話
に
電
話
す
る
際
の
相
手
先
が
利
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
に
対
す
る
意
識
の
度
合
い
は
、「
特

に
意
識
し
な
い
」
が
6
5.
7％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
多
少
は
意
識
す
る
」
が
22
.4
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

 

単
位
：
％
 

回
答
数
＝
2
5
4
 

＜
順
位
＞
 

 

 
１
 
特
に
意
識
し
な
い
 

  
 

  
２
 
多
少
は
意
識
す
る
 

     
３
 
か
な
り
意
識
す
る
 

    
４
 
ど
ち
ら
で
も
な
い
 

  

－２１－



（
11
）
相
手
先
の
携
帯
電
話
会
社
や
料
金
体
系
に
つ
い
て
の
事
前
知
識
の
必
要
度
 

 

◆
 
電
話
を
か
け
る
前
に
相
手
先
の
携
帯
電
話
会
社
や
料
金
体
系
の
事
前
知
識
は
「
多
少
は
知
り
た
い
」

が
４
割
強
。
 

             
  

図
表
2
-
11
-
1：
相
手
先
の
携
帯
電
話
会
社
や
料
金
体
系
に
つ
い
て
の
事
前
知
識
の
必
要
度
 

２
．
多
少
は
知
り
た
い

42
.8
%

３
．
特
に
知
り
た
く
な
い

27
.2
%

４
．
ど
ち
ら
で
も
な
い

14
.1
%

１
．
か
な
り
知
り
た
い

15
.9
%

 
    

＜
全
員
の
方
へ
＞
 

問
２
１
 
相
手
先
の
利
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
や
そ
の
会
社
の
料
金
体
系
に
つ
い
て
、
電
話
を
か
け
る
前
に
知
り
た
い
と
思
い
ま
す

か
。
 

  
 
 
 
 
１
．
 
か
な
り
知
り
た
い
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
 
多
少
は
知
り
た
い
 

 
 
 
 
 
３
．
 
特
に
知
り
た
く
な
い
 
 
 
 
 
 
 
４
．
 
ど
ち
ら
で
も
な
い
 

●
 
電
話
を
か
け
る
前
に
相
手
先
の
携
帯
電
話
会
社
や
そ
の
会
社
の
料
金
体
系
を
知
り
た
い
か
で
は
、
「
多
少
は

知
り
た
い
」
が
42
.8
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
特
に
知
り
た
く
な
い
」
が
2
7.
2
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

●
 
全
体
の
約
６
割
の
人
が
事
前
に
「
知
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
。

 
 

単
位
：
％
 

回
答
数
=9
4
4
 

－２２－



 

平成１５年度 

電気通信サービスモニターに対する 

第１回アンケート調査結果 

〔抜粋〕 

 

 

 

平成１５年１２月 

総 務 省 

参考資料３ 

－２３－



 



 

 １
．
調
査
の
目
的

 
 

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
関
す
る
利
用
者
の
意
見
・
要
望
な
ど
を
把
握
・
分
析
し
、
消
費
者
行
政
の
一

層
の
充
実
と
電
気
通
信
行
政
の
推
進
に
反
映
す
る
た
め
、
実
施
し
た
。
 

 ２
．
調
査
の
方
法

 
 （
１
）
調
査
対
象
 

地
 
域
：
全
国
 

単
 
位
：
個
人
（
2
0
歳
以
上
の
男
女
）
 

 （
２
）
調
査
方
法
 

選
 
 
 
定
：
各
総
合
通
信
局
お
よ
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
（
1
1
か
所
：
北
海
道
、
東
北
、
関
東
、

信
越
、
北
陸
、
東
海
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
、
沖
縄
）
に
て
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ

ス
に
関
心
の
あ
る
2
0
歳
以
上
の
男
女
を
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
募
集
 

客
 
対
 
数
：
1
,0
0
0
名
 

配
布
・
回
収
：
郵
送
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
方
式
 

把
 握

 時
 期
：
平
成
1
5
年
９
月
１
日
現
在
の
状
況
 

 （
３
）
実
施
時
期
 

平
成
1
5
年
９
月
1
2
日
（
金
）
～
平
成
1
5
年
９
月
3
0
日
（
火
）
 

 （
４
）
調
査
項
目
 

１
．
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
の
加
入
電
話
サ
ー
ビ
ス
（
IS
D
N
除
く
）
の
基
本
料
に
つ
い
て
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
の
加
入
電
話
サ
ー
ビ
ス
へ
の
加
入
状
況
、
基
本
料
と
通
話
料
に
対
す
る
考
え
方
、
基
本
料
の

級
局
区
分
に
つ
い
て
の
考
え
方
な
ど
 

 

２
．
現
在
利
用
中
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
回
線
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
状
況
（
有
無
、
接
続
回
線
、
費
用
、
利
用
時
間
）
、
接
続
回
線
の
選
択
・
比
較
、

接
続
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
選
択
・
変
更
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
へ
の
満
足
度
な
ど
 

 

３
．
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
 

携
帯
電
話
・
携
帯
メ
ー
ル
の
利
用
有
無
、
携
帯
電
話
番
号
・
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ

に
つ
い
て
（
利
用
意
向
、
手
数
料
の
負
担
額
、
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
）
な
ど
 

 

４
．
あ
な
た
ご
自
身
に
つ
い
て
 

モ
ニ
タ
ー
自
身
の
属
性
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
な
ど
 

 

 （
５
）
回
収
状
況
 

発
送
数
：
1
,0
0
0
人
 

回
収
数
：
 
9
5
6
人
 

回
収
率
：
 
9
5
.6
％
 

 ［
地
域
別
回
収
状
況
］
 

地
域
 

客
対
数
 

男
性
 

女
性
 

回
収
数
※

男
性
 

女
性
 

回
収
率
※
 

北
海
道
 

6
0
 

3
0
 

3
0
 

5
7
 

2
8
 

2
8
 

9
5
.0
 

東
北
 

1
2
0
 

4
3
 

7
7
 

1
1
0
 

3
7
 

7
3
 

9
1
.7
 

関
東
 

1
7
0
 

7
1
 

9
9
 

1
7
1
 

7
2
 

9
9
 

1
0
0
.6
 

信
越
 

4
0
 

1
7
 

2
3
 

4
1
 

1
7
 

2
4
 

1
0
2
.5
 

北
陸
 

6
0
 

2
5
 

3
5
 

5
8
 

2
4
 

3
4
 

9
6
.7
 

東
海
 

9
0
 

3
0
 

6
0
 

8
7
 

3
0
 

5
7
 

9
6
.7
 

近
畿
 

1
3
0
 

6
2
 

6
8
 

1
2
2
 

6
0
 

6
2
 

9
3
.8
 

中
国
 

9
0
 

3
5
 

5
5
 

8
3
 

3
2
 

5
1
 

9
2
.2
 

四
国
 

8
0
 

2
4
 

5
6
 

7
9
 

2
3
 

5
6
 

9
8
.8
 

九
州
 

1
4
0
 

4
4
 

9
6
 

1
2
9
 

4
1
 

8
8
 

9
2
.1
 

沖
縄
 

2
0
 

8
 

1
2
 

1
7
 

6
 

1
1
 

8
5
.0
 

不
明
 

－
 

－
 

－
 

2
 

－
 

－
 

－
 

合
計
 

1
,0
0
0
 

3
8
9
 

6
1
1
 

9
5
6
 

3
7
0
 

5
8
3
 

9
5
.6
 

（
単
位
：
人
、
％
）
 

※
モ
ニ
タ
ー
の
居
住
地
移
動
に
よ
り
、
回
収
後
の
地
域
別
内
訳
が
当
初
の
内
訳
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
 

 （
６
）
そ
の
他
 

本
調
査
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
日
本
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
グ
ル
ー
プ
へ
の
事
務
委
託
に
て
実
施
し
た
。
 

      ［
本
文
、
グ
ラ
フ
、
自
由
記
述
に
関
す
る
留
意
点
］
 

□
集
計
結
果
は
、
小
数
点
第
二
位
を
四
捨
五
入
し
、
小
数
点
第
一
位
ま
で
を
百
分
率
(％
)で
表
示
し
て
い
る
。
 

□
選
択
肢
か
ら
１
つ
だ
け
選
ん
で
回
答
す
る
設
問
で
は
、
構
成
比
の
和
が
1
0
0
.0
％
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
 

□
各
設
問
と
も
、
無
回
答
者
を
除
い
た
有
効
回
答
者
の
み
で
の
集
計
と
な
っ
て
い
る
。
 

□
本
文
や
グ
ラ
フ
中
の
選
択
肢
は
、
調
査
票
の
言
葉
を
短
縮
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
 

□
自
由
記
述
回
答
に
つ
い
て
は
、
回
答
者
の
実
際
の
記
述
事
項
を
整
理
・
要
約
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、

類
似
す
る
回
答
に
つ
い
て
は
ま
と
め
、
複
数
回
答
者
数
を
（
 
）
内
に
示
し
て
い
る
。
 

  

－２５－



 

 ３
．
携
帯
電
話
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

 
    

（
1）
 携
帯
電
話
の
利
用
有
無

 
                  

（
参
考
）
携
帯
電
話
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
、
利
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
、
従
来
の

電
話
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
え
る
機
能
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
 

問
2
4《
全
員
の
方
へ
》
 

あ
な
た
は
携
帯
電
話
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
利
用
し
て
い
る
場
合
、
携
帯
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
し

て
い
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
＜
携
帯
電
話
を
利
用
＞
 
 

１
 
 
は
い
 

 
２
 
 
い
い
え
 

＜
携
帯
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
＞
 
１
 
 
は
い
 

 
２
 
 
い
い
え
 

◆
 携
帯
電
話
の
利
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
「
１
 
は
い
」
が
7
5
.8
％
、
「
２
 
い
い
え
」
が
2
4
.2
％
で
、

約
４
分
の
３
は
携
帯
電
話
を
利
用
し
て
い
る
。
 

◆
 ま
た
、
携
帯
電
話
利
用
者
の
う
ち
、
携
帯
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
「
１
 
は
い
」

が
8
2
.5
％
、「
２
 
い
い
え
」
が
1
7
.5
％
で
、
８
割
以
上
が
携
帯
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
。

問
2
4
　
携
帯
電
話
の
利
用
有
無

（
１
つ
だ
け
選
択
／
9
5
5
人
）

２
　
い
い
え

2
4
.2
%

１
　
は
い

7
5
.8
%

問
2
4
　
携
帯
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
有
無

（
１
つ
だ
け
選
択
／
6
8
7
人
）

２
　
い
い
え

1
7
.5
%

１
　
は
い

8
2
.5
%

 

 
（

2）
 手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
番
号
の
利
用
意
向
に
つ
い
て

 
                         

問
2
5《
問
2
4
(p
3
6
)＜
携
帯
電
話
を
利
用
＞
で
「
１
 
は
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
》
 

利
用
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
す
る
場
合
で
も
、
手
数
料
等
の
費
用
を
負
担
す
れ
ば
、
引
き
続
き
前
と
同

じ
番
号
を
使
う
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
は
ど
う
す
る
と
思
い
ま
す
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
 

 
１
 
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
 

２
 
 
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

３
 
 
費
用
が
か
か
る
く
ら
い
な
ら
、
番
号
が
変
わ
っ
て
も
よ
い
 

◆
 携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
、
手
数
料
等
の
費
用
負
担
に
よ
り
、
前
と
同
じ
番
号
を
使
う
こ
と
が
可

能
な
場
合
に
つ
い
て
は
、「
２
 
費
用
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
4
3
.1
％
と

最
も
高
く
、
以
下
、
「
１
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
」
（
3
1
.9
％
）
、
「
３
 
費

用
が
か
か
る
な
ら
、
変
わ
っ
て
も
よ
い
」（
2
5
.1
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
 

○
 年
齢
別
に
み
る
と
、
2
0
～
2
9
歳
、
6
0
歳
以
上
で
は
「
１
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番

号
を
使
い
た
い
」
が
高
い
。
 

○
 職
業
別
に
み
る
と
、
自
営
業
・
自
由
業
で
は
「
１
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い

た
い
」
が
高
い
。
 問
2
5
　
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
番
号
の
利
用
意
向

（
１
つ
だ
け
選
択
／
7
2
2
人
）

１
　
手
数
料
を
負
担

し
て
も
、
同
じ
番
号
を

使
い
た
い

3
1
.9
%

２
　
費
用
に
左
右
さ

れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と

も
い
え
な
い

4
3
.1
%

３
　
費
用
が
か
か
る

な
ら
、
変
わ
っ
て
も

よ
い

2
5
.1
%

－２６－



 

                    

問
2
5
　
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
番
号
の
利
用
意
向
（
１
つ
だ
け
選
択
／
職
業
別
）

4
3
.8

3
7
.1

2
4
.0 2
8
.1

1
6
.7

4
5
.5

2
8
.8

3
8
.8

5
0
.7 4
7
.3

5
0
.0

4
5
.5

2
7
.4

2
4
.1

2
5
.3

2
4
.6

3
3
.3

9
.1

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

自
営
業
・
自
由
業
［
7
3
人
］

会
社
員
・
公
務
員
・
団
体
職
員
等
［
2
4
5
人
］

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
フ
リ
ー
タ
ー
等
［
1
4
6
人
］

無
　
職
［
2
2
4
人
］

学
　
生
［
1
8
人
］

そ
の
他
［
1
1
人
］

１
　
負
担
し
て
も
同
じ
番
号
を
使
い
た
い

２
　
費
用
に
よ
る
の
で
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

３
　
費
用
が
か
か
る
な
ら
変
わ
っ
て
も
よ
い

問
2
5
　
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
番
号
の
利
用
意
向
（
１
つ
だ
け
選
択
／
年
齢
別
）

39
.5

29
.2

2
7.
0 32
.3 38
.4

4
0
.3

4
6
.3

4
9
.7

3
6
.5

3
2
.6

2
0.
2

24
.5

2
3.
3

3
1.
3

29
.1

0%
2
0%

40
%

6
0%

80
%

1
00
%

２
０
～
２
９
歳
［
11
9人
］

３
０
～
３
９
歳
［
25
7人
］

４
０
～
４
９
歳
［
16
3人
］

５
０
～
５
９
歳
［9
6人
］

６
０
歳
以
上
［8
6人
］

１
　
負
担
し
て
も
同
じ
番
号
を
使
い
た
い

２
　
費
用
に
よ
る
の
で
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

３
　
費
用
が
か
か
る
な
ら
変
わ
っ
て
も
よ
い

 

 

（
3）
 携
帯
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

 
                     

問
2
6
　
携
帯
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
付
加
料
金
（
月
額
）
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
4
7
3
人
）

3
7
.8

2
8
.1

1
0
.6

9
.3

7
.2

0
.2

6
.8

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

百 円 未 満

百 円 〜 ２ 百 円 未 満

２ 百 円 〜 ３ 百 円 未 満

３ 百 円 〜 ５ 百 円 未 満

５ 百 円 〜 ７ 百 円 未 満

７ 百 円 〜 千 円 未 満

千 円 以 上

問
2
6
　
携
帯
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
一
時
金
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
5
2
9
人
）

2
2
.7

4
0
.1

1
6
.8

1
2
.5

5
.9

0
.2

1
.7

0
.2

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

千 円 未 満

千 円 〜 ２ 千 円 未 満

２ 千 円 〜 ３ 千 円 未 満

３ 千 円 〜 ５ 千 円 未 満

５ 千 円 〜 ７ 千 円 未 満

７ 千 円 〜 １ 万 円 未 満

１ 万 円 〜 １ 万 ５ 千 円

未 満

１ 万 ５ 千 円 〜 ２ 万 円

未 満

２ 万 円 以 上

問
2
6《
問
2
5
(p
3
7
)で
「
１
 手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
」
も
し
く
は
「
２
 
費
用
の
額
に
も
左
右

さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
》
 

ど
の
程
度
の
負
担
額
で
あ
れ
ば
、
契
約
し
て
い
る
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
仕
組

み
を
利
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
◆
 
 
一
時
金
の
場
合
 
：
 
 
（
 
 
 
 
 
 
）
円
程
度
 

◆
 
 
付
加
料
金
の
場
合
：
月
額
（
 
 
 
 
 
 
）
円
程
度
 

◆
 携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
し
く
み
を
利
用
す
る
場
合
、
そ
の
負
担
額
に

つ
い
て
は
、
一
時
金
の
場
合
、
1
,0
0
0
円
以
上
2
,0
0
0
円
未
満
が
4
0
.1
％
と
４
割
を
占
め
る
。
 

◆
 ま
た
、付
加
料
金
（
月
額
）
の
場
合
、
1
0
0
円
未
満
が
3
7
.8
％
、
1
0
0
円
以
上
2
0
0
円
未
満
が
2
8
.1
％

と
、
2
0
0
円
未
満
で
6
5
％
以
上
を
占
め
る
。
 

－２７－



 

                     

問
2
6
　
携
帯
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
一
時
金
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
年
齢
別
）

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

千 円 未 満

千 円 〜     

２ 千 円 未 満

２ 千 円 〜    

３ 千 円 未 満

３ 千 円 〜    

５ 千 円 未 満

５ 千 円 〜    

７ 千 円 未 満

７ 千 円 〜    

１ 万 円 未 満

１ 万 円 〜     

１ 万 ５ 千 円 未 満

１ 万 ５ 千 円 〜

２ 万 円 未 満

２ 万 円 以 上

２
０
～
２
９
歳
［
9
3
人
］

３
０
～
３
９
歳
［
1
9
0
人
］

４
０
～
４
９
歳
［
1
2
5
人
］

５
０
～
５
９
歳
［
6
3
人
］

６
０
歳
以
上
［
5
8
人
］

問
2
6
　
携
帯
電
話
番
号
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
一
時
金
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
職
業
別
）

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

千 円 未 満

千 円 〜     

２ 千 円 未 満

２ 千 円 〜    

３ 千 円 未 満

３ 千 円 〜    

５ 千 円 未 満

５ 千 円 〜    

７ 千 円 未 満

７ 千 円 〜    

１ 万 円 未 満

１ 万 円 〜     

１ 万 ５ 千 円 未 満

１ 万 ５ 千 円 〜

２ 万 円 未 満

２ 万 円 以 上

自
営
業
・
自
由
業
［
5
0
人
］

会
社
員
・
公
務
員
・
団
体
職
員
等
［
1
8
4
人
］

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
フ
リ
ー
タ
ー
等
［
1
0
7
人
］

無
　
職
［
1
6
4
人
］

学
　
生
［
1
2
人
］

そ
の
他
［
1
0
人
］

 

 

（
4）
 従
来
の
番
号
を
使
え
る
機
能
は
基
本
的
に
具
備
す
べ
き
か

 
                         

問
2
7
《
問
2
4
(p
3
6
)＜
携
帯
電
話
を
利
用
＞
で
「
１
 
は
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
》
 

携
帯
電
話
を
変
更
し
た
場
合
で
も
、
従
来
の
電
話
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
え
る
機
能
は
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
が
基

本
的
に
具
備
す
べ
き
機
能
だ
と
考
え
ま
す
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
１
 
 
は
い
 
 
 
 
 
２
 
 
い
い
え
 
 
 
 
 
３
 
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

◆
 従
来
の
番
号
を
使
え
る
機
能
を
、
基
本
的
に
具
備
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
「
１
 
は
い
」
が

8
6
.0
％
、
「
２
 
い
い
え
」
が
1
2
.7
％
で
、
８
割
以
上
が
具
備
す
べ
き
と
回
答
し
た
。
 

問
2
7
　
従
来
の
番
号
を
使
え
る
機
能
は
基
本
的
に
具
備
す

べ
き
か
（
１
つ
だ
け
選
択
／
7
0
6
人
）

２
　
い
い
え

1
2
.7
%

３
　
そ
の
他

1
.3
%

１
　
は
い

8
6
.0
%

【
そ
の
他
】
の
内
容
 

• 
会
社
が
違
う
の
で
難
し
い
と
思
う
（
２
人
）
 

• 
会
社
が
異
な
る
の
だ
か
ら
電
話
番
号
が
変
わ
っ
て
も
や
む
な
し
 

• 
従
来
の
電
話
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
う
か
使
わ
な
い
か
は
無
料
で
本
人
が
選
択
で
き
る
機
能
を
具
備
す
べ
き
 

• 
利
用
者
に
番
号
選
択
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
。
変
更
時
で
も
使
用
時
で
も
費
用
な
し
で
利
用
者
が
好
き
な
番
号
を
選

べ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
 

－２８－



 

 

（
5）
 従
来
の
番
号
を
使
え
る
機
能
の
開
発
費
等
の
負
担

 
                    

問
2
8《
問
2
4
(p
3
6
)＜
携
帯
電
話
を
利
用
＞
で
「
１
 
は
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
》
 

携
帯
電
話
を
変
更
す
る
場
合
で
も
、
従
来
の
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
え
る
機
能
は
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
携
帯
電
話

会
社
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
費
用
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
費
用
は
誰
が
負
担
す
べ
き
と
考
え
ま
す
か
。

あ
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
１
 
 
携
帯
電
話
会
社
が
負
担
す
べ
き
 

２
 
 
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
み
が
負
担
す
べ
き
 

３
 
 
携
帯
電
話
会
社
が
負
担
す
る
と
と
も
に
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
も
負
担
す
べ
き
 

◆
 従
来
の
番
号
を
使
え
る
機
能
の
開
発
費
等
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
「
１
 
携
帯
電
話
会
社
が
負
担
」
が

6
5
.1
％
と
最
も
高
く
、
以
下
「
３
 
会
社
と
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
負
担
」
（
3
0
.6
％
）
、
「
２

当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
み
が
負
担
」
（
4
.3
％
）
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
６
割
以
上
が
携
帯
電
話
会

社
が
負
担
す
べ
き
と
回
答
し
た
。
 

問
2
8
　
従
来
の
番
号
を
使
え
る
機
能
の
開
発
費
等
の
負
担

（
１
つ
だ
け
選
択
／
7
0
0
人
）

３
　
会
社
と
当
該

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

が
負
担

3
0
.6
%

２
　
当
該
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
者
の
み
が

負
担
4
.3
%

１
　
携
帯
電
話
会
社

が
負
担

6
5
.1
%

 

 

（
6）
 手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
ア
ド
レ
ス
の
利
用
意
向

 
                            

問
2
9
《
問
25
(p
3
7
)で
「
１
 手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
」
も
し
く
は
「
２
 
費
用
の
額
に
も
左

右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
》
 

契
約
し
た
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
た
場
合
、
手
数
料
等
の
費
用
を
負
担
す
れ
ば
、
前
と
同
じ
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
使
う
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
は
ど
う
す
る
と
思
い
ま
す
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
１
 
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い
 

２
 
 
費
用
の
額
に
も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

３
 
 
費
用
が
か
か
る
く
ら
い
な
ら
、
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
っ
て
も
よ
い
 

◆
 手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
ア
ド
レ
ス
の
利
用
意
向
に
つ
い
て
は
、
「
２
 
費
用
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど

ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
4
7
.2
％
と
最
も
高
く
、
「
３
 
費
用
が
か
か
る
な
ら
、
変
わ
っ
て
も
よ
い
」

（
2
6
.8
％
）
、
「
１
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い
」
（
2
6
.0
％
）
が
ほ
ぼ
同

率
で
続
い
て
い
る
。
電
話
番
号
に
比
べ
る
と
、
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
対
す
る
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の

ニ
ー
ズ
は
や
や
低
い
。
 

○
 年
齢
別
に
み
る
と
、
6
0
歳
以
上
で
は
「
１
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い

た
い
」
が
高
い
。
 

○
 職
業
別
に
み
る
と
、
自
営
業
・
自
由
業
、
会
社
員
・
公
務
員
・
団
体
職
員
等
で
は
「
１
 
手
数
料

を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い
」
が
高
い
。
 

○
 手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
番
号
の
利
用
意
向
別
に
み
る
と
、
（
手
数
料
を
）
負
担
し
て
も
同
じ
番

号
を
使
い
た
い
回
答
者
で
は
「
１
 
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い
」
が

高
い
。
 

問
2
9
　
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
ア
ド
レ
ス
の
利
用
意
向

（
１
つ
だ
け
選
択
／
5
3
0
人
）

２
　
費
用
に
左
右

さ
れ
る
た
め
、

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

4
7
.2
%

３
　
費
用
が
か
か
る

な
ら
、
変
わ
っ
て
も

よ
い

2
6
.8
%

１
　
手
数
料
を
負
担

し
て
も
、

同
じ
ア
ド
レ
ス
を

使
い
た
い

2
6
.0
%

－２９－



 

                                      

問
2
9
　
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
ア
ド
レ
ス
の
利
用
意
向
（
１
つ
だ
け
選
択
／
職
業
別
）

4
1
.2

3
0
.8

2
0
.4

2
1
.6

8
.3

2
0
.0

3
9
.2

4
2
.2

5
2
.8

5
0
.6

6
6
.7

4
0
.0

1
9
.6

2
7
.0

2
6
.9

2
7
.8

2
5
.0

4
0
.0

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

自
営
業
・
自
由
業
［
5
1
人
］

会
社
員
・
公
務
員
・
団
体
職
員
等
［
1
8
5
人
］

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
フ
リ
ー
タ
ー
等
［
1
0
8
人
］

無
　
職
［
1
6
2
人
］

学
　
生
［
1
2
人
］

そ
の
他
［
1
0
人
］

１
　
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い

２
　
費
用
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

３
　
費
用
が
か
か
る
な
ら
、
変
わ
っ
て
も
よ
い

問
2
9
　
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
ア
ド
レ
ス
の
利
用
意
向

（
１
つ
だ
け
選
択
／
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
番
号
の
利
用
意
向
別
）

5
4
.7

4
.9

2
0
.0

6
7
.2

2
5
.3

2
7
.9

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

負
担
し
て
も
同
じ
番
号
を
使
い
た
い
［
2
2
5
人
］

費
用
に
よ
る
の
で
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
［
3
0
5
人
］

１
　
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い

２
　
費
用
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

３
　
費
用
が
か
か
る
な
ら
、
変
わ
っ
て
も
よ
い

問
2
9
　
手
数
料
負
担
に
よ
る
同
一
ア
ド
レ
ス
の
利
用
意
向
（
１
つ
だ
け
選
択
／
年
齢
別
）

2
2
.6

2
1
.4

2
2
.6

3
1
.7

4
8
.3

4
3
.0

4
7
.4 4
9
.2

5
0
.8

4
4
.8

3
4
.4

3
1
.3 2
8
.2

1
7
.5

6
.9

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

２
０
～
２
９
歳
［
9
3
人
］

３
０
～
３
９
歳
［
1
9
2
人
］

４
０
～
４
９
歳
［
1
2
4
人
］

５
０
～
５
９
歳
［
6
3
人
］

６
０
歳
以
上
［
5
8
人
］

１
　
手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い

２
　
費
用
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

３
　
費
用
が
か
か
る
な
ら
、
変
わ
っ
て
も
よ
い

 

 

（
7）
 携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

 
                      

問
3
0
《
問
25
(p
3
7
)で
「
１
 手
数
料
を
負
担
し
て
も
、
同
じ
ア
ド
レ
ス
を
使
い
た
い
」
も
し
く
は
「
２
 
費
用
の
額
に

も
左
右
さ
れ
る
た
め
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
方
の
み
》
 

ど
の
程
度
の
負
担
額
で
あ
れ
ば
、
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
ら
な
い
仕
組
み
を
利
用
し
た
い
と
思
い
ま
す

か
。
（
問
2
6
(p
39
)の
金
額
と
は
別
に
必
要
と
な
る
も
の
と
し
ま
す
。
）
 

 
◆
 
 
一
時
金
の
場
合
 
：
 
 
（
 
 
 
 
 
 
）
円
程
度
 

◆
 
付
加
料
金
の
場
合
：
月
額
（
 
 

 
）
円
程
度

◆
 携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
て
も
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
ら
な
い
し
く
み
を
利
用
す
る
場
合
、
そ

の
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
一
時
金
の
場
合
、
1
,0
0
0
円
以
上
2
,0
0
0
円
未
満
が
4
2
.6
％
、
1
,0
0
0

円
未
満
が
3
8
.2
％
と
、
2
,0
0
0
円
未
満
の
回
答
が
８
割
を
越
え
る
。
 

◆
 ま
た
、
付
加
料
金
（
月
額
）
の
場
合
、
1
0
0
円
未
満
が
4
4
.5
％
、
1
0
0
円
以
上
2
0
0
円
未
満
が

2
8
.4
％
と
、
2
0
0
円
未
満
の
回
答
が
７
割
を
越
え
る
。
 

問
3
0
　
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
一
時
金
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
3
8
0
人
）

3
8
.2

4
2
.6

1
0
.3

7
.1

1
.1

0
.3

0
.5

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

千 円 未 満

千 円 〜 ２ 千 円 未 満

２ 千 円 〜 ３ 千 円 未 満

３ 千 円 〜 ５ 千 円 未 満

５ 千 円 〜 ７ 千 円 未 満

７ 千 円 〜 １ 万 円 未 満

１ 万 円 〜 １ 万 ５ 千 円

未 満

１ 万 ５ 千 円 〜 ２ 万 円

未 満

２ 万 円 以 上

問
3
0
　
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
付
加
料
金
（
月
額
）
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
3
3
5
人
）

4
4
.5

2
8
.4

9
.6

5
.4

5
.7

6
.6

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

百 円 未 満

百 円 〜 ２ 百 円 未 満

２ 百 円 〜 ３ 百 円 未 満

３ 百 円 〜 ５ 百 円 未 満

５ 百 円 〜 ７ 百 円 未 満

７ 百 円 〜 千 円 未 満

千 円 以 上

－３０－



 

                      

問
3
0
　
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
一
時
金
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
年
齢
別
）

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

千 円 未 満

千 円 〜     

２ 千 円 未 満

２ 千 円 〜    

３ 千 円 未 満

３ 千 円 〜    

５ 千 円 未 満

５ 千 円 〜    

７ 千 円 未 満

７ 千 円 〜    

１ 万 円 未 満

１ 万 円 〜     

１ 万 ５ 千 円 未 満

１ 万 ５ 千 円 〜

２ 万 円 未 満

２ 万 円 以 上

２
０
～
２
９
歳
［
6
1
人
］

３
０
～
３
９
歳
［
1
3
1
人
］

４
０
～
４
９
歳
［
8
8
人
］

５
０
～
５
９
歳
［
4
8
人
］

６
０
歳
以
上
［
5
2
人
］

問
3
0
　
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
負
担
す
る
場
合
の
許
容
額

　
［
一
時
金
の
場
合
］
　
（
一
つ
だ
け
選
択
／
職
業
別
）

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

千 円 未 満

千 円 〜     

２ 千 円 未 満

２ 千 円 〜    

３ 千 円 未 満

３ 千 円 〜    

５ 千 円 未 満

５ 千 円 〜    

７ 千 円 未 満

７ 千 円 〜    

１ 万 円 未 満

１ 万 円 〜     

１ 万 ５ 千 円 未 満

１ 万 ５ 千 円 〜

２ 万 円 未 満

２ 万 円 以 上

自
営
業
・
自
由
業
［
4
0
人
］

会
社
員
・
公
務
員
・
団
体
職
員
等
［
1
3
3
人
］

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
フ
リ
ー
タ
ー
等
［
7
6
人
］

無
　
職
［
1
1
5
人
］

学
　
生
［
9
人
］

そ
の
他
［
6
人
］

 

 
（

8）
 同
じ
番
号
を
利
用
で
き
て
も
ア
ド
レ
ス
は
使
え
な
い
場
合

 
                                 

問
3
1
《
問
2
6
(p
3
9
)及
び
問
3
0
(p
4
5
)に
回
答
さ
れ
た
方
の
み
》
 

契
約
し
た
携
帯
電
話
会
社
を
変
更
し
同
じ
番
号
を
利
用
で
き
た
と
し
て
も
、
前
と
同
じ
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

使
え
な
い
場
合
に
は
、
あ
な
た
は
ど
う
す
る
と
思
い
ま
す
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
１
 
 
携
帯
電
話
番
号
の
み
同
じ
番
号
を
利
用
し
た
い
 

２
 
 
携
帯
電
話
番
号
は
同
じ
番
号
を
利
用
し
、
携
帯
メ
ー
ル
は
新
し
い
ア
ド
レ
ス
へ
の
転
送
サ
ー
ビ
ス
が
あ
れ
 

 
 
 
ば
利
用
し
た
い
 

３
 
 
同
じ
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
使
え
な
い
の
な
ら
ば
、
携
帯
電
話
番
号
の
み
同
じ
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
 

 
 
 
は
し
な
い
 

４
 
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

◆
 同
じ
番
号
を
利
用
で
き
て
も
ア
ド
レ
ス
は
使
え
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
２
 
メ
ー
ル
は
転
送
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
い
」
が
4
3
.5
％
と
最
も
高
く
、
サ
ー
ビ
ス
希
望
者
が
４
割
以
上
を
占
め
る
。
以
下
、

「
１
 
携
帯
電
話
番
号
の
み
利
用
し
た
い
」
（
3
3
.2
％
）
、
「
３
 
番
号
の
み
な
ら
ば
利
用
し
な
い
」

（
2
1
.1
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
 

【
そ
の
他
】
の
内
容
 

• 
２
で
会
社
名
だ
け
変
え
て
、
ド
メ
イ
ン
は
な
る
べ
く
変
え
な
い
 

• 
２
に
同
調
す
る
が
、
旧
会
社
解
約
後
も
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
使
用
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
の
は
不
合
理
か
も
 

• 
今
契
約
し
て
い
る
電
話
会
社
を
変
更
す
る
事
は
望
ま
な
い
 

• 
同
じ
番
号
と
携
帯
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
は
一
対
を
な
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
で
、
番
号
が
同
じ
な
ら
ば
携
帯
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
は
当
然
同
じ
に
な
ら
な
け
れ
ば
良
い
機
能
、
サ
ー
ビ
ス
と
は
言
え
な
い
 

• 
各
会
社
ド
メ
イ
ン
が
違
う
の
で
難
し
い
の
で
は
 

• 
任
意
の
ア
ド
レ
ス
に
転
送
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
れ
ば
利
用
し
た
い
 

問
3
1
　
同
じ
番
号
を
利
用
で
き
て
も
ア
ド
レ
ス
は
使
え
な
い
場
合

（
１
つ
だ
け
選
択
／
3
7
9
人
） １
　
携
帯
電
話
番
号

の
み
利
用
し
た
い

3
3
.2
%

４
　
そ
の
他

2
.1
%

３
　
番
号
の
み
な
ら

ば
利
用
し
な
い

2
1
.1
%

２
　
メ
ー
ル
は

転
送
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
い

4
3
.5
%

－３１－




